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は　し　が　き

　今年は東日本大震災から１０年を迎えました。あの時は、消防関係者の皆さんにとって決し

て忘れることができません。マグニチュード９．０の地震発生、ひきつづく大津波の襲来で２万

人もの方々がお亡くなりになり、消防団員１９８人、消防職員２６人、協力者６人もの方々が

殉職されました。災害規模は大きくても、できる限り被害を軽減しなければならないという考

えを基礎にしながら、これを契機として「消防団を中核とする地域防災力の充実強化に関する

法律」を制定させて頂き、今も地域総参加、総活躍の地域防災体制強化を進めています。そう

しますと、防災の原点である地域の中核として、消防団の役割がますます大きくなっています。

消防団の皆さんは、そうした消防使命達成のため、日夜、ご尽力頂いています。深く敬意を表し、

心から感謝いたします。

　そのようななか、近年、各地でこれまでの経験を大きく上まわるいろいろな災害が相次いで

おります。そして、地域社会の様相も変化しているなか、新型コロナウイルス感染症の問題が

加わり、現場での活動には一段とご苦心ご苦労が多いと思います。

　しかし、消防はその使命達成に力を尽くさなければなりません。日本消防協会におきまして

も微力ですが、一般の方々の防災・減災へのご関心を高めることなどに努めております。そして、

今建設を進めている新しい日本消防会館は、日本消防の総合的な中核拠点として、日本消防の

一層の発展、防災・減災の推進に貢献できるものにしなければならないと考えております。

　本書は、そのようなことを背景として意識しながら全国各地の消防団の活動事例をとりまと

めたものであります。勿論、消防団は、団員の確保、装備の改善など多くの課題に直面してい

ますが、関係者が力を合わせて、何とかこれらの課題を克服するよう努力しなければなりません。

消防団活動の現場ではいろいろな課題があると思いますが、本書を参考として活用して頂きま

すよう期待いたします。

　結びに、本書の作成にあたり、貴重なご意見をいただきました消防庁国民保護・防災部地域

防災室をはじめ、ご協力いただきました各都道府県消防協会、各消防団及び消防団事務担当者

の皆様に厚くお礼申し上げます。

 令和３年３月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公益財団法人　日本消防協会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会長　　秋　本　敏　文



２０２０　地域防災力の充実強化と消防団
～新時代に対応した消防団運営～

目　　次

はしがき……………………………………………………………………………………………………………………………１
目　　次……………………………………………………………………………………………………………………………２
令和２年度中の日本消防協会等事業……………………………………………………………………………………………４
★≪日本消防協会からのお知らせ≫
消防団活動事例ページのご案内…………………………………………………………………………………………………８
全国消防団ＰＲページへの登録方法……………………………………………………………………………………………９

第Ⅰ章【消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律】
　１　この法律がめざすもの…………………………………………………………………………………………………１２
　２　基本的な考え方…………………………………………………………………………………………………………１３
　３　消防団の充実強化………………………………………………………………………………………………………１６
　４　地域防災体制の強化……………………………………………………………………………………………………２１
　５　消防団を中核とした地域防災力充実強化大会………………………………………………………………………２４

第Ⅱ章【消防団の現状と充実強化方策】
Ⅰ　消防団の現状
　１　消防団の活動状況………………………………………………………………………………………………………２８
　２　消防団が抱える課題……………………………………………………………………………………………………２９
Ⅱ　消防団の機能と役割
　１　多様な環境下にある消防団の機能と役割……………………………………………………………………………３１
　２　「消防力の整備指針」における消防団の業務及び人員の総数 ……………………………………………………３３
Ⅲ　消防団の活性化対策
　１　消防団組織・制度の多様化方策………………………………………………………………………………………３４
　２　消防団と事業所との連携体制の強化…………………………………………………………………………………３４
　３　総務省消防庁の取組……………………………………………………………………………………………………３７

第Ⅲ章【消防団活動事例】
Ⅰ　訓練・災害活動……………………………………………………………………………………………………………４３
　宮城県　　七ヶ浜町消防団　　　　　　　　　　　消防団救助資機材運用訓練
　宮城県　　大郷町消防団　　　　　　　　　　　　吉田川堤防決壊後の救出・救護対応について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和元年東日本台風）
　福島県　　須賀市消防団　　　　　　　　　　　　須賀市「消防団参集アプリ」活用について
　埼玉県　　富士見市・ふじみ野市・三芳町消防団　風水害発生時における消防団の消防活動訓練
　群馬県　　桐生市消防団　　　　　　　　　　　　林野火災に対応した長距離中継送水訓練
　石川県　　穴水町消防団　　　　　　　　　　　　消防力の充実・強化訓練
　滋賀県　　守山市消防団　　　　　　　　　　　　ブラインド型非常召集訓練
　山口県　　周南市消防団　　　　　　　　　　　　周南市・市民総合防災訓練２０１９　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～逃げ遅れ「ゼロ」を目指して～
　愛媛県　　新居浜市消防団　　　　　　　　　　　新居浜海上保安署・新居浜市消防本部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　消防業務協定締結に伴う合同訓練
　鹿児島県　龍郷町消防団　　　　　　　　　　　　龍郷町消防団ファーストレスポンダー隊

Ⅱ　防災教育……………………………………………………………………………………………………………………６０
　宮城県　　仙台市宮城消防団　　　　　　　　　　地域の小学校と連携して楽しく防災を学ぼう
　福島県　　いわき市消防団　　　　　　　　　　　育てよう！未来のヒーロー（体験型　消防訓練）
　京都府　　京都市内各消防団　　　　　　　　　　頑張れ！「京都市ジュニア消防団」
　大分県　　別府市消防団　　　　　　　　　　　　山の手っ子消防訓練体験隊



Ⅲ　地域住民等への広報・ＰＲ活動…………………………………………………………………………………………６５

　宮城県　　仙台市太白消防団　　　　　　　　　　七夕プロジェクト２０２０with 婦人防火クラブ
　福島県　　福島市消防団　　　　　　　　　　　　機能別団員広報活動（支援団員、学生団員の活動事例）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～無理なくできる地域貢献～
　群馬県　　前橋市消防団　　　　　　　　　　　　市内４大学の学園祭で前橋市消防団をＰＲ
　千葉県　　東金市消防団　　　　　　　　　　　　東金市消防団　学生消防団員による防火パトロールの実施について
　富山県　　舟橋村消防団　　　　　　　　　　　　日本一小さい自治体の消防団
　兵庫県　　三田市消防団　　　　　　　　　　　　緊急事態宣言発令中の献血活動実施について
　岡山県　　瀬戸内市消防団　　　　　　　　　　　瀬戸内市消防団ＰＲ動画作成
　広島県　　三原市消防団　　　　　　　　　　　　女性から見える消防団のイメージ
　大分県　　佐伯市消防団　　　　　　　　　　　　女性団員による消防団ＰＲ活動

Ⅳ　消防団員確保対策…………………………………………………………………………………………………………７５
　東京都　　成城消防団　　　　　　　　　　　　　行動力にあふれた消防団員募集で充足率１００％達成
　群馬県　　太田市消防団　　　　　　　　　　　　太田市消防団　機能別消防団員の導入
　栃木県　　公益財団法人　栃木県消防協会　　　　とちぎ学生防災サークル支援事業について
　広島県　　福山市消防団　　　　　　　　　　　　消防団ふれあい祭り
　福岡県　　大牟田市消防団　　　　　　　　　　　消防団員募集のラッピングバスを運行！

Ⅴ　組織・装備の強化…………………………………………………………………………………………………………８２
　北海道　　西胆振行政事務組合　伊達消防団　　　救助対応多機能型積載車の導入
　福島県　　南相馬市消防団　　　　　　　　　　　福島県南相馬市消防団　消防ポンプ自動車・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　水槽付消防団ポンプ自動車　更新配備
　三重県　　度会町消防団　　　　　　　　　　　　度会町消防団　機能別分団を配備
　滋賀県　　草津市消防団　　　　　　　　　　　　装備品の充実強化　着実に！
　和歌山県　橋本市消防団　　　　　　　　　　　　全消防団器具庫にチェーンソーを配備！
　徳島県　　美馬市消防団　　　　　　　　　　　　救助能力向上に向けた資機材整備と訓練
　佐賀県　　多久市消防団　　　　　　　　　　　　ドローン隊による新しい消防団活動

Ⅵ　消防団員に対する教育訓練………………………………………………………………………………………………９０
　岩手県　　遠野市消防団　　　　　　　　　　　　消防団機関運用・通信機器取り扱い訓練
　山形県　　朝日町消防団　　　　　　　　　　　　朝日町消防団第６５期初任科訓練
　神奈川県　海老名市消防団　　　　　　　　　　　消防署・消防団合同訓練～大規模風水害に備えて～
　愛知県　　新城市消防団　　　　　　　　　　　　基本火災想定訓練の実施
　静岡県　　焼津市消防団　　　　　　　　　　　　火点攻撃　～ガンタイプノズル・４０ｍｍホース　全分団配備～
　島根県　　松江市消防団　　　　　　　　　　　　YouTube を活用した新入団員への e－ラーニング教育

Ⅶ　消防団協力事業所・サポーター事業……………………………………………………………………………………９９
　茨城県　　土浦市消防団　　　　　　　　　　　　土浦市消防団応援の店事業について
　静岡県　　公益財団法人　静岡県消防協会　　　　消防団の活動に協力する事業所等を応援する県税の特例について
　岐阜県　　岐阜県　　　　　　　　　　　　　　　消防団協力事業所等支援のための事業税減税

Ⅷ　女性消防団員の活動……………………………………………………………………………………………………１０２
　北海道　　北見地区消防組合　訓子府消防団　　　女性消防団員による消防団員確保の取組
　新潟県　　村上市消防団　　　　　　　　　　　　防災紙芝居を活用した防災啓発活動
　埼玉県　　越谷市消防団　　　　　　　　　　　　越谷市消防団「さくら分団」による避難所運営補助研修を実施
　群馬県　　藤岡市消防団　　　　　　　　　　　　女性消防団員の活動について
　山梨県　　北杜市消防団　　　　　　　　　　　　女性消防隊によるＰＲ活動
　岐阜県　　瑞穂市消防団　　　　　　　　　　　　仲間と救命技術を磨き、競技会初優勝！
　京都府　　舞鶴市朝来消防団　　　　　　　　　　舞鶴市朝来消防団女性消防団員による「広報紙」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～地域のためにできること～
　大阪府　　公益財団法人　大阪府消防協会　　　　コロナ禍での大阪府女性消防団員研修会の実施
　大分県　　日出町消防団　　　　　　　　　　　　消防団女性部による普通救命講習の実技指導
　宮崎県　　日南市消防団　　　　　　　　　　　　女性部による高齢者宅防火診断及び住宅用火災警報器調査

Ⅳ　その他の活動事例………………………………………………………………………………………………………１１５

第Ⅳ章【新時代に対応した消防団運営のあり方に関する講座（出前講座）】
２０２０年度実施状況………………………………………………………………………………………………………１２０



１　消防団幹部特別研修及び消防団幹部候補中央特別研修（男性・女性）
＜映像配信＞（令和３年２月１９日　ヤクルト本社ビル内大会議室ほか）

各都道府県消防協会（研修会場の様子）

１１ 消防消防団幹団幹部特部特別研別研修及修及び消び消防団防団幹部幹部候補候補中央中央特別特別研修研 （男性・性・女女
＜映映像配像配信＞信＞（令令和３和３年２年２月１月 ９日９ ヤヤクルト本社ビ社ビ

女性女性））
ビビル内ル内大会大会議室議室ほかほか）

各都各都道府道府県消県消防協防協会（会（研修研修会場会場の様の様子）子）

全
国
大
会
等
（
日
本
消
防
協
会
等
事
業
）

令和２年度中の日本消防協会等事業

4



２　消防団防災学習・災害活動車両

　日本消防協会では、消防団を中核とした地域の総合的な防災力の充実強化を図ることを目的に、「消
防団防災学習・災害活動車両」を開発し日本宝くじ協会のご支援を得て、平成２６年度から全国の消
防団に交付しています。
　この車両は、防災訓練等への取組みを支援するため、平時は地域住民、子供たち、事業所等の防災
学習や防災指導用として活用し、災害時には緊急車両として消火・救助資機材等の搬送や現場活動に
活用できるものです。令和２年度は全国の消防団に１０台を交付しています。
　車両は、ワンボックス型ハイルーフ、４輪駆動、オートマチックトランスミッションを基本とし、
室内空間も十分に広く、普通免許で運転が可能です。後部デッキに、防災学習用資機材及び災害活動
用資機材を収納し、用途に応じて積み替えることが可能です。資機材の積み降ろしを容易にするため、
車両後部に電動パワーリフト（300㎏）を搭載しています。

　この資機材には、消火訓練機器として天ぷら油実験装置、煙体験ハウスなどの火災対応訓練用資機
材のほか、ＡＥＤトレーナーセット、三角巾などの応急手当訓練用資機材などがあります。また、ノー
トパソコンからプロジェクターとスクリーンにより屋内、屋外での指導及び学習等が可能となってい
ます。

　いざ災害が発生した時には、軽可搬消防ポンプなどの消火器具、万能 、ジャッキなどの救助器具、
夜間の明るさを確保するための投光器、人命救助用としてＡＥＤ及び担架など、災害活動に使用する
資機材を積み替えて出動することができます。

天ぷら油実験装置

軽可搬消防ポンプ バルーン型
投光器

折り
たたみ
梯子

レスキューキット ＡＥＤ 担架

煙体験ハウス 訓練用
消火器

ＡＥＤトレーナー
セット

プロジェクター
大型スクリーン
ノートパソコン

この事業は、日本宝くじ協会のご支援を得て実施しています。

防 災 学 習 用 資 機 材

災 害 活 動 用 資 機 材

２２ 消防消防団防団 災学災学習・災害害活動活動車両車両

日日日本消本消防協防協会で会では、は 消防防団をを中核核としとし
防団防団防災災学習学習・災・災害活害活動車両」両 を開を開発し発
防団防団に交に交付し付していて ますま 。
ここの車両は、防災訓練等へのの取組みをみを

学習学習や防や 災指導用導 として活用し、災害時害
活用活用できるものです。令和２年年度は全国
　車両は、ワンボックス型ス ハイハ ルーフ、
室内室 空間も十分に広く、普通免許で運転
用資用資機材機材を収納し、用途に応じじて積み替
車両車両後部部に電動パワーリフト（300㎏）

ここの資の資機材機材にはには、消、消火訓火訓練機練機器と器としてし

防 災防 災 学 習学 習 用 資用 資 機 材機 材防 災防 災 学 習学 習 用 資用 資 機 材機 材

両両

した地た地域の域の総合総合的な的な防災防災力の力の充実充実強化強化化を図を図るこることをとを目的目的にに、「消消
し日本本宝く宝くじ協協会の会のご支ご支援を援を得て得て、平、平成２成２６年６年度か度から全ら 国の国の消消

を支援するためた 、平、平時はは地域地域住民住民、子、子供た供たち、ち 事業事 所等所 の防災災
時時には緊急車両車 としとして消火・火 救助救助資機機材等材 の搬搬送やや現場現 活動に
国の消防団に１０台を交付し付 ています。
４輪駆動動、オオートトマチチックトラランスンスミッショョンを基本とし、

転が可能でです。す 後部後部デッデ キにキに、防防災学災 習用習 資機機材及び災害活動
替えることが可能で能です。資機資機材の積み積 降ろ降 しを容易にすにするため、
を搭載してています。

て天ぷ天ぷら油ら油実験実験装置装置、煙、煙体験体験ハウハウスなスなどのどの火災火災対応対応訓練訓練用資用資用 機機
角巾角 などなどなどの応の応急手急手手当訓当訓当訓練用練用用資機資機材な材などがどがありありますます。ま。また、た、ノーノー
リーンーンによにより屋り屋屋内、内、内 屋外屋外屋 でのでのの指導指導及び及び学習学習等が等が可能可能となとななってっていい

この事業はこの事業は、日本宝く日本宝 じ協会のごじ協会のご支援を得て支援を得て実施してい実施しています。ます。

材の材のほかほか、Ａ、ＡＥＤＥＤトレトレーナーナーセーセットット、三、三角角
トパトパパソコソコンかンからプらプロジロジェクェクターターとスとスクリクリ
ますます。

いいざ災ざ災害が害が発生発生したした時に時には、は、軽可軽可搬消搬消
夜間夜間の明の明るさるさを確を確保す保するたるためのめの投光投光器、器、
資機資機機材を材を材を積み積み替え替えて出て出動す動するこることがとができでき

天ぷ天ぷら油ら油実験実験験装置装置

軽可軽可搬消搬消防ポ防ポンプンプ バルバルーンーン型型
投光投光器器

折り折り
たたたたみみ
梯子梯子

煙体煙体験ハ験ハウスウス

災 害災 害 活 動活 動 用 資 機 材災 害災 害 活 動活 動 用 資用 機 材機

消消防ポ防ポンプンプなどなどの消の消火器火器火器具、具、具、万能万能万 、、ジャジャャッキッキなどなどの救の救の 助器助器具、具
人命人命救助救助用と用としてしてし ＡＥＡＥＡＥＤ及Ｄ及Ｄ及び担び担担架な架ななど、ど、災害災害災 活動活動に使に使に使用す用するる

ききますます。。

レスレスキュキューキーキットット ＡＥＡＥＤＤ 担架担架

訓練訓練訓 用用
消火消火器器器

ＡＥＡＥＥＤトＤトレーレーレーナーナーナ
セッセットト

プロプロジェジェクタクタク ー
大型大型スククリーリーンン
ノーノーートパトパソコソコンン
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３　「消防団応援の店」の推進

４　消防育英事業に対する事業協力

　消防団員及びその家族に対して、割引などの一定のサービスを提供する「消防団応援の店」が全国
的に広がっています。
　この「消防団応援の店」は、消防団員の福祉向上などだけでなく、消防団の存在を地域の方々によ
り広く知ってもらう機会になり、ひいては地域防災力の向上に向けた取組の拡大につながっています。
　日本消防協会では、地元の消防団だけではなく、全国の消防団員を対象とする「全国消防団応援の店」
をスタートしました。
　この「全国消防団応援の店」は関係の皆様のご協力により急速に増加しつつあります。そのリスト
はホームページで公開しています。「全国消防団応援の店」でも検索できます。

　日本消防協会は、消防活動等で殉職された消防団員、消防職員及び消防協力者の遺児に対する支援
として、奨学金給付や奨学生懇談会の開催等を行っている（公財）消防育英会の事業に協力しています。
　また、消防殉職者遺児支援のため、飲料水の売り上げの一部を消防育英会へ寄付する消防育英会支
援自動販売機の設置が、総務省消防庁をはじめ自治大学校、全国の消防本部、消防団、事業所等で着
実に増加してきています。

全国消防団応援の店のホームページ 全国消防団応援の店の表示

３３ 「消「消防団防団応援応援の店の店」の」の推進推進

消消防団防団員及員及びそびその家の家族に族に対し対して、て、割引割引などなどの一の一定の定のサーサービスビスを提を提供する「「消
的に的に広が広がってっていまいます。す
ここの「の「消防消防団応応援のの店」店 は、は 消防消防団員団員の福の福祉向祉向上な上などだどだけででなくな 、消防団防団の

り広り広く知く知ってもららう機う機会に会になりなり、ひ、ひいてい は地は地域防域防災力災力の向上に向けた取組の拡拡
日日本消本消防協防協会で会では、は 地元地元の消消防団防団だけだけではなくな 、全全国の国の消防団員を対象とする

をスをスタータ トしましま た。た。
ここの「の「全国全国消防消防団応団応援のの店」店 は関は関係の係 皆様のごの 協力協 により急速に増加しつつ

はホームペーページでで公開開してしていまいます。す。「全全国消防団応援の店」でも検索できます。

全国全国消防消防団応団応援の援の店の店のホホ ムペムペ ジジ 全国国消防防団応団応援のの店の店

消防防団応団応援の援の店」店」が全が全国国

の存存在を在を地域域の方の方々に々によ
拡大拡大につにつながながってっています。す。
る「全全国消国消防団防団応援応援の店の 」

つあります。。そののリスリスト
。

のの表示表示

４４ 消防消防防育英育英育英事業事業事 に対に対するするる事業事業協力協力

日日本消本消本消防協防協防 会は会はは、消、消、消防活防活防 動等動等動 で殉で殉職さ職されたれた消防消防防団員団員、消、 防職防職員及員及び消び消防協防協力力
としとしと て、て、て 奨学奨学学金給金給金給付や付や付や奨学奨学奨学生懇生懇生 談会談会の開の開催等催等を行を行を ってっているいる（公（公財）財）消防消防消 育英育英会の会の
ままた、た、、消防消防消防殉職殉職職者遺者遺児支児支児 援の援のためため、飲、飲飲料水料水の売の売り上り上げのげの一部一部を消を消防育防育英会英会へへ

援自援自援自動販動販動販売機売機売機の設の設の設置が置が置が、総、総総務省務省務 消防消防庁を庁をはじはじめ自め自治大大学校学校、全、全国の国の消防消防本部本部、、
実に実に実に増加増加増加してしてしてきてきてきていまいまます。す。す

全国全国全 消防消防団応団応援の援の店の店のホーホームペムページージ 全国全国消防消防団応団応援の援 店の店の

力者力者の遺の遺児に児に児 対す対すする支る支る 援援援
のの事業事業に協に協力し力していていていますます。。
へ寄へ寄付す付する消る消防育防育防 英会英会英会支支支
消消防団防団、事、事業所業所業所等で等で等で着着着

のの表示表示
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５　防災活動車の交付

６　ラジオ番組「おはよう！ニッポン全国消防団」を放送中

　消防団員福祉共済の加入に対する還元事業の一環で、各都道府県からの要望団体に対し消防車両等
を交付し、地域の安全安心を守る消防団活動に活用することを目的として実施しました。令和２年度
も４７台を交付し、地域の防災力充実強化に活用されています。

　日本消防協会では、芸能界、スポーツ界等の著名な方々により結成された「消防応援団」のご協力
を得て、消防団に関するラジオ番組「おはよう！ニッポン全国消防団」を放送しています。この番組は、
全国各地で頑張っている消防団員にエールを送るとともに、広く一般の方々にも消防団活動等につい
て理解を深めてもらうため、消防応援団員をゲストパーソナリティーに迎え、全国各地の消防団員と
電話で対談し、日頃の活動体験、先進的な取り組み、「わがまち・ふるさと」自慢等の話題を取り上げ
ております。

消防団活動車（８人乗りワンボックス）

増田　明美さん

早見　優さん

林家　たい平さん

サンドウィッチマンさん

消防団活動車（ＳＵＶ）

５５ 防災防災活動活 車の車の交付

６６ ラジラジジオ番オ番オ 組「組「おはおはようよう！ニニッポッポ

消消消防団防団員福員福祉共祉共済の済 加入入に対に するる還元還元
を交を交付しし、地、地域の域の域 安全安全安心を守を る消る消防団防
も４も４７台７台を交を交付し付 、地、 域の防災災力充力充実強実強

日日本消本消消防協防協会で会ではは、芸能芸能界、界、スポスポーツーツ
を得を得て、て、消防消防団に団にに関す関するラるラジオジオ番組番組「お「おはは
全国全 各地各地で頑で頑で 張っ張っていている消る消防団防団員に員にエーエー
て理て理解を解を深め深めてもてもらうらうためため、消、消防応防応援団援団
電話電話で対で対談し談し、日、日日頃の頃の活動活動体験体験、先先進的進的
ておておりまります。す。

消防消防団活団活動車動 （８（ 人乗乗りワりワンボボックック

ポン全ン全国消国消防団防団」を」を放送放送中中

元元事業事業の一の一環で環で、各、各都道都道府県府県からからの要の要要望団望団体に体に対し対し消防消防車両車両等等
団活動活動に活に活用すするこることをとを目的目的としとして実て実施し施しましました。た。令令和２年２年度度
強強化に活用活 されされていいますます。

ツ界等界等の著の著名な名な方々方々によにより結り結成さ成されたれた「消「消防応防応援団援団援 」の」のご協ご協力力
はよはよう！う！ニッニッポンポン全国全国消防消防団」団」を放を放送し送していていますます。こ。こ。 の番の番組は組は、、
ーールをルを送る送るとととともにもに、広、広広く一く一般の般の方々方々にもにもも消防消 団活団活動等動等につについい
団団員を員をゲスゲストパトパーソーソーソナリナリティティーにーに迎え迎え、全、全国各国各地の地の消防消防団員団員とと
的な取な取り組り組み、み、「わ「わわがまがまち・ち・ふるふるさとさと」自」自慢等慢等の話の話の 題を題を取り取り上げ上げ上

クス）ス 消防消防団活団活動車動車（Ｓ（ＳＵＶＵＶＶ）消防消防団活団活活動車動車（Ｓ（ＳＵＶＵＶ）

増田増田 明明美さ美さんん

早見早見 優優さんさん

林家林家 たたい平い平さんさん

サンサンドウドウィッィッッチマチマンさンさン んん
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  第Ⅰ 章

消防団を中核とした地域防災力の
充実強化に関する法律



この法律がめざすものⅠ
　平成２５年１２月、「消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律」が定め
られました。この法律は何をめざしているのでしょう。
　平成７年の阪神淡路大震災の時も大きな被害がありましたが、平成２３年の東日本大震
災はもっと大きな大変な被害になりました。およそ２万人もの方がお亡くなりになり、一
生懸命活動した消防団員、消防職員も合わせるとおよそ２８０人も死亡・行方不明になり
ました。その後、また各地で大きな地震発生があり得るといわれ、また、台風や集中豪雨、
竜巻、大雪などが次々に起こっています。住宅などの火災や事故もあります。これまでの
常識では考えられないような災害が連続的に発生しています。
　そのような中で、一人一人の生命を守るためにどうするか、これからのそのやり方を明
らかにし、みんなでこれを実行していこうというのが、この法律制定の目的です。
　では、具体的にどうするのでしょう。
　災害が起こると消防署や消防団などが出動して消火や水防、救助救急などをしますが、
大きな災害になると到底人手が足りません。そのため緊急消防援助隊という全国的な応援
体制を作っていますが、被災地に到着するまでにどうしても時間がかかります。災害発生
直後は、地元の消防、地元の人々しかいないのです。地元で何とかしなければなりません。
　もちろん消防団は、地元の中心となって活動しています。しかし、東日本大震災などの
教訓からは、装備をもっと充実させたり、団員を十分に確保したりして、もっと充実強化
しなければならないことがはっきりしています。
　そして、住民の皆さんにも一緒に行動してもらわなければなりません。男性も女性も、
若い人も中高年の人も、そこで働いている人たちも、みんながそれぞれの役割を果たして
もらって、みんなの力がひとつにまとまらなければなりません。危険が迫っているときに
早く避難することも大事な活動です。
　いざという時に本当にそのような活動ができるようにするためには、日頃から、住民の
皆さんが地域の災害のことについて一緒に勉強したり、訓練したりして、一つにまとまっ
ていることが大事です。
　この法律は、そのようなことを実行するた
めに、国や地方公共団体がやらなければなら
ないことをはっきりさせるほか、住民の皆さ
んにもやっていただくこと、そのことについ
ての行政からの支援などを定めています。
　このような法律は初めてです。この法律を
いかして、どんな災害があってもみんなが元
気に生きていくことができるようにしたいと
思います。
　以下、法律の内容をご説明します。 大雨による土砂崩れ現場での活動
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基本的な考え方Ⅱ
１　目　的

　法律第１条には、法律を定めた目的を記しています。この基本の趣旨は、前述の「この
法律がめざすもの」に書いた通りですが、背景として、少子高齢化が進んだり、被用者が
増え、よそのまちに通勤する人が増えているなどの変化をあげ、地域の防災活動の担い手
を十分に確保することが困難になっているとしています。

　（目的）
第 １条　この法律は、我が国において、近年、東日本大震災という未曽有の大災害をは
じめ、地震、局地的な豪雨等による災害が各地で頻発し、住民の生命、身体及び財産
の災害からの保護における地域防災力の重要性が増大している一方、少子高齢化の進
展、被用者の増加、地方公共団体の区域を越えて通勤等を行う住民の増加等の社会経
済情勢の変化により地域における防災活動の担い手を十分に確保することが困難と
なっていることに鑑み、地域防災力の充実強化に関し、基本理念を定め、並びに国及
び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、地域防災力の充実強化に関する計
画の策定その他地域防災力の充実強化に関する施策の基本となる事項を定めることに
より、住民の積極的な参加の下に、消防団を中核とした地域防災力の充実強化を図り、
もって住民の安全の確保に資することを目的とする。

２　地域防災への総力結集

　第２条以下で、基本的な考え方をいろいろな点から記していますが、これを総括してい
るのは、地域防災のための総力結集です（第６条）。国や地方公共団体が大きな責務を負っ
ていることはもちろんですが（第４条）、住民の皆さんが、おひとりおひとり、あるいは
自主防災組織などとして、地域の防災活動に積極的に参加するよう努めることとしていま
す（第３条、第５条）。
　そのなかで、消防団は中核的な役割を果たすものとしてその強化を図ることとし、消防
団が住民の皆さんの自発的な活動への参加を促進するなどとしています（第３条）。

自主防災組織と連携した水防訓練 地域の各機関が連携した地震津波避難訓練

第
Ⅰ
章

消
防
団
を
中
核
と
し
た
地
域
防
災
力
の
充
実
強
化
に
関
す
る
法
律

13



　（定義）
第 ２条　この法律において、「地域防災力」とは、住民一人一人が自ら行う防災活動、
自主防災組織（災害対策基本法 （昭和３６年法律第２２３号）第２条の２第２号に規
定する自主防災組織をいう。以下同じ。）、消防団、水防団その他の地域における多様
な主体が行う防災活動並びに地方公共団体、国及びその他の公共機関が行う防災活動
の適切な役割分担及び相互の連携協力によって確保される地域における総合的な防災
の体制及びその能力をいう。

　（基本理念）
第 ３条　地域防災力の充実強化は、住民、自主防災組織、消防団、水防団、地方公共団体、
国等の多様な主体が適切に役割分担をしながら相互に連携協力して取り組むことが重
要であるとの基本的認識の下に、地域に密着し、災害が発生した場合に地域で即時に
対応することができる消防機関である消防団がその中核的な役割を果たすことを踏ま
え、消防団の強化を図るとともに、住民の防災に関する意識を高め、自発的な防災活
動への参加を促進すること、自主防災組織等の活動を活性化すること等により、地域
における防災体制の強化を図ることを旨として、行われなければならない。

　（国及び地方公共団体の責務）
第 ４条　国及び地方公共団体は、前条の基本理念にのっとり、地域防災力の充実強化を
図る責務を有する。
２ 　国及び地方公共団体は、その施策が、直接的なものであると間接的なものであると
を問わず、地域防災力の充実強化に寄与することとなるよう、意を用いなければなら
ない。
３ 　国及び地方公共団体は、地域防災力の充実強化に関する施策を効果的に実施するた
め必要な調査研究、情報の提供その他の措置を講ずるものとする。

　（住民の役割）
第 ５条　住民は、第三条の基本理念にのっとり、できる限り、居住地、勤務地等の地域
における防災活動への積極的な参加に努めるものとする。

　（関係者相互の連携及び協力）
第 ６条　住民、自主防災組織、市町村の区域内の公共的団体その他の防災に関する組織、
消防団、水防団、地方公共団体、国等は、地域防災力の充実強化に関する施策が円滑
に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。

第
Ⅰ
章

消
防
団
を
中
核
と
し
た
地
域
防
災
力
の
充
実
強
化
に
関
す
る
法
律

14



３　地域防災の計画的な推進

　市町村は、地域防災力の充実強化を計画的に進めるよう、市町村単位の地域防災計画に
地域防災力の充実強化に関する事項を定め、また地区防災計画でも居住者等の参加のもと
で具体的な事業に関する計画を定めることとしています（第７条）。

　　　　　　第２章　地域防災力の充実強化に関する計画
第 ７条　市町村は、災害対策基本法第４２条第１項に規定する市町村地域防災計画にお
いて、当該市町村の地域に係る地域防災力の充実強化に関する事項を定め、その実施
に努めるものとする。
２ 　市町村は、地区防災計画（災害対策基本法第４２条第３項に規定する地区防災計画
をいう。次項において同じ。）を定めた地区について、地区居住者等（同条第３項に
規定する地区居住者等をいう。次項において同じ。）の参加の下、地域防災力を充実
強化するための具体的な事業に関する計画を定めるものとする。
３ 　地区防災計画が定められた地区の地区居住者等は、市町村に対し、当該地区の実情
を踏まえて前項に規定する事業に関する計画の内容の決定又は変更をすることを提案
することができる。

地域での応急手当指導 ポンプ車からの放水体験

消防団と自主防災組織との合同訓練 消防団と自主防災組織との合同訓練
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消防団の充実強化Ⅲ
　この法律の最大の特色は、地域防災の中核として消防団を大変重く見ていることです。
　消防団は、将来にわたり地域防災力の中核として欠くことのできないものであり、これ
に代わるものはないとして、国と地方公共団体は、その抜本的な強化のため必要な措置を
講ずるものとするとしています（第８条）。ここまではっきり記した法律はこれまでにあ
りません。

　（消防団の強化）
条８ 第 　国及び地方公共団体は、全ての市町村に置かれるようになった消防団が将来に

わたり地域防災力の中核として欠くことのできない代替性のない存在であることに鑑
み、消防団の抜本的な強化を図るため、必要な措置を講ずるものとする。

　少し消防団のことを申し上げます。
　消防団は、常備消防といわれる消防本部、消防署とともに、法律に基づいて設けられて
いる消防機関で、全国の市町村にあります。両者は連携協力してあらゆる災害事故と闘っ
ていますが、常備消防と比べますと、即時対応力、要員動員力、地域密着力に特徴があり、
まさに地域防災力の中核です。そして、東日本大震災などの例にもありますように、大変
厳しい状況の下でも命令を受けて組織的な活動をします。本当になくてはならない存在な
のですが、報酬はきわめて低額ですので、経済的には殆んどボランティアです。
　この消防団は、今、大きな課題に直面しています。消防団は、今申し上げましたように、
要員動員力などの特色を持っていますが、それには消防団員の数がなければなりません。
消防団員の確保はもっとも大事なことのひとつです。ところが、消防団員は、次の図にあり
ますように、このところずーっと減少しています。少子高齢化、過疎化などのほか、被用者
が増え、しかも勤め先が離れていること、コミュニティが変化して自分たちの地域は自分た
ちで守るんだという気持ちを持つ人が少なくなったことなどの理由からだと思われます。
　これは何とかしなければなりません。そこ
で、この法律には、消防団員の確保のための
条文がいくつかあります。
○消防団への加入の促進
　まず、一番の基礎である、自らの地域は自
ら守るという気持ちを持ってもらうように、
国と地方公共団体は必要な措置を講じること
としています（第９条）。

　（消防団への加入の促進）
条９ 第 　国及び地方公共団体は、消防団への積極的な加入が促進されるよう、自らの地

域は自ら守るという意識の啓発を図るために必要な措置を講ずるものとする。

消防団加入促進ラジオ広報
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　次にいくつかの具体的なケースについて記しています。
○公務員の加入
　まず、公務員の消防団への入団についてです。
　公務員は、元々国民の福祉の向上のため働いています。そして安全の確保は福祉の根本
ともいえますから、率先垂範、消防団に入団することは望ましいといえるでしょうが、一
方、公務員にはいわゆる兼職禁止などの規定があり、許可などが必要です。今回は、これ
について公務員が消防団に入団したいと申し出た時は、「職務の遂行に著しい支障がある
時を除き」認めなければならないと定められ、そのほか、入団しやすいように規定が定め
られました（第１０条）。

　（公務員の消防団員との兼職に関する特例）
第 １０条　一般職の国家公務員又は一般職の地方公務員から報酬を得て非常勤の消防団
員と兼職することを認めるよう求められた場合には、任命権者（法令に基づき国家公
務員法（昭和２２年法律第１２０号）第１０４条の許可又は地方公務員法（昭和２５
年法律第２６１号）第３８条第１項の許可の権限を有する者をいう。第３項において
同じ。）は、職務の遂行に著しい支障があるときを除き、これを認めなければならな
い。
２ 　前項の規定により消防団員との兼職が認められた場合には、国家公務員法第１０４
条の許可又は地方公務員法第３８条第１項の許可を要しない。
３ 　国及び地方公共団体は、第１項の求め又は同項の規定により認められた消防団員と
の兼職に係る職務に専念する義務の免除に関し、消防団の活動の充実強化を図る観点
からその任命権者等（任命権者及び職務に専念する義務の免除に関する権限を有する
者をいう。）により柔軟かつ弾力的な取扱いがなされるよう、必要な措置を講ずるも
のとする。

○事業者の協力
　世の中の就業構造が変わって、商店経営や農業などの自営業者が減少して、サラリーマ
ンといわれる被雇用者が大幅に増えました。ですから、消防団員も被雇用者が増えて、い
まや７割以上になっています。これから消防団員を確保するためには、被雇用者の入団が
不可欠です。そのためには、消防団への入団、
訓練、災害現場への出動について、会社の経営
者など使用者のご理解を頂くことが大事です。
　これまでも「消防団協力事業所」の認定な
どいろいろな対策がとられていますが、今回
の法律では、「事業者」は「従業員」の消防団
への入団や活動について、できる限り配慮す
るものとしています。
　また、消防団員としての活動などを理由と
して解雇その他不利益な取り扱いをしてはな
らないこと、国および地方公共団体は、従業 建設業者の協力を得て災害対応訓練
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員の消防団活動について事業者の理解が深ま
るよう、財政上または税制上の措置その他必
要な措置を講ずるよう努めるものとするとさ
れています。
　このことが大事であることを深く考えたい
ろいろな条文ができました（第１１条）。

　（事業者の協力）
第 １１条　事業者は、その従業員の消防団への加入及び消防団員としての活動が円滑に
行われるよう、できる限り配慮するものとする。
２ 　事業者は、その従業員が消防団員としての活動を行うために休暇を取得したことそ
の他消防団員であること又はあったことを理由として、当該従業員に対して解雇その
他不利益な取扱いをしてはならない。
３ 　国及び地方公共団体は、事業者に対して、その従業員の消防団への加入及び消防団
員としての活動に対する理解の増進に資するよう、財政上又は税制上の措置その他必
要な措置を講ずるよう努めるものとする。

○大学等の協力
　大学等の学生が消防団に加入することは、消防団活動としてだけでなく、将来もっと幅
広い防災活動の担い手になることも期待できます。
　この法律では、国と地方公共団体が、大学等の学生さんが消防団に加入すること等につ
いて、大学等に就学上の配慮などの自主的な取り組みを促すものとされました（第１２条）。

　（大学等の協力）
第 １２条　国及び地方公共団体は、大学等の学生が消防団の活動への理解を深めるとと
もに、消防団員として円滑に活動できるよう、大学等に対し、適切な修学上の配慮そ
の他の自主的な取組を促すものとする。

○消防団員の処遇の改善
　消防団員は、元々多額の報酬を期待しているものではありませんが、それにしてもあま
りにも低額です。市町村がそれぞれ定めている報酬はおおむね年間２～３万円で、国が財
政措置している額より相当下回っています。
　この法律では、国と地方公共団体は、処遇改善のため、適切な報酬等が支給されるよう
必要な措置を講ずるものとしています（第１３条）。

　（消防団員の処遇の改善）
第 １３条　国及び地方公共団体は、消防団員の処遇の改善を図るため、出動、訓練その
他の活動の実態に応じた適切な報酬及び費用弁償の支給がなされるよう、必要な措置
を講ずるものとする。
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○消防団の装備の改善
　東日本大震災の経験の中で明らかになりましたのは、消防団の装備があまりにも不十分
であることです。これは、全国的な問題です。
　もしもというお話はあまりよくないのですが、あの時、消防団員の安全確保のための安
全靴、救命衣などの基本的な装備、津波などの情報を共有するための無線機、救助活動用
の機材、最低限の水、食料、燃料などがあれば、様子は大きく違っていたでしょう。
　装備の改善充実は全国の消防団員の強い希望でしたが、この法律では、国と地方公共団
体は、消防団の装備の改善と相互応援の充実のため、必要な措置を講ずるものとし、また、
国と都道府県は、市町村が行う消防団の装備
の改善に対し、必要な財政上の措置を講ずる
よう努めるものとされました。
　この規定を背景に、平成２６年２月、国が
定めている消防団の装備と服制の基準を初め
て大幅に改善しました。これからは、この基
準をめざして現実の装備を改善充実すること
が大きな課題です。装備の改善は、国民の皆
さんの安全向上に直結します（第１４条、第
１５条）。

　（消防団の装備の改善等）
第 １４条　国及び地方公共団体は、消防団の活動の充実強化を図るため、消防団の装備
の改善及び消防の相互の応援の充実が図られるよう、必要な措置を講ずるものとする。

　（消防団の装備の改善に係る財政上の措置）
第 １５条　国及び都道府県は、市町村が行う消防団の装備の改善に対し、必要な財政上
の措置を講ずるよう努めるものとする。

○消防団員の教育訓練
　消防団活動の充実には、装備の改善とともに教育訓練の充実も必要です。消防団員は、
それぞれ仕事を持っていますから、訓練のための時間の確保が大変なのですが、できる限
り効率的に充実した訓練ができるように工夫することも大事です。
　この法律では、国と地方公共団体は、訓練内容の基準の策定、訓練施設の確保など必要
な措置を講ずるものとしているほか、訓練を修了した消防団員の資格制度の確立について
も述べています。
　資格は大きな励みになるでしょう（第１６条）。

救助資機材の取扱訓練
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　（消防団員の教育訓練の改善及び標準化等）
第 １６条　国及び地方公共団体は、消防団員の教育訓練の改善及び標準化を図るため、
教育訓練の基準の策定、訓練施設の確保、教育訓練を受ける機会の充実、指導者の確
保、消防団員の安全の確保及び能力の向上等に資する資格制度の確立その他必要な措
置を講ずるものとする。
２ 　市町村は、所定の教育訓練の課程を修了した消防団員に対する資格制度の円滑な実
施及び当該資格を取得した消防団員の適切な処遇の確保に努めるものとする。

図上訓練を行う消防団員

自然災害対応訓練を行う消防団員

大規模火災対応訓練を行う消防団員

救命講習を行う消防団員

土砂災害対応訓練を行う消防団員

震災対応訓練を行う消防団員
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地域防災体制の強化Ⅳ
　この法律の大きな狙いは、地域の防災体制の強化、地域防災力の充実です。そのために
いろいろな条文が設けられました。

○市町村による防災体制の強化
　まず、市町村は、指導者の養成、確保、必要な資材の確保等に努めるものとしています
（第１７条）。

　（市町村による防災体制の強化）
第１７条　市町村は、地域における防災体制の強化のため、防災に関する指導者の確保、
養成及び資質の向上、必要な資材又は機材の確保等に努めるものとする。

○自主防災組織等の教育訓練と消防団の役割
　この法律では、地域の防災組織として、自
主防災組織、女性防火クラブ、少年消防クラ
ブ、市町村の区域内の公共的団体その他の防
災に関する組織を掲げて、その教育訓練では
消防団が指導的な役割を担うよう市町村は必
要な措置を講ずるよう努めるものとしていま
す。
　ここで注目されるのは、女性防火クラブと
少年消防クラブが初めて法律に登場したこと
と、これらの地域防災組織の教育訓練で、特
に消防団が指導的な役割を担うようにという
期待を明らかにして、その実行のために町村が必要な措置を講ずるよう努めると定めてい
ることです（第１８条）。

　（自主防災組織等の教育訓練における消防団の役割）
第 １８条　市町村は、消防団が自主防災組織及び女性防火クラブ（女性により構成され
る家庭から生ずる火災の発生の予防その他の地域における防災活動を推進する組織を
いう。）、少年消防クラブ（少年が防火及び防災について学習するための組織をいう。）、
市町村の区域内の公共的団体その他の防災に関する組織（以下「女性防火クラブ等」
という。）の教育訓練において指導的な役割を担うよう必要な措置を講ずるよう努め
るものとする。

消防団と町内会との合同の防火防災訓練
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○自主防災組織等への支援
　地域防災力の充実強化には、いろいろな状況
にある住民の皆さんが、それぞれ自分たちの町
を、あるいは自分たちの生命、財産を自分たち
が守るという気持ちを持って頂いて、日ごろか
ら災害について考えたり、訓練して頂くことが
一番大事です。そのことにつながる条文がいく
つかあります。
　まず、国と地方公共団体は、自主防災組織等
の教育訓練について、その機会の充実、情報の
提供など必要な援助を行うものとしています。
　そして、国と都道府県は、市町村が行う自主防災組織などの育成発展の取り組みに対し
て必要な援助を行うものとしています（第１９条、第２０条）。

　（自主防災組織等に対する援助）
条９１ 第 　国及び地方公共団体は、自主防災組織及び女性防火クラブ等に対し、教育訓

練を受ける機会の充実、標準的な教育訓練の課程の作成、教育訓練に関する情報の提
供その他必要な援助を行うものとする。

　（市町村に対する援助）
条０２ 第 　国及び都道府県は、市町村が行う自主防災組織及び女性防火クラブ等の育成

発展を図るための取組を支援するため必要な援助を行うものとする。

○防災に関する学習の振興
　防災については、幼年期から成長に応じて学習できるようにすることが大事です。そし
て、消防団等の参加のもとに学校教育や社会教育の場で取り上げられるようにしなければ
なりません。国と地方公共団体はそのために必要な措置を講ずるものとしています。
　このことに関連して申しますと、わが国では全国に約４，５００の少年消防クラブがあ
り、約４１万人がメンバーになっています。その活動を支援するため、モデルクラブを指
定して活動服や訓練機材を差し上げたり、指導して頂いている人たちの情報交換の機会を
作っています。平成２７年からは少年消防クラブの全国交流大会を開催しています。
　幼少年期から災害に関心を持ってもらうことは大変大事ですので、これからも応援しま
す（第２１条）。

　（防災に関する学習の振興）
条１２ 第 　国及び地方公共団体は、住民が、幼児期からその発達段階に応じ、あらゆる

機会を通じて防災についての理解と関心を深めることができるよう、消防機関等の参
加を得ながら、学校教育及び社会教育における防災に関する学習の振興のために必要
な措置を講ずるものとする。

女性防火クラブによる炊き出し訓練
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幼稚園での防火・防災教室

小学校での防火・防災教室

幼年・少年消防クラブでの火災予防広報活動

小学校での放水体験
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消防団を中核とした
地域防災力充実強化大会Ⅴ

　平成２５年１２月成立の「消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律」は、
消防団の重要性を明記するとともに、地域の総力を結集した地域防災力の充実強化をめざ
す画期的な法律です。この法律の趣旨を実現することが大きな課題ですが、そのためには
広く国民の皆さんにこの法律の趣旨をご理解・ご協力頂くことが必要です。
　そこで平成２６年８月２９日（金）、東京都千代田区丸の内の東京国際フォーラムで
「消防団を中核とした地域防災力充実強化大会」を開催しました。日本消防協会主催で開
催した初の国民的大会でしたが、各界トップの方々に発起人としてご参加頂くとともに、
１６０を超える企業・団体のご後援・ご参加を頂き、各界各層約１，５００人のご参加の
もと盛大に開催されました。
　大会には、新藤総務大臣、古屋防災担当大臣のほか、急遽、安倍内閣総理大臣にもご出
席頂き、力強いごあいさつを頂きました。
　大会では全国各地のさまざまな活動事例を発表して頂き、発起人の皆さんなどからコメ
ントを頂きました。発表後、会場内で意見交換をし、大会の締めくくりとして、これから
の地域防災のあり方についての「大会申し合わせ」が満場一致で決定されました。

主　　　催　公益財団法人　日本消防協会
大会発起人 （五十音順：敬称略）
　　　　　　 石原信雄氏（元内閣官房副長官）　陣内孝雄氏（全国防災協会会長）　清家篤氏（日本私立大学団体連合

会会長、慶応義塾長）　高井康行氏（全国社会福祉協議会副会長）　西元徹也氏（元防衛庁統合幕僚会議

防審議会会長）　横倉義武氏（日本医師会会長）

大会申し合わせ

私たちは、東日本大震災その他の災害・事故を教訓として、これからどのような事態
があっても被害を最小限にとどめ、生命は必ず守ることとするため、ひとりひとりが自
らを守ると同時に、みんながそれぞれの力を発揮して協力することとします。
そのため、日頃からそれぞれの地域でいろいろな災害等を想定し、その時の対応をみ
んなで相談し、避難や緊急の救命措置など必要な体験学習をします。
「消防団を中核とした地域防災力充実強化大会」に当たり、このことを申し合わせます。

 平成２６年８月２９日
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これまでの地域防災力充実強化大会（消防庁主催）

年度 開催地 内　容

２７

広島県

《広島大会》
「消防団を中核とした地域防災力充実強化大会in広島２０１５」
開 催 日：平成２７年１１月３０日（月）
場　　所：広島国際会議場フェニックスホール
参加人数：約１，５００人

茨城県

《茨城大会》
「消防団を中核とした地域防災力充実強化大会 in 茨城２０１６」
開 催 日：平成２８年１月２９日（金）
場　　所：つくば国際会議場大ホール
参加人数：約１，１００人

２８

富山県

《富山大会》
「地域防災力充実強化大会 in 富山２０１６」
開 催 日：平成２８年８月３１日（水）
場　　所：富山県民会館
参加人数：約１，０００人

佐賀県

《佐賀大会》
「地域防災力充実強化大会 in 佐賀２０１６」
開 催 日：平成２８年１０月２８日（金）
場　　所：佐賀市文化会館
参加人数：約９００人

２９ 愛知県

《愛知大会》
「地域防災力充実強化大会 in 愛知２０１７」

～今こそ高めよう！地域防災力～
開 催 日：平成２９年１０月２４日（火）
場　　所：ウィルあいち
参加人数：約６００人

３０ 徳島県

《徳島大会》
「地域防災力充実強化大会 in 徳島２０１８」

～みんなで広げよう！地域防災力の輪～
開 催 日：平成３０年１１月１３日（火）
場　　所：アスティとくしま
参加人数：約９００人

３１
（R1）福岡県

《福岡大会》
「地域防災力充実強化大会 in 福岡２０１９」
～過去の豪雨災害から学び、広げよう！地域防災力の輪～

開 催 日：令和元年１０月２５日（金）
場 所：アルモニーサンク北九州ソレイユホール
参加人数：約１，０００人

　この大会が新法の趣旨実現に向けた国民運動的な盛り上がりの第一歩となり、平成２７
年度以降、毎年、消防庁主催で「地域防災力充実強化大会」が開催されています。
　なお、令和２年度にあっては、長崎県島原市で開催する予定でありましたが、新型コロ
ナウイルス感染拡大の影響を受け、中止となりました。
　日本消防協会は、引き続き地域防災力の充実強化を図るため、消防庁や全国の消防関係
者の皆さんと力を合わせて事業に取り組んでまいります。
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地域の防災活動プランづくりの推進
　国においては、東日本大震災の教訓を踏まえて災害対策基本法を改正し、これまでの都
道府県・市町村の地域防災計画に加え、市町村の区域よりも狭い地域を対象とする「地区
防災計画」の仕組みを定めました（平成２６年４月施行）。これは、地域コミュニティに
おける災害への備えと災害時の行動計画といえるものです。この計画づくりのためには、
まずは、災害や火災が起こったときにどうするか、地域のみなさんで話し合うことがスター
トです。そして、いざというときの効果的な活動につなげることが大変重要になります。
　日本消防協会では、このような地域での取組をさらに進めるため、全国の消防団長及び
市町村長あてに「地域の防災活動プランづくりについて」を通知しました（平成２８年１
月）。この通知のなかで、消防団員等地域のみなさんの参考となるよう、試みに作成した「災
害、その時どうしますか。―みんなでつくる地域の防災活動プラン―」を示しております。
消防団員をはじめ自主防災組織、住民等地域のみなさんが積極的に参加し、地域の防災活
動プランづくりが推進されることを期待しております。

「災害、その時どうしますか。」
―みんなでつくる地域の防災活動プラン―

○　普段からみなさんで相談しましょう。そして時々練習しましょう。
　・　ここではどんな災害があり得るでしょうか。
　　【例】 火災、地震、津波、台風（強風、大雨、高潮、高波など）、局地豪雨（洪水、土砂崩れ）、

大雪、火山噴火等
　・ 　その時、早めの情報収集はどのようにして実行しますか。また、その情報はどのようにし
てみなさん共有しますか。

　・ 　被害を防いだり、避難したりなどの行動が必要かどうかはどのようにして相談し、決定し
ますか。どのように行動しますか。

　・　避難は、どこに行きますか。状況に応じてどこがよいか相談しておきましょう。
　・ 　その時、おひとりおひとりはどう行動しますか。お手伝いが必要な人がいる時は、誰が誰
をお手伝いしますか。

　・　避難する時には、それぞれお薬など最小限何を持参しますか。
　・　避難先での衣食住の準備は大丈夫ですか。
　・　医療福祉施設等が火災の時どのように初期消火、救出をしますか。
　・ 　地域内の施設や避難コース等で防災の面から改善した方がよいものがあれば、市町村に相
談してみましょう。

○ 　「地域」は、自然的社会的歴史的な事情からまとまりがあり、みなさんで助け合えるような区
域ということになるでしょう。そうすれば、一般的には、いくら広くても小学校の区域、普通
はもっと狭い区域ということになるでしょう。

○ 　このようなことをする時には、どなたか中心になってお世話頂く人が必要になります。町内
会長さんのようなお立場の方、あるいは地元の消防団分団長というような方、そして防災のこ
とを勉強している方などいろいろなケースがあり得るでしょうが、いずれにしてもみなさんが
ひとつにまとまることが大事ですし、市町村、消防署、消防団とはよく連携することが大事です。
○ 　相談した結果をメモにして、みなさんが持っていましょう。このメモが法律による地区防災
計画の実質的な内容に相当するものになるでしょう。

○ 　時々みなさんが集まって相談したことを確認したり、一部手直しなど新たな相談をしましょう。
○ 　時々メモに書いた避難等をみなさん一緒に実行し、これでよいかどうか確認しておきましょう。
○ 　防災についてもっと勉強した方がよいと思ったら、市町村に相談してみましょう。
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  第Ⅱ 章

消防団の現状と充実強化方策



消防団の現状Ⅰ
　消防団は、「自らの地域は自らで守る」という郷土愛護の精神に基づき、住民有志に
より組織された市町村の消防機関である。令和２年４月１日現在、全国で２，１９９団
（２２，３０９分団）が設置されており、約８２万人が消防団員として活躍している。
　消防団員は、通常は各自の職業に従事しながら、いざ災害が発生した際には、いち早く
現場に駆けつけ災害防御活動等を行っており、一般住宅における消火活動はもちろんのこ
と、特に地震や風水害等の大規模災害や林野火災時には、多数の消防団員が出動し、被害
の拡大防止に活躍している。
　一方で、災害時以外の活動においても、戸別訪問による防火指導や応急手当の普及指導、
地域の行事の際の警戒等、地域に密着した活動を幅広く行っている。
　また、近年増加傾向にある女性消防団員も、優しさやきめ細かな配慮を生かし各地域に
おいて活躍している。

１　消防団の活動状況

表１　消防団の現況

区分 令和２年４月１日現在 平成３１年４月１日現在
消防団数 ２，１９９ ２，１９８
分団数 ２２，３０９ ２２，３０６
消防団員数 ８１８，４７８ ８３１，９８２
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２３年 ２４年 ２５年 ２６年 ２７年 ２８年 ２９年 ３０年 ３１年 令和２年

11,685

6,664
5,947

3,720
5,785 5,321

4,525 4,352 3,717

　近年の社会情勢の変化は、消防団の運営、活動等に様々な影響を及ぼしており、次のよ
うな問題点が指摘されている。
⑴　団員数の減少
　消防団員数は、昭和２７年当時２００万人以上であったが、平成２年には、１００万人
を割り込み、なお減少が続いている。しかし、消防団員総数が減少する中でも、女性消防
団員数は年々増加している。

２　消防団が抱える課題

図１　消防団員数及び対前年減少人数の推移

図２　女性消防団員数の推移

注）「消防白書」により作成

（備考）「消防防災・震災対策現況調査」により作成
　注）１　「消防白書」を引用　
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⑵　被雇用者団員（サラリーマン団員）の増加 
　消防団員に占める被雇用者の割合は約７割までに高まっており、一般的な職住分離の傾
向と相まって地域によって昼間における消防力の低下が懸念されている。

図３　消防団員の被雇用者化の推移

⑶　団員の中・高齢層の増加
　消防団員の年齢構成は、図４のとおりであるが、４０歳以上の消防団員の割合が年々増
加している。

図４　消防団員の年齢構成比率の推移

被
雇
用
者
団
員
比
率

被雇用者である消防団員の全消防団員に占める割合消防団員数

消
防
団
員
数

（備考）　「消防防災・震災対策現況調査」により作成
　注）１　「消防白書」を引用

（備考）１　「消防防災・震災対策現況調査」により作成
　　　 ２　 昭和 40年、昭和 50年は「60歳以上」の統計が存在しない。
　　　　　 また、昭和 40年 は平均年齢の統計が存在しない。 
　 注）１　「消防白書」を引用
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消防団の機能と役割Ⅱ
　消防団の活性化を図るための方策を検討するにあたって、まず、現在の多様な環境下に
おかれた消防団の状況を勘案し、その役割を明確にする必要があり、消防団の機能と特性、
他の消防機関との関係として以下のようなことが挙げられる。
⑴　消防団の機能と特性
　　まず、消防団の機能と特性としては、次の６点に集約できる。
　ア　普遍性
　　 　消防団員は、全国の至る所におり、いかなる場所で災害が発生しても即座に対応す

ることが可能である。
　イ　地域密着性
　　 　消防団員は、その地域に居住又は勤務している人が団員となっているので、地域と

の繋がりが深く、また地域の各種事情について豊富な知識を有している。
　ウ　即時対応力
　　 　消防団員は、定例的に教育訓練を受けるなど、消防に関する相当程度の知識及び技

能を有している。
　エ　多面性
　　 　消防団の活動は、消火作業にとどまらず、火災予防に関する住民指導、巡回広報等

を実施している。また、風水害及び地震等、各種災害防御活動に当たっているほか、
遭難者の捜索救助、各種警戒等の活動を行っている。

　オ　要員動員力
　　 　全国で約８２万人と消防職員の約５. ０倍の人員を有し、特に大規模災害や林野火

災時等には、その動員力によって災害防御にあたることができる。
　カ　広域運用性
　　 　大規模災害時においては相互応援協定等により、管轄区域を越えて広範囲な活動を

行うことができる。

⑵　他の消防組織との関係における消防団の役割
　　他の消防組織との関係における消防団の役割については、次の３点が挙げられる。
　ア　常備消防機関との関係
　　 　常備消防の整備状況及び各地域の自然的条件、社会的条件などにより様々な役割分

担が考えられる。例えば、常備消防の比重が高い地域では、通常の火災では常備消防
が活動の中心となることから、消防団はその補完的役割を果たすこととなるが、一方
では消防団が大きな役割を期待される地域も数多く存在する。また、予防面について
は、各戸訪問時の一般家庭中心のきめ細かな活躍が期待される。　　

　イ　自主防災組織との関係
　　 　消防団は、平常時にあっては自主防災組織等に対して指導・育成を行う役割が期待

され、また大規模災害時にあっては、消防団がリーダーシップをとって自主防災組織

１　多様な環境下にある消防団の機能と役割 第
Ⅱ
章

消
防
団
の
現
状
と
充
実
強
化
方
策

31



をはじめとする地域の様々な組織やボランティアグループ等とともに統一のとれた災
害防御活動を行う必要がある。

　ウ　自衛消防組織との関係
　　 　事業所の自衛消防組織は、相当程度の施設・装備を有しているものもあるため、平

素から消防団としても地域内の自衛消防組織と密接な連携を図るとともに教育訓練等
の指導を行い、災害時には消防団を中心として各組織を結集して防御活動にあたるこ
とが期待される。

　 　このように、今日における消防団は、地域社会における消防防災の中核として、従来
からの任務である消火活動はもちろんのこと、防火指導を兼ねた高齢者宅への戸別訪問、
イベント等での警戒、応急手当の普及指導等、地域に密着した活動を幅広く行うことが
期待されている。
　 　また、多数の人員を必要とする大規模災害時においては、地域密着性、要員動員力及
び即時対応力を発揮し、効果的な災害情報の収集伝達、避難誘導及び災害防御活動を行っ
ていくことが期待される。
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　消防団の行う業務については、平常時の火災予防活動や応急手当の普及指導等の地域に
密着した活動や、阪神・淡路大震災以降、再認識された消防団の持つ組織力を踏まえて、
災害時における避難誘導、自主防災組織を含む地域住民への指導などについて、消防力の
整備指針第３６条に明記されている。
　また、人員の総数については、消防団をめぐる地域における実情が多様であり、動力消
防ポンプの種類や小学校区内の可住地面積による画一的な基準を基に算定することは困難
であることから、業務を円滑に遂行するために地域の実情に応じ必要な数となっている。
組織の見直しや市町村合併等に伴う条例定数の削減及び実員数の減少により全国的に減少
し続けており、地域の消防力の低下が懸念されているが、各市町村は、消防団員の確保に
より一層努めることが要請される。

２　「消防力の整備指針」における消防団の業務及び人員の総数

（消防団の業務及び人員の総数）
第 ３６条　消防団は、次の各号に掲げる業務を行うものとし、その総数は、当該業務を
円滑に遂行するために、地域の実情に応じて必要な数とする。
　一　火災の鎮圧に関する業務
　二　火災の予防及び警戒に関する業務
　三　救助に関する業務
　四 　地震、風水害等の災害の予防、警戒及び防除並びに災害時における住民の避難誘

導等に関する業務
　五 　武力攻撃事態等における警報の伝達、住民の避難誘導等国民の保護のための措置

に関する業務
　六 　地域住民（自主防災組織等を含む。）等に対する指導、協力、支援及び啓発に関す

る業務
　七　消防団の庶務の処理等の業務
　八　前各号に掲げるもののほか、地域の実情に応じて、特に必要とされる業務
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消防団の活性化対策Ⅲ
　昼夜を問わず、全ての災害、訓練に参加する消防団員（以下、「基本団員」という。）を
基本とした現在の制度を維持したうえで、必要な団員の確保に苦慮している各市町村が実
態に応じて選択できる制度として、各種の多様化方策が導入されている。
　その概要については次のとおりである。

⑴　機能別団員（特定の活動、役割のみに参加する団員）
　ア　入団時に決めた特定の活動・役割及び大規模災害等に参加する制度である。
　イ　消防職員・団員OB、被雇用者、女性等の有効な活用が可能である。

⑵　機能別分団（特定の活動、役割を実施する分団）
　ア 　特定の役割・活動を実施する分団・部を設置し、所属団員は当該活動及び大規模災

害対応等を実施する制度である。
　イ 　大規模災害対応、火災予防対応等を目的とした分団の設置や事業所単位での分団設

置が可能である。

⑶　休団制度
　ア 　団員が長期出張や育児等で長期間活動することができない場合、団員の身分を保持

したまま一定期間の活動休止を消防団長が承認する制度である。
　イ　休団中の大規模災害対応、休団期間の上限は各消防団で規定する。
　ウ　休団中は報酬の不支給、退職報償金の在職年数不算入が可能である。

⑷　多彩な人材を採用・活用できる制度
　ア 　条例上の採用条件として性別・年齢・居住地等を制限している例があるので、条例

の見直しにより幅広い層の住民が入団できる環境の整備が可能である。
　イ　年間を通じた募集・採用の実施。

１　消防団組織・制度の多様化方策

　全消防団員の約７割が被雇用者であることから、消防団活動への一層の理解と協力を得
るために、被雇用者消防団員の活動環境の整備、事業所との協力関係の構築、事業所にお
ける防災知識・技術に関するストックの活用、消防団活動への協力が社会責任及び社会貢
献として捉えられる環境づくり等の各種方策が各都道府県及び市町村に示されている。
　その概要については次のとおりである。

２　消防団と事業所との連携体制の強化
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⑴　事業所における被雇用者消防団員の活動環境の整備
　　～　消防団活動に関する事前打ち合わせについて　～
　 　従業員である被雇用者団員においては、雇用事業所からの理解を得て、消防団活動が
行える環境整備が必要である。そのため、消防団等から事業所にアプローチし、まずは、
相互で話し合い協力していただくことが必要である。その上で、事業主と消防団で予め
消防団活動について、必要な事項（例えば、勤務時間中における災害出動及び訓練等へ
の配慮として、ボランティア休暇扱いにするなど）があれば、それを取り決める。そし
て、必要な場合は、覚書きの締結等により調整することにより、被雇用者消防団員の活
動環境を整備する。
　 　なお、既に消防団と事業所の協力体制が築かれている場合においては、その関係を継
続的に維持・発展させていくように努める。
⑵　事業所との新たな協力関係の構築
　　～　消防団と事業所との連携強化策について　～
　 　大規模災害発生時において、事業所が有する重機等の防災資機材の提供と併せて、資
機材の操縦技術を有する従業員が機能別団員となり、事業所が社会責任及び社会貢献の
一つと捉え、地域防災活動に協力してもらえる関係を構築する。
⑶　事業所における防災知識・技術に関するストックの活用
　　～　危機管理アドバイザー消防団員について　～
　 　大規模災害、特殊災害については、消防職員や消防団員の知識・技術だけでは、迅速
かつ的確な意思決定や災害応急対策の実施が難しくなっているのが現状である。そのた
め、事業所や大学機関等の専門機関の研修者、学識経験者等に機能別団員になってもら
うことにより、防災対策に関する助言（アドバイス）等を専門家から受け、迅速かつ的
確な意思決定や災害応急対策が実施できる関係を構築する。
⑷　消防団活動への協力が社会責任及び社会貢献として捉えられる環境づくり
　　～　消防団協力事業所について　～
　 　事業所が消防団活動に協力することが「地域防災活動」につながり、社会責任及び社
会貢献として認められ、なおかつ、事業所の信頼性の向上につながる環境を整備する。
　 　そこで、「消防団協力事業所表示制度に関する検討会」の検討結果を踏まえ、平成
１８年１１月２９日付け消防災第４２７号により、各都道府県知事及び各指定都市市長
あてに、『「消防団協力事業所表示制度」の実施について』を通知した。
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「消防団協力事業所表示制度」表示マーク

総務省消防庁が交付する表示証
（ゴールドプレート）

市町村等が交付する表示証
（シルバープレート）

消防団協力事業所表示制度イメージ図

運用開始　
　⑴　総務省消防庁　平成１９年１月１日から
　⑵　市町村等　　　市町村等が定める日から
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⑴　これまで継続している取組 
　①　消防団員入団促進キャンペーン（平成１８年１月～）
　　 　退団者が多くなる年度末の時期において、新たな消防団員を確保するために、１月

から３月の期間を「消防団員入団促進キャンペーン」として位置づけ、啓発ポスター・
リーフレット・消防団ＰＲビデオのホームページ掲載、ＰＲパネル貸与、ホームペー
ジの運用、インターネットバナー広告、雑誌等を活用した広報を実施している。

　　※ 令和３年１月～３月までの同キャンペーン期間においては、消防団応援サポーター
としてタレントの稲村亜美さんを起用したポスター等を活用した PRを実施

３　総務省消防庁の取組

消防団員募集ポスター

女性向け一般向け 学生向け

消防団員募集リーフレット
（一般向け・女性向け・学生向け・企業向けの４種類）

一般向け

（表）

（裏）

女性向け

（表）

（裏）

学生向け

（表）

（裏）

企業向け

（表）

（裏）
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消防団ホームページ
http://www.fdma.go.jp/relocation/syobodan/

　②　消防団等地域活動表彰（消防庁長官表彰）の実施（平成１６年度～）
　　 　「平常時の活動により、地域防災力の向上に寄与している消防団であって、地域住

民の安全の保持、向上に顕著な功績があり、全国の模範となる消防団又は団員確保に
ついて特に力を入れている消防団」及び「消防団活動に特に深い理解や協力を示し、
消防団員である従業員を雇用しているなどの事業所等」に対し、都道府県の推薦を経
て、消防庁長官が表彰している。

　③　全国消防団員意見発表会の実施（平成１４年度～）
　　 　各地で活躍する若手・中堅団員に消防団活動に関する課題等について意見発表の機

会を設け、これを全国に紹介することにより、消防団活動の一層の活性化を図る事を
目的としている。

　④　団員確保等に係る地方公共団体への主な通知・働きかけ
　　 　これまでも数次にわたり団員確保等に係る地方公共団体への通知・働きかけを行っ

ており、直近では令和２年 12月 15 日付けで、総務大臣名で「消防団員の確保につ
いて」、消防庁長官名で「消防団員の確保等に向けた取組について」を発出している。

　⑤　インターネットによる防災教育（ｅ－カレッジ）の実施（平成１６年２月～）
　⑥　消防団等充実強化アドバイザー派遣制度（平成１９年４月～）
　　 　消防団の充実強化等に関する豊富な知識や経験を有する消防職団員等を、消防団等

充実強化アドバイザーとして地方公共団体等に派遣し、地域の実情にあった消防団へ
の加入促進、消防団の充実強化等のための具体的な助言や情報提供等を行うことで、
消防団員を確保し、地域の安心・安全を推進することを目的としている。

　⑦　全国消防イメージキャラクター（平成２０年１月～）
　　 　自治体消防６０周年を記念して、全国消防イメージキャラクターを決定。
　　 　愛称は、１万件を超える応募の中から選ばれ、『消太』と名付けられた。

※「消太」消防団バージョン（３月７日が誕生日）
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⑵ 　「消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律」（平成２５年法律第１１０
号。以下「消防団等充実強化法」という。）の施行等を踏まえ、消防庁が実施した消防
団への加入促進、活性化対策
　①　消防団への加入促進
　　ア　総務大臣書簡の発出
　　　 　平成２５年１１月８日、平成２６年４月２５日、平成２７年２月１３日、平成

３０年１月１９日、平成３１年４月２６日、令和２年１２月１５日の６度にわたり、
総務大臣から全ての都道府県知事及び市区町村長あてに、書簡を送付し、地方公務
員等をはじめとした消防団員確保に向けた一層の取組のほか、消防団員の処遇改善
などについて依頼した。

　　イ　事業所の協力
　　　 　被雇用者団員の増加に伴い、消防団員を雇用する事業所の消防団活動への理解と

協力を得ることが不可欠であるため、平成１８年度から導入を促進している「消防
団協力事業所表示制度」の普及及び地方公共団体による事業所への支援策の導入促
進を図っている。

　　　 　特別の休暇制度を設けるなど勤務時間中の消防団活動に便宜を図ることや、従業
員の入団を積極的に推進することなどの協力は、地域の防災体制の充実強化に資す
ると同時に、事業所が地域社会の構成員として防災に貢献する取組であり、当該事
業所の信頼の向上につながるものである。

　　　 　総務省消防庁では、従業員が消防団員に多数加入する消防団協力事業所に対する
感謝状の授与、総務大臣と経済団体等との意見交換会を実施するなどの取組を行っ
てきている。また、郵便局に対しても、日本郵政株式会社や地方公共団体を通じて、
加入促進を働きかけているところである。

　　ウ　大学等の協力
　　　 　平成２５年１２月１９日には、文部科学省と連携し、大学等に対し、消防団活動

のための適切な修学上の配慮等を依頼した。
　　　 　また、平成２８年１１月２８日には、文部科学省及び各国公私立大学長あてに、

大学生の消防団への加入促進等についての通知を発出するなど、学生の消防団活動
への一層の理解促進や学生が消防団活動に参加しやすい環境づくりについて、働き
かけを行った。

　　　 　加えて、消防団員入団促進キャンペーンの実施に併せて、大学学内向けデジタル
サイネージによる消防団員募集広告の掲示やポスターの配布等により、学生への理
解促進を図っている。

　　エ　消防団員となる公務員の兼職の認め・職務専念義務の免除
　　　 　消防団等充実強化法第１０条において、公務員の消防団員との兼職に関する特例

規定が設けられ、「公務員から消防団員と兼職することを認めるよう求められた場
合、任命権者は職務の遂行に著しい支障があるときを除き、これを認めなければな
らない」とされた。また、職務専念義務の免除について、国及び地方公共団体は、
消防団の活動の充実強化を図る観点から、柔軟かつ弾力的な取扱いがなされるよう、
必要な措置を講ずるものとされた。

　　　 　国家公務員については、消防団等充実強化法第１０条第１項の規定による「国家
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公務員の消防団員との兼職等に係る職務専念義務の免除に関する政令」（平成２６
年政令第２０６号）等が制定され、消防庁は各府省庁に対し、特例規定の適切な運
用及び国家公務員の消防団への加入促進について働きかけた。

　　　 　また、地方公共団体に対し、地方公務員についても、国家公務員制度における取扱
いを踏まえた適切な対応を求めるとともに、消防団への加入促進について働きかけた。

　　オ　機能別団員制度・機能別分団制度等の導入
　　　 　市町村が、全ての災害・訓練に出動する消防団員を基本としつつ、地域の実情に

応じて消防団の組織・体制を整備することができるよう、市町村において以下に記
載する制度の選択を可能とする方策を講じている。

　　　（ア）機能別団員制度
　　　　　入団時に決めた特定の活動・役割に参加する制度である。
　　　（イ） 機能別分団制度
　　　　 　特定の活動・役割を実施する分団・部を設置し、所属する消防団員が当該活動

を実施する制度である。
　　カ　総務大臣からの感謝状の授与
　　　　消防団員数が相当数増加した消防団等に対し、総務大臣から感謝状を授与している。
　　キ　地域防災力充実強化大会
　　　 　平成 27年度以降毎年開催してきたが、令和２年度は、新型コロナウイルス感染

症の拡大により、長崎県において開催予定であった地域防災力充実強化大会は中止
となった。

　　ク　地域防災力向上シンポジウム
　　　　佐賀県・徳島県において地域防災力向上シンポジウムを開催
　　　　令和３年１月１４日（木）地域防災力向上シンポジウム in 佐賀 2021
　　　　令和３年１月１８日（月）地域防災力向上シンポジウム in 徳島 2021
　②　消防団員の処遇の改善
　　ア　退職報償金の引上げ
　　　 　平成２６年４月１日、「消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令

の一部を改正する政令」（平成２６年政令第５６号）の施行に伴い、消防団員に支給
される退職報償金を全階級一律５万円（最低支給額２０万円）の引上げを行った。

　　イ　報酬及び出動手当の引上げ
　　　 　消防団員の年額報酬及び出動手当について、活動に応じた適切な支給を地方公共

団体に働きかけるとともに、特に支給額の低い市町村に対し引上げを要請した。
　　　　その結果、無報酬団体については、平成２７年度中に解消された。
　　ウ　消防団員の処遇等に関する検討会の開催
　　　 　消防団員の労苦に報いるため、報酬・出動手当をはじめとした団員の適切な処遇

のあり方等について検討を行い、ひいては消防団員を確保することを目的として、
検討会を令和２年 12月に立ち上げ、検討を行っている。

　③　装備の充実強化
　　ア　装備の基準の改正
　　　 　東日本大震災等の教訓を踏まえ、「消防団の装備の基準」を改正し、ライフジャケッ

ト等の安全確保のための装備や救助活動用資機材の充実を図るとともに、平成２６
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年度に地方交付税措置を大幅に拡充し、その後も引き上げを行っている。
　　イ　救助用資機材等の整備を促進するための国庫補助制度の創設
　　　 　消防団の救助能力の向上を図るため、平成３０年１２月１４日に閣議決定された

「防災・減災、国土強靭化のための３か年緊急対策」として、「消防団設備整備費補
助金（消防団救助能力向上資機材緊急整備事業）」を創設した。令和２年度当初予
算において、所要額を措置したところであり、これによって、対象資機材（ＡＥＤ、
油圧切断機、エンジンカッター、チェーンソー、ジャッキ、トランシーバー、発電
機、投光器、救命ボート、救命胴衣、排水ポンプ、切創防止用保護衣等）の整備を
促進している。

　　ウ　救助資機材搭載型消防ポンプ自動車の配備
　　　 　令和２年度当初予算等により、消防団に対し、救助用資機材等を搭載した消防ポ

ンプ自動車等を配備し、訓練を支援している。
　　エ　情報収集活動用資機材及び小型動力ポンプの整備
　　　 　平成２９年度から令和元年度までの各年度当初予算により、消防学校に対し、災

害現場の状況を速やかに把握するための情報収集活動用資機材（オフロードバイク、
ドローン）や、女性・若者も扱いやすい小型動力ポンプを配備し、訓練を支援して
いる。　　

　　オ　救助用資機材等の無償貸付
　　　 　令和２年度当初予算により、消防団に対し、災害対応能力の向上のための救助用

資機材等（発電機、投光器、ボート等）を無償で貸し付け、消防団員に対する訓練
を支援している。　　 

　　カ　救助用資機材等の安全で円滑な利用に向けた技術講習
　　　 　消防団の装備の充実強化を図るため、消防団員に対する救助用資機材等の安全で

円滑な利用のための技術講習を実施している。
　　キ　消防団拠点施設及び地域防災拠点施設の整備
　　　 　各市町村が消防団拠点施設や地域防災拠点施設において標準的に備えることが必

要な施設・機能（研修室、資機材の収納スペース、男女別の更衣室・トイレ等）に
ついて、地方財政措置等を活用しながら整備することを促進している。

　④　教育訓練の充実・標準化
　　 　平成２６年３月２８日、「消防学校の教育訓練の基準」を改正し、分団長等の現場

の指揮を行う者に対し、火災時の延焼拡大防止措置や倒壊家屋からの救助、避難誘導、
地域防災指導等の災害の種別ごとに、安全管理を含めた実践的な知識及び技術を習得
するため、消防団員に対する幹部教育のうち、中級幹部科を指揮幹部科（現場指揮課
程及び分団指揮課程）として拡充強化した。

　　 　さらに、現場指揮課程教育用ＤＶＤ及び冊子を作成し、全国の消防学校等に配布し
た。これらの教材は消防庁ホームページにも掲載している。

　　 　また、消防学校に対し、救助資機材を搭載した消防ポンプ車両を計画的に無償貸付
し、消防学校での訓練成果に基づき新しい基準の検証をすることとしている。

　　（ｅ－カレッジ：http://open.fdma.go.jp/e-college/）
　⑤　消防団員の活動環境整備
　　ア　消防団員の準中型自動車免許取得等に係る対応（平成２９年３月～）
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　　　 　道路交通法の改正に伴い、改正後の普通自動車免許では車両総重量３. ５トン以
上の消防ポンプ自動車等を運転できなくなったことから、消防団活動に支障が出な
いよう、準中型自動車免許取得に係る市町村の公費助成制度（助成額に対し特別交
付税措置あり）の導入促進等を行っている。

　　イ　消防団員のマイカー共済（令和２年４月～）
　　　 　近年の大きな災害の発生状況等を踏まえ、消防団員に安心して活動してもらうた

め、マイカーや対物・対人の損害を補償する共済を開始。
　　　 　具体的には、災害時に急を要する消防団活動のために、非常勤の特別職地方公務

員の身分を有する消防団員がやむを得ず、自家用自動車等を使用した場合に、当該
自家用自動車等を市町村が相互に救済する制度である。

　⑥　消防団員の新型コロナウイルス感染症対策
　　ア　消防庁ホームページにおける情報提供
　　　　消防団員が、感染防止に留意して活動できるよう、
　　　・予防方法や感染防止策など感染症に関する基礎的な知識
　　　・消防団員の新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた各市町村等の取組例
　　　・避難所における新型コロナウイルス感染症への対応を示した通知
　　　などを消防庁ホームページに掲載している。
　　イ　消防団活動における留意事項を示した通知の発出
　　　 　「消防団活動における新型コロナウイルス感染症の感染防止対策の徹底について」

（令和２年 12月１日付け消防地第 384 号消防庁国民保護・防災部地域防災室長通
知）を発出し、基本的な感染防止対策の徹底や、感染リスクが高まる「５つの場面」
における感染防止対策を講じるよう要請した。
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  第Ⅲ 章

消防団活動事例



   
 

活

動

内

容

消
防
団
概
要

消防団資機材運用訓練

特
　
記
　
事
　
項

都道府県名　　宮城県
消防団名　　　七ヶ浜町消防団
実団員数　　　１８２名（うち女性団員１３名）
ＨＰアドレス　http://www.shichigahama.com
消防団事務局　〒９８５－８５７７
　　　　　　　宮城県宮城郡七ヶ浜町東宮浜字丑谷辺５－１
　　　　　　　七ヶ浜町役場　防災対策室
　　　　　　　電話　０２２－３５７－７４３７
　　　　　　　メールアドレス　bousai@shichigahama.com

実　施　日：　令和元年８月２５日（日）　９時３０分から
場　　　所：　七ヶ浜町役場庁舎前駐車場
目的・経緯： 　地域防災力の向上を図り、風水害等の災害に万全を期するため、救助資

機材訓練を実施した。
内　　　容： 　当日は、７０名の団員が参加し消防職員による指導の下、今回の訓練で

は３班に分け、ローテーション方式で訓練を実施しました。
　　　　　　 　第１班はコンビツール及びチルホール、第２班はエンジンカッター、第

３班はロープ結索及びストライカーの運用訓練を実施しました。
　　　　　　 　コンビツール及びチルホールの訓練では、操作手順、アームの挿入位置

や連続使用時間の確認、エンジンカッターの訓練では、使用方法や挿入角
度の確認、ロープ結索及びストライカーの訓練では、救助活動に役立つロー
プワークやストライカーによるコンクリートの破壊作業を行い、今後起こ
りうる災害に備え真剣に取り組みました。

対　　　象：　消防団員
費　用　等：　なし

　エンジンカッターなど取扱い方を誤ると大事故に繋がりかねない、定期的な訓練を行
い、扱い方を身につけることが必要であるとの意見がありました。
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吉田川堤防決壊後の救出・救護対応
について（令和元年東日本台風）
都道府県名　　宮城県
消防団名　　　大郷町消防団
実団員数　　　２７５名（うち女性団員０名）
ＨＰアドレス　https://www.town.miyagi-osato.lg.jp/
消防団事務局　〒９８１－３５９２
　　　　　　　宮城県黒川郡大郷町粕川字西長崎５－８
　　　　　　　大郷町役場　総務課　交通防災係
　　　　　　　電話　０２２－３５９－５５００
　　　　　　　メールアドレス　bousai@town.miyagi-osato.lg.jp

【大郷町の概要】
　大郷町は、宮城県の中央部に位置する人口約８，０００人の町です。町の中央部を西
から東へ一級河川の吉田川が流れ、その流域には豊かな水田地帯が広がり、のどかな田
園風景を臨むことができます。政令指定都市の仙台市から車で約３０分とアクセスも良
く、特産品のモロヘイヤや大郷産仙台牛が有名です。
　伊達政宗の家臣である支倉常長が没した地と伝えられており、常長の墓や、常長をモ
チーフとした観光ＰＲキャラクター “常のモロ ”など、常長ゆかりの地として宮城県民
から親しまれています。

★

（観光ＰＲキャラクター常のモロ）

【大郷町消防団の概要】
　大郷町消防団は団員数２７５名（令和２年７月１日現在）で、１本部４分団（２２部）
で構成されています。平時より火災防ぎょ訓練や消防資機材点検を行うほか、水防団や
防犯協会も兼務しているため、水防訓練や重要水防箇所の点検、地域の防犯パトロール
等、地域住民の安全、安心のため、多岐にわたる分野で活躍しています。
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【令和元年東日本台風（台風１９号）の対応】
　令和元年１０月に発生した台風１９号は、１２日に本町に上陸し、総降水量
３１９．０ｍｍの雨が降りました。その結果、１３日朝、河川の増水により吉田川の堤
防が決壊し、隣接する中粕川地区と土手崎地区に大量の河川水が流入し、多くの家屋が
浸水被害を受けましたが、消防団の避難誘導等により死傷者は０名でした。

　１２日午後、町が避難準備情報を発令した後、消防団員
で手分けして各戸へ避難の呼びかけを行いました。日が落
ちてくると雨足も強まり、町からは避難勧告や避難指示が
発令されましたが、暗い中での避難の呼びかけは危険と
判断し、避難に応じない住民には『せめて自宅の２階に
避難してほしい』と提言し、団員を詰所へ撤退させました。

　そして、堤防が決壊した１３日朝、住家が洪水に呑まれ
たために自宅に取り残された住民約２０名の救出作業が
始まりました。　黒川消防署の救命ボートや防災ヘリ等に
より、一人ずつ救出していきましたが、足場は洪水により
不安定な状況（腰までの水位）だったため、救出は困難を
極めました。

　水害現場の水が引いたあとも我々の任務は続きます。瓦礫の撤去や排水作業に加え、
家屋が浸水したため半ばゴーストタウンとなった被災地区の警備活動を民間の警備会社
が行うまでの約一週間、消防団員が２４時間体制で警備を行い、治安維持に努めました。
　浸水して使えなくなった家具や家電等の災害ゴミの集積所にて、ゴミ山のなかで熱が
籠もったこともありました。幸いにも火災には至らなかったのですが、２４時間体制で
監視を行いました。
　このように、台風１９号は本町に大きな爪痕を残していきましたが、地域住民や災害
ボランティアの方々の協力により、少しずつ復興を進めることができています。

特
　
記
　
事
　
項

【おわりに】
　台風１９号で甚大な被害を受けた大郷町ですが、今後、更なる大規模災害が発生する
ことも考えられます。いざという時に自ら考え行動できるよう、我々消防団員は日々災
害を想定して訓練を行う必要があります。また、今回の台風災害がまだ記憶に新しいう
ちに、教訓にできるところを地域住民にも知っていただきたいと考えています。その為
には、平時から地域住民とのコミュニケーションを築きあげ、普段は防災訓練に参加し
ないような住民にも参加していただけるような関係性が理想だと思います。
　大郷町消防団がより安全かつ機能的な消防活動を行えるよう、また地域住民の生命・
財産を守るため、今後も訓練に励んでいきたいと思います。
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須賀川市「消防団参集アプリ」
活用について

★

   
 

消
防
団
概
要

都道府県名　　福島県
消防団名　　　須賀川市消防団
実団員数　　　１，１１５名（うち女性団員１２名）
ＨＰアドレス　http://www.city.sukagawa.fukushima.jp
消防団事務局　〒９６２－８６０１
　　　　　　　福島県須賀川市八幡町１３５番地
　　　　　　　須賀川市役所　総務部市民安全課　消防係
　　　　　　　電話　０２４８－８８－９１３３
　　　　　　　メールアドレス　anzen@city.sukagawa.fukushima.jp

【アプリ導入の経緯】
　アプリ導入前の火災発生時における連絡体制は、消防署から、団本部及び団幹部等に
火災発生メールが配信され、その後、団幹部等が所属団員へ別途、個別に火災発生情報
を伝達していました。
　このため、各団員に対する出動要請に時間を要し、その分、消防団活動の初動が遅く
なっていました。
　そこで、迅速な出動体制を整備するため、火災発生場所の管轄班及び応援班の団員に
対して、一斉に情報発信できるアプリを導入しました。

【消防団参集アプリの機能の概要】
　アプリソフトは、各団員が所持しているスマートフォン等に各団員が容易にインス
トールでき、火災発生時はもとより、平常においても消防団活動をサポートしています。
（１）火災発生時
　アプリは次の 5つの機能により、団員をサポートしています。
　① 　火災が発生した際に、スマートフォンから、緊急性が高いことを知らせるサイレ

ン音とともに、火災発生情報がポップアップ画面に表示されます。
　② 　出火場所をアプリ上で確認でき、火災現場に向かう際には、ナビゲーション機能

を利用することができます。
　③ 　アプリ上で消火栓等の水利位置を確認できることから、最適な水利に到着する時

間が短縮できます。
　④　各団員の出動状況や到着時間を班内で共有できます。
　⑤ 　消防車両の部署ごとの停車位置を確認できるため、後続車両も効率的に現場に到

着することができます。
　　 　また、各団員が屯所を経由せずに直接現場に出動する場合であっても、自らが所

属する分団（班）に迅速に合流することができます。
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（２） 平常時
　アプリは平常時においても団員をサポートする機能が充実しています。
　①　消防水利点検機能
　　 　アプリでは管内の消火栓等の情報（位置、種別、口径、点検状況等）を地図上で

確認できることに加えて、消火栓等の点検活動を行った際に、点検記録や画像を登
録することができます。

　　 　これにより、不具合が見つかった消火栓等が使用できないことを各団員が情報共
有することができ、消火活動において水利を選択する際に大いに役立ちます。

水利情報が確認でき、簡単な操作で
点検記録が可能

　②　その他（チャット機能による情報共有等）
　　 　アプリは、チャット機能も備えており、団幹部からの各団員に対する指示事項も

容易に伝達することができるほか、被服の更新申請ができるなど、消防団活動を幅
広くサポートしています。

　　　

特
　
記
　
事
　
項

【取組の効果】
　アプリの導入により、火災時に、団員がいち早く現場に到着することができることに
加え、事前に水利位置が確認できるため、火災現場から水利が離れており中継放水を要
する場合でも、各分団（班）が連携し、迅速かつ円滑な消火活動に当たることができます。
　また、消防署においてもアプリを活用できるため、平常時には水利点検状況、火災時
には消防団の部署位置も共有できるようになっています。

【今後の活用について】
　現在は、火災発生時の消火活動に特化した機能となっているが、近年多発している水
害や地震などにおいても、各団員が災害発生情報を共有し、的確な状況把握に努め、迅
速な避難誘導や警戒活動につなげるよう、更なる機能の充実強化を図っていきたいと考
えています。
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風水害発生時における消防団の
消防活動訓練

 
 

活

動

内

容

消
防
団
概
要

都道府県名　　埼玉県
消防団名　　　富士見市消防団・ふじみ野市消防団・三芳町消防団
実団員数　　　富士見市消防団　１０２名（うち女性団員　６名）
　　　　　　　ふじみ野市消防団１１２名（うち女性団員　７名）
　　　　　　　三芳町消防団　　　９５名（うち女性団員１０名）
ＨＰアドレス　http://www.irumatohbu119.jp/
消防団事務局　〒３５６－００５８
　　　　　　　埼玉県ふじみ野市大井中央１－１－１９
　　　　　　　入間東部地区事務組合消防本部　警防課　消防団係
　　　　　　　電話　０４９－２６１－６６５９
　　　　　　　メールアドレス　keibo-01@irumatohbu119.jp

実　施　日：　令和２年８月１日（土）
場　　　所：　富士見ガーデンビーチ（富士見市営）
目的・経緯： 　当組合では、平成２９年及び令和元年の台風発生時において管内に冠

水等の被害が発生したことを受け、冠水地域において救助活動、避難誘
導、状況調査等が実施できる折り畳み式の災害救助艇（以下「災害救助艇」
という。）を令和２年度に各消防団につき１艇配備しました。この訓練は、
局地的大雨、台風等の風水害の発生時において、消防団が消防活動を実
施するときに必要な資機材の取扱いに関する技能を習得することにより、
「安全・確実・迅速」な活動の向上を図ることを目的として実施したもの
です。

内　　　容： 　訓練は、消防団員４０人（訓練責任者（消防団長）３人及び訓練実施者
（副団長及び分団長）３７人）、協力団体（災害救助艇購入業者及び当組合
東消防署職員）１０人及び事務局（消防本部警防課員）７人で実施しました。

　　　　　　 　訓練内容は、訓練前半に資機材の取扱訓練を、訓練後半に当該資機材を
使用した想定訓練を実施しました。訓練前半の資機材取扱訓練は、災害救
助艇の組立を主眼としたブースと、救命胴衣及び胴長靴の着装と歩行訓練
を主眼としたブースを設け、訓練実施者を各消防団の区別を付けず２組に
分けて時間により訓練内容を入れ替えました。訓練後半の想定訓練は、冠
水地域において逃げ遅れた要救助者が発生した想定として、災害救助艇の
前後左右に４人、災害救助艇上に１人を配置して救出ポイントまで向かい、
要救助者に救命胴衣を着装して災害救助艇に移動させて安全な場所へ搬送
する５人一組での救助活動訓練を実施しました。

　　　　　　 　訓練中の消防団員は、慣れない資機材を取り扱うこともあり、最初は戸
惑いもありましたが、水中が見えない中での安全管理を含めた活動につい
て、声の掛け合いやそれぞれの持ち場において要救助者が安全に、そして
安心して救出されるよう配慮をしながら訓練を実施していました。
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　消防団員は、「自らの地域は自ら守る」いう郷土愛護精神を常に持ち合わせており、
この訓練の実施も８月の厳しい日差しの中、新型コロナウイルス感染症の感染リスクを
抱えながらマスクを着用して必死に取り組んでおりました。また、今回の訓練は、訓練
会場となったプールを所管する市教育委員会、災害救助艇購入業者、消防職員等、関係
機関から多くの御支援を受け実施することができました。
　今回の訓練結果を検討し、分団単位での訓練の実施など訓練内容の見直しを行い、今
後も消防団員の「想い」を大切に、関係機関と連携しながら訓練を実施してまいりたい
と考えております。
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林野火災に対応した
長距離中継送水訓練

 
 

活
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内
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消
防
団
概
要

都道府県名　　群馬県
消防団名　　　桐生市消防団
実団員数　　　５１９名（うち女性団員１２名）
ＨＰアドレス　http://www.city.kiryu.lg.jp/anzen/shobo/index.html
消防団事務局　〒３７６－００２７
　　　　　　　群馬県桐生市元宿町１３番３８号
　　　　　　　桐生市消防本部　総務課　庶務係
　　　　　　　電話　０２７７－４７－１７０１
　　　　　　　メールアドレス　fd-somu@city.kiryu.lg.jp

実　施　日：　令和元年１２月 1日
場　　　所：　群馬県桐生市新里町大久保　大久保林道
目的・経緯： 　桐生市は、群馬県の東部に位置し、市域の約７割を山林が占めています。

平成２６年に発生した約１９０ヘクタールを焼損した大規模林野火災の経
験を踏まえ、平成３０年から常備消防と合同で長距離中継送水訓練を実施
しています。

内　　　容： 　大規模林野火災では、山林に何台もの消防車を配置し、長距離中継送水
を行った経験から、早期に長距離中継送水体制を確立することを目的に、
各車両の部署方法や中継送水におけるポンプ運用技術など、長距離中継送
水要領の習得を主眼として訓練を実施しています。

　　　　　　 　今回の訓練では、災害点を林道の最終地点、水利は麓の小学校のプール
を活用して訓練開始。

　　　　　　 　先着隊は、水利から訓練災害点までの距離を車両のトリップメーターに
て算出し、後続隊に伝達します。

　　　　　　 　続く消防隊は、水利に部署し先着隊から得た距離情報を元に、水利から
訓練災害点まで、後続隊を均等に部署するよう指示します。

　　　　　　 　部署位置の指示を受けた各後続隊は、車両のトリップメーターにて距離
を確認して部署し、ホース延長して長距離中継体制を確立していきます。

　　　　　　 　長距離中継体制を確立後、麓のポンプ車からの送水を受けた中継ポンプ
車は、圧力を損なうことのないよう、次々と中継していき、災害点の先着
隊への送水を完了しました。
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【訓練要領図】
① ②

③ ④

⑤ ⑥

特
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　今回の訓練は、長距離中継に消防団、災害点及び水利に常備消防を配置し、合同で訓
練をしたことで、お互いが協力しあい連携確認が図れ、大変充実した訓練となりました。
　今後もポンプ運用等の不測の事態に備えたトラブル対処法などの研修も実施してい
き、常備消防との連携強化、ポンプ運用技術の向上に努め、実災害に強い消防団を目指
します。
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消防力の充実・強化訓練
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内
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消
防
団
概
要

都道府県名　　石川県
消防団名　　　穴水町消防団
実団員数　　　１６１名（うち女性団員０名）
消防団事務局　〒９２７－００５２
　　　　　　　石川県鳳珠郡穴水町字平野トの１番地
　　　　　　　奥能登広域圏事務組合　穴水消防署　庶務係
　　　　　　　電話　０７６８－５２－２０１１
　　　　　　　メールアドレス　anamizuf@p1.cnh.ne.jp

　穴水町消防団では、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から消防団訓練大会が中
止となりました。それに伴い、消防能力の低下に繋がらないよう、令和２年９月から令
和３年３月末までの間、実動訓練を行うため実施計画を作成し、月に１回訓練を実施し
ています。
　訓練は、まず消防職員による資機材の取扱い、警防活動時の安全管理、訓練で実際に
行う消防戦術についての説明を行います。その後、実際に覚知から防火衣着装、出動途
上での無線交信、現場への経路及び水利部署位置を団員間で確認し、現場到着後、防火
水槽を使用して１線２口隊形をとり、放水します。他にも使用するホースの数を変更し
たパターン等、様々な形式があります。
　実動訓練を通して、より消防活動について理解を深め消防力及び防火防災意識の向上
を図っています。

特
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　反省会では、トランシーバーが有効に活用されていなかったなどが挙げられ、情報伝
達等の難しさ及び重要性を実感する他、団員一人ひとりの役割を明確化することでス
ムーズな活動を実施することができ、とても有意義な訓練となりました。
　今後も多様化する災害に備え訓練内容の見直しを行い、地域住民の安心・安全を守っ
ていく努力を、より一層続けて災害に強い消防団を目指します。
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ブラインド型非常召集訓練

都道府県名　　滋賀県
消防団名　　　守山市消防団
実団員数　　　２１６名（うち女性団員１８名）
ＨＰアドレス　http://www.city.moriyama.lg.jp
消防団事務局　〒５２４－００１４
　　　　　　　滋賀県守山市石田町３７７番地の１
　　　　　　　湖南広域消防局　北消防署　庶務管理係
　　　　　　　電話　０７７－５８４－２１１９
　　　　　　　メールアドレス　kita@konan-kouiki.jp

実　施　日：　令和２年９月６日早朝
場　　　所：　守山市内
目的・経緯： 　毎年、災害時即応体制の構築を図るため、日時・場所等を非公開とした

非常召集を実施することで、分団の連携強化・応召状況の把握・情報伝達
の検証を行うとともに、資機材取扱いの確認と安全管理の向上を目的に実
施しています。

　　　　　　 　なお、今回（９月６日早朝に実施）は、労働安全衛生規則の一部改正に
伴い、各分団へ下肢切断防護衣を配布後、初めて実施する訓練となりまし
た。

内　　　容：　 〇 守山市から災害発生メールおよびＭ
ＣＡ無線による指令を受けた各団員
は、各分団詰め所へ参集。

　　　　　　　 〇 消防団員６名が詰所へ到着した時点
で待機要員１名を残し５名が消防ポ
ンプ車で、指揮者（団長）が無線指
令をされた現場へ出動。

　　　　　　　 〇 現場到着順に、防塵ゴーグル・下肢
切断防護衣装着を確認し、エンジン
カッター・チェンソーの点検を実施。

　　　　　　　 〇 全分団が訓練現場へ到着時点で災害
対応訓練を実施。

　　　　　　　 〇 常備消防（救助隊）による資機材取
扱い研修を実施。

　　　　　　　 　 上記の流れで訓練・研修を行い、各
分団の連携強化と常備・非常備消防
で合同研修を実施することができま
した。

特
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　今回の訓練を通して、いつどこで大規模な災害が発生しても迅速に現場へ向かい、情
報伝達と連携強化が重要であると再認識できる内容となりました。
　今後、更に研修と訓練を実施し防災力の強化と安全な街づくりを推進していきます。
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周南市・市民総合防災訓練２０１９
～逃げ遅れ「ゼロ」を目指して～

都道府県名　　山口県
消防団名　　　周南市消防団
実団員数　　　１，００３名（うち女性団員７３名）
ＨＰアドレス　 http://www.city.shunan.lg.jp/
消防団事務局　〒７４５－００５６
　　　　　　　山口県周南市新宿通５丁目１番３号
　　　　　　　周南市消防本部　消防総務課　消防団担当
　　　　　　　電話　０８３４－２２－８７５５
　　　　　　　メールアドレス　sho-somu@city.shunan.lg.jp

実　施　日：　令和元年１１月１７日（日）
場　　　所：　周南市立熊毛中学校（周南市大字安田１８２７－１）
目的・経緯： 　周南市の東部に位置する熊毛地区は、平成３０年７月豪雨により各地で

土石流が発生し、尊い人命と家屋をはじめとした貴重な財産が多数失われ
ました。

　　　　　　 　この災害に熊毛地区を管轄する周南市消防団第一方面隊が出動し、行方
不明者の救助活動をはじめ、住民避難や土のう構築など、住民に寄り添っ
た活動を実施しました。

　　　　　　 　この災害を教訓として、令和元年度周南市総合防災訓練に周南市消防団
第一方面隊が参加いたしました。

対　　　象：　熊毛地域全域（三丘、高水、勝間、大河内、八代）
内　　　容：　 【災害想定】　
　　　　　　　 　２日前から３００㎜を超える大雨が降り続き、３日目未明には１時間

６０㎜を超える局地的大雨を記録し、土砂崩れによる交通障害が発生。
また、午前８時００分、大河内断層を震源域とする巨大地震が発生し、
熊毛地域において最大震度５強を観測。地震により島田川の堤防に亀裂
が生じた。前日からの大雨と地震により熊毛地域各所で土砂崩れや河川
の氾濫が起きたため、交通障害の拡大や家屋の浸水（床上、床下）、倒
壊が多数発生した。

　　　　　　　 【参加機関】　
　　　　　　　 　周南市、上下水道局、光地区消防本部、周南市消防本部、周南市消防団、

光警察署、陸上自衛隊、日本赤十字社、ＮＴＴ、周南アマチュア無線防
災ネットワーク、日本防災士、防災アドバイザー、各地区自主防災組織

　　　　　　　【内　　容】　
　　　　　　　 　市民参加型の訓練であり、地域住民の避難、避難所の設営、炊出しな

どが行われるとともに、災害対策本部の設置や職員参集訓練、情報収集
伝達訓練などの実動訓練も並行して実施されました。消防団においては、
団が所有する救命ボートを使用した救出訓練や消防団車両による巡回避
難誘導広報訓練を行ったのち、団車両の展示、消火体験や学生消防団の
指導による土のう作りなどの体験型訓練を実施しました。
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　様々な機関が参加し、「自助、共助、公助」による防災意識の向上が図られ、また、
お互いの活動を見たり知ったりすることで、認識も深まり、今後の防災活動時等の連携
構築ができたように思います。
　会場の展示ブースには、平成３０年豪雨災害時の展示パネルが設置されており、災害
に備える意識の高さを感じました。また、消防団ブースにおいては、表彰や活動写真の
展示により、市民に消防団活動を知って頂くよい機会になりました。車両展示には、た
くさんの子供が集まり、保護者からは入団に関する質問を頂いたりすることができまし
た。たくさんの住民や機関が集まり、実のある訓練になったことに感謝いたします。今
後も、災害に対する意識を保ちつつ、住民に寄り添った活動を実施していきたいと考え
ています。
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新居浜海上保安署・新居浜市消防本部
消防業務協定締結に伴う合同訓練

都道府県名　　愛媛県
消防団名　　　新居浜市消防団
実団員数　　　７２５名（うち女性団員２３名）
消防団事務局　〒７９２－００２５
　　　　　　　愛媛県新居浜市一宮町一丁目５番１号
　　　　　　　新居浜市消防本部　消防総務課　総務担当
　　　　　　　電話　０８９７－６５－１３４０
　　　　　　　メールアドレス　syoubosoumu@city.niihama.lg.jp

実　施　日：　令和２年２月４日
場　　　所：　愛媛県新居浜市大島
経　　　緯： 　令和２年１月２９日に、新居浜海上保安署と新居浜市消防本部の間で消

防業務協定が締結されたことに伴い、市内唯一の離島地域で火災が発生し
たことを想定し、合同訓練を実施した。

対　　　象：　新居浜海上保安署・新居浜市消防本部及び消防団・大島連合自治会
内　　　容： 　当訓練は令和２年２月４日、新居浜市大島内の大島港付近で火災が発生

し、住宅に延焼拡大していることを想定し、新居浜海上保安署、新居浜市
消防本部及び消防団、そして大島住民の連携を強化することを目的として
実施しました。

　　　　　　 　新居浜市内の常備消防及び分団は迅速に大島へ上陸するため、新居浜海
上保安署近くの中須賀港へ集結し、可搬装備と共に監視取締艇「ぷれあで
す」へ乗船しました。

　　　　　　 　また、大島の対岸付近を管轄とする消防分団は通常の交通機関である渡
海船を使用して大島へ上陸するなど、実戦に即した活動を目指しました。
大島へ上陸後は管轄分団である大島分団と共同でホースを延長し、効果的
な消防戦術を確認したほか、大島住民も訓練に参加し、消火栓へ直接ホー
スを接続して放水する訓練や、水消火器を使用した初期消火訓練等を行い
ました。このほか、巡視艇「はまぎく」に搭載されたポンプで海水を吸い
上げ、ホースで放水する活動の確認等を行うなど、充実した内容となりま
した。
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　新居浜市大島は市内唯一の離島地域であり、新居浜市合併前の昭和２５年当時、
１８００人を超える漁業、農業の町として栄えました。また、有名な村上水軍の統領で
あった村上義弘生誕の地とも伝えられ、今なお島内では大島城跡をはじめとした貴重な
遺跡が残されています。
　令和２年４月現在の大島は少子高齢化が進み、また総人口も１７７人と大きく減少し
ており、地域防災力の確保が最重要課題となっていましたが、当訓練後の令和２年７月
１日に、女性を含めた大島住民２３名を機能別消防団員に任命し、火災、水害等発生時
において消防隊、消防団到着までの初期対応、及び到着後の後方支援を実施することと
なりました。
　また新居浜海上保安署との業務協定は訓練のとおり、島内での災害発生時、消防職団
員や消防装備の海上輸送を可能とするものであり、島民の安全・安心な生活を守ること
に大きく寄与すると考えています。
　新居浜市は令和２年４月、建設を進めてきた消防防災合同庁舎の供用を開始しました。
当庁舎は危機管理部門、消防部門、上下水道等のインフラ部門を収容し、災害発生時に
迅速且つ統合的な対応を行うことを可能としており、南海トラフ巨大地震をはじめとす
る大規模災害発生時に有効に機能することが期待されています。また１階には防災セン
ターが設置され、地域住民が消防防災等に関する体験学習を受講することが可能になっ
ています。
　新居浜市としては、今後も消防団を中核とした地域防災力の向上に努め、住民の安全・
安心な暮らしを守る取組みを進めていきたいと考えています。
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龍郷町消防団
ファーストレスポンダー隊

都道府県名　　鹿児島県
消防団名　　　龍郷町消防団
実団員数　　　１４２名（うち女性団員２名）
Facebook　 　 www.facebook.com/tatsu5.fr/
消防団事務局　〒８９４－０１０２
　　　　　　　鹿児島県大島郡龍郷町瀬留９８８番地（奄美大島）
　　　　　　　大島地区消防組合龍郷消防分署　救急係
　　　　　　　電話　０９９７－６２－２６１１
　　　　　　　メールアドレス　kyukyu_01@town.tatsugo.lg.jp

目的・経緯： 　龍郷町では、急峻な山と海岸線に挟まれた地域に集落が点在するという
地形的な特性から救急車の現場到着まで時間を要している。

　　　　　　 　また、管轄する消防署ではドクターヘリに対して支援隊を回す人的余裕が
ないことから、地域に根差す消防団の特性を生かし、救急隊到着前の応急手
当とドクターヘリのランデブーポイント（場外離着陸場）での安全管理、消
防団車両による医師・看護師搬送（通常走行）を行うことで早期医療介入を
同時に支援し救命率の向上を図ることを目的としている。

内　　　容：・定期講習会（年４回実施）
　　　　　　・救急講習会での指導・サポート
　　　　　　・救急隊到着前の応急手当
　　　　　　・ランデブーポイントでの安全管理と医師・看護師搬送（通常走行）
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【発足後の効果と反響】
　消防団による救急隊への活動支援や医師・看護師の早期医療介入が実現し救急活動全
般に貢献している。
　また、同じ悩みを持つ全国の自治体からの問い合わせや講師派遣依頼があり、反響の
大きさに驚いている。
【今後の課題】
　定期講習会への参加率や実出動回数等、隊員個人間の経験値に差が出てきており活動
に不安を感じる隊員もいる。今後は、定期講習会だけでなく隊員同士がお互いに経験を
伝えていける仕組みを構築し次回の活動につなげていきたい。
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地域の小学校と連携して
楽しく防災を学ぼう
都道府県名　　宮城県
消防団名　　　仙台市宮城消防団
実団員数　　　２８２名（うち女性団員１０名）
ＨＰアドレス　https://www.city.sendai.jp/shobodan/kurashi/anzen/
　　　　　　　shobo/shobokyoku/shobodan/index.html
消防団事務局　〒９８９－３１２６
　　　　　　　宮城県仙台市青葉区落合２－１５－１
　　　　　　　仙台市宮城消防署　総務係
　　　　　　　電話　０２２－３９２－８１１９
　　　　　　　メールアドレス　syo018010@city.sendai.jp

　令和２年９月１２日（土）に仙台市立錦ケ丘小学校で実施された、「生き活き防災教室」
において、先生方と協力し防災知識の普及活動を、小学５年生を対象として行いました。
　「ロープワーク」では、普段ふれることの少ないロープの取扱いに戸惑う様子が垣間
見られましたが、結び方を覚えようと夢中になるその姿はとても楽しそうで、それを指
導する消防団員にも熱が入りました。
　また、「応急担架の作り方」では、緊急時であっても身の周りにある毛布や防水シー
トを活用しながら担架を作製できる実践例を学ぶとともに、消防団員と協力して傷病者
を搬送する様子はとても頼もしく感じられました。
　新型コロナウイルスの影響により、様々な行事や訓練が中止される中、このような取
り組みは大変重要であり、感染防止に配慮しながらの活動ではありましたが、子供たち
には貴重な体験であったと思われます。
　終始和やかな雰囲気で行われたこの活動と子供たちの笑顔にふれて、これからも地域
と連携を図りながら、防災活動に尽力していく決意を新たにしました。
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　小学生に大変人気のイベントです。今後、他の小学校でも同様な取り組みを検討して
います。

 
   

育てよう！未来のヒーロー
（体験型　消防訓練）
都道府県名　　福島県
消防団名　　　いわき市消防団
実団員数　　　３，２０２名（うち女性団員１６名）
ＨＰアドレス　http://www.city.iwaki.lg.jp
消防団事務局　〒９７０－８０２６
　　　　　　　福島県いわき市平字正内町２２
　　　　　　　いわき市消防本部　総務課　消防団係
　　　　　　　電話　０２４６－２２－０１２０
　　　　　　　メールアドレス　shobo-somu@city.iwaki.lg.jp

実　施　日：　令和２年９月４日（金）
場　　　所：　いわき市立錦東小学校
目的・経緯： 　消防団員と共に放水体験することにより、ボランティアの精神を学び、

地元の身近なヒーローである消防団員に魅力を感じてもらう。平成３０年
度全国消防団員意見発表会において、優秀賞を受賞した団員の意見を具現
化したものです。

対　　　象：　市内小学校
費　用　等：　無償
内　　　容：　避難訓練　　　　
　　　　　　　⑴消防職員による講話 
　　　　　　　⑵消防団員による講話
　　　　　　　　※消防団の魅力を伝えます。
　　　　　　　⑶防災士による講話　
　　　　　　　⑷ 消防団による放水実演及び放

水体験
　　　　　　　　 ※プール水を利用して校庭中

央で放水します。
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頑張れ！「京都市ジュニア消防団」

都道府県名　　京都府
消防団名　　　京都市内各分団
実団員数　　　４，５２９名（うち女性団員５５１名）
ＨＰアドレス　https://www.city.kyoto.lg.jp/shobo/page/0000176002.html
消防団事務局　〒６０４－０９３１
　　　　　　　京都府京都市中京区押小路通河原町西入榎木町４５０－２
　　　　　　　京都市消防局　総務部　消防団課
　　　　　　　電話　０７５－２１２－６６１９
　　　　　　　メールアドレス　kyoyo-shobo@city.kyoto.lg.jp

目的・経緯： 　京都市では、平成３０年４月から小学校高学年（４～６年）を対象に、
消防団活動の体験や地域での防災訓練に参加する機会を充実させるなど、
地域に密着した活動体験の機会を提供し、将来の消防団員及び地域防災
の担い手として成長していただくことを目指し、「京都市ジュニア消防団」
を創設。

　　　　　　 　京都市ジュニア消防団は、市内１１消防団の管轄区域に設置し、当該区
域に居住、又は通学する少年少女を対象とし、各消防団員が防火防災研修
などの指導を行う。

実　施　日：　毎月１回程度
場　　　所：　各消防団の管轄区域
対　象　者：　市内１１ジュニア消防団（４３８名が在籍）
内　　　容：　（１）地域の活動（消防団活動の体験や地域での防災訓練への参加）
　　　　　　　（２）集合研修（消防署を活用した技能研修等）
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救命講習 防火広報

放水体験 防災訓練参加
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　ジュニア消防団員からは、活動に参加することが楽しい、新しい友達ができたとの感
想や火事の怖さが分かったなどの意見を聞いています。
　指導消防団員からは、今後の消防団を担う児童への育成指導はやりがいがあるという
ことを聞いており、消防団のＰＲだけでなく、消防団活性化の効果もあったと考えます。

【配布物品】
　ジュニア消防団員には、ジュニア消防団員証及び活動帽 (アポロキャップ )を配布。
【損害補償】
　放水等の消防団活動を体験するため、スポーツ安全保険に加入。
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山の手っ子消防訓練体験隊

都道府県名　　大分県
消防団名　　　別府市消防団
実団員数　　　４１２名（うち女性団員４３名）
ＨＰアドレス　https://www.city.beppu.oita.jp/fire-dep/
　　　　　　　09syouboudan/syouboudan.html
消防団事務局　〒８７４－０９０５
　　　　　　　大分県別府市上野口町１９番２７号
　　　　　　　別府市消防本部　庶務課　施設消防団係
　　　　　　　電話　０９７７－２５－１１２３
　　　　　　　メールアドレス　fire-dep@city.beppu.lg.jp

実　施　日：　令和元年１０月１３日（日）９時００分から１２時００分
場　　　所：　別府市立山の手小学校グランド
対　　　象：　別府市立山の手小学校の２～６年生の児童
目的・経緯：　 消防団のＰＲ及び将来における消防団員の確保
費　用　等：　約 1万円（記念品代）
内　　　容： 　本事業は小学校の児童を対象とした消防訓練の体験イベントであり、平成

３０年度から開催し、今回は２回目であった。
　　　　　　 　訓練の指導については、平成２９年度に大分県から認定された地域消防アド

バイザー及び、小学校を管轄区域とする消防団が全て行い、幼少期から消防団
という存在を認識してもらい、将来における団員の確保を目的として実施した。

　　　　　　 　また、同伴した保護者や来賓の自治会員に対しても消防団をＰＲできた。訓
練内容については、放水体験・水消火器取扱体験・訓練礼式体験・消防団車両
を使用しての火災予防広報体験を実施した。

     

活

動

内

容

消
防
団
概
要

特
　
記
　
事
　
項

　参加した児童の親や、友人の親が消防団員として訓練の指導を行っており、普段とは
違う姿を見て、自分も将来消防団に入りたいという児童もいた。
　また、児童に訓練を指導するという事で、消防団員についても基礎を再確認でき、良
い機会となった。
　消防団の活動を日頃見ることがない方々に対しても、存在をＰＲすることができた。

【放水体験】 【訓練礼式体験】 【水消火器取扱訓練】

【終了式】【火災予防広報体験】
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七夕プロジェクト２０２０
with 婦人防火クラブ
都道府県名　　宮城県
消防団名　　　仙台市太白消防団
実団員数　　　３６６名（うち女性団員２５名）
ＨＰアドレス　http://www.city.sendai.jp/shobodan/kurashi/anzen/
　　　　　　　shobo/shobokyoku/shobodan/index.html
消防団事務局　〒９８２－０８１３
　　　　　　　宮城県仙台市太白区山田北前町１５－１
　　　　　　　仙台市太白消防署　警防課　管理係
　　　　　　　電話　０２２－２４４－１１１９
　　　　　　　メールアドレス　syo018010@city.sendai.jp

実　施　日：　令和２年７月２７日～８月３１日
場　　　所：　 太白消防団管内の機械器具置場及び機械器具置場に併設する又は隣接す

る市民センターなど　計８ヶ所
目的・経緯： 　防火・防災意識の普及啓発及び入団促進を図るため、消防団員の確保対

策として例年、管内で開催されるお祭りやイベント等の場で消防団の PR
活動や入団促進キャンペーンを実施しておりましたが、今年は新型コロナ
ウイルス感染症の影響で、「 仙台七夕まつり 」をはじめ、あらゆるイベン
トが中止になり、消防団活動も制限され従来どおりの活動ができなくなっ
ていました。

　　　　　　 　そんな中、何かできることはないだろうか？と暗中模索していたところ、
消防団同様に活動が制限されている婦人防火クラブの中から「仙台七夕が
中止なら、自分たちで火災予防にちなんだ七夕飾りを飾って普及啓発しよ
う」という声が挙がり、消防団もこれに賛同し、婦人防火クラブとタイアッ
プして七夕プロジェクトを展開する運びとなりました。

内　　　容： 　消防署、出張所庁舎用の飾りは、婦人防火クラブが町内会や小・中学校・
幼稚園等と協力して作成・飾り付けを行い、消防団は、この飾りに「消防
団員募集中」の吹き流しを取り付け、機械器具置場や置場付近の市民セン
ター等に掲出し、防火・防災意識の普及啓発と併せ、消防団の PR・団員
募集の呼びかけを行いました。　　　　

対　　　象：　地域住民及び市民センター等の利用者
費　用　等：　 婦人防火クラブ活動費と折半、消防団負担分は活性化対策事業助成金を充当

【太白消防署（プレイベント）】 【太白消防署（プレイベント　ライトアップ）】
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　地域住民や子供たちからも大変好評で、「来年もやって欲しい」との声が挙がっており、
市民センター等の施設関係者からは、「一つだけでなくもっと飾ってもいい」という言
葉も頂きました。
　また、施設利用者の中には「消防団員を募集してるんだぁ」と興味を示す方が何人か
いたと伺い、入団には至らずとも少なからず消防団の PRはできたと思われます。
　来年度も実施する場合は、地域住民や施設利用者等が自由に短冊などを飾り付けでき
るようにするなど地域の方々がより楽しめる工夫をしたり、消防団のパンフレット等を
併用するなどして七夕プロジェクトの充実を図り、入団促進にも繋げていきます。

【太白消防署（屋内）】 【八木山出張所】

【郡山分団（郡山コミュニティセンター）】 【山田分団（機械器具置場）】

【東中田分団（東中田市民センター）】 　【生出分団（生出市民センター）】
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　テレビ放送は、令和２年１１月１日（日）と７日（土）に福島県の民放４局で放送された。
　機能別団員の定員は、１５４名で、発足時、支援団員として３０名の入団申し込みが
あり、消防職員ＯＢも１名入団した。
　今後も、サラリーマン化がさらに進むと予想されることから、基本団員の活動を補う
支援団員の入団が増えることを期待する。
　また、学生団員は３７名の入団申し込みがあり、うち３６名が女性であった。消防団
のイメージを大きく変えるチャンスと考え、これからの消防団活動について広く意見を
聴取し、地域の基本団員の方々と交流を深めながら楽しく消防団活動ができるよう柔軟
に対応したい。

都道府県名　　福島県
消防団名　　　福島市消防団
実団員数　　　２，３９２名（うち女性団員６３名）
ＨＰアドレス　http://www.city.fukushima.fukushima.jp/
　　　　　　　bosai/shobo/shobohonbu/shobo/shobodan/ index.html
消防団事務局　〒９６０－８００１
　　　　　　　福島県福島市天神町１４番２５号
　　　　　　　福島市消防本部　消防総務課　消防係
　　　　　　　電話　０２４－５３４－９１０７
　　　　　　　メールアドレス　syoubou@mail.city.fukushima.fukushima.jp

実　施　日：　令和２年１０月１０日（土）
場　　　所：　福島市松川町浅川字床ノ窪１２－２　「福島南消防署」（支援団員）
　　　　　　　福島市早稲町１－１　「こむこむ館」（学生団員）
目的・経緯： 　令和２年１０月１日に発足した「機能別団員」の活動についてテレビで

紹介するため、支援団員と学生団員が出演するもの。
対　　　象：　福島市消防団　機能別団員（支援団員、学生団員）
費　用　等：　消防本部　予算　０円
　　　　　　　（福島市　広聴広報課　予算　約１，０００万円／年　）
【内容】
　支援団員は、基本団員と放水訓練や訓練礼式を実施した。退団後のブランクがあるた
め放水活動について基本団員と一つ一つ行動を確認した。
　また、今後、基本団員への技術の伝承と日中の活動を補うことを目的としていること
を紹介した。
　また、学生団員は、「消防団について」「学生団員について」「今後の活動について」
研修を実施した。
　さらに、大規模災害が発生した場合を想定し、避難所の体験を紹介した。

第
Ⅲ
章

消
防
団
活
動
事
例
〈
地
域
住
民
等
へ
の
広
報
・
Ｐ
Ｒ
活
動
〉

特
　
記
　
事
　
項

 
   

消
防
団
概
要

機能別団員広報活動
（支援団員、学生団員の活動事例）
～無理なくできる地域貢献～
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　今回のアンケート調査では５００名を超える市民の方に回答いただき、様々な意見を
いただくことができました。今後は、アンケート結果を反映した広報活動や消防団のイ
メージアップを行っていきたいと思います。

都道府県名　　群馬県
消防団名　　　前橋市消防団
実団員数　　　１，０７３名（うち女性団員１９名）
ＨＰアドレス　http://maebashi-shouboudan.com
消防団事務局　〒３７１－００１４
　　　　　　　群馬県前橋市朝日町四丁目２２番２号
　　　　　　　前橋市消防局　総務課　企画係
　　　　　　　電話　０２７－２２０－４５０４
　　　　　　　メールアドレス　soumu@mfd.city.maebashi.gunma.jp

実　施　日：　令和元年１０月～１１月
場　　　所：　市内４大学
目的・経緯： 　前橋市消防団では市内４大学の学園祭でブースを出展し、消防団の PR

及び団員募集を実施しております。
　　　　　　 　消防団とは何か、どんな活動をしているのかなどを幅広い世代に知って

いただくためパンフレットの配布やDVDを上映し、広報活動をいたしま
した。

　　　　　　 　さらに、市民が消防団についてどのようなイメージを持っているかを知
るために、アンケート調査も実施し様々な意見をいただくことができまし
た。

　　　　　　 　また、非常食の試食会も行い、非常食の作り方や味を知ってもらうこと
で防災意識の向上や防災対策物品の備蓄を呼びかけました。

　　　　　　 　今後も継続して様々なイベントに参加し、消防団員募集及び防災意識の
普及、啓発に努めて参ります。

対　　　象：　大学生及び学園祭来場者
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市内４大学の学園祭で
前橋市消防団をＰＲ
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　今後について、学生団員の皆さんには引き続き応急手当普及員の資格取得や消防団の
各事業へ参加いただくとともに、地域住民と一体となった防火啓発活動等も行っていき
たいと考えます。
　また、城西国際大学には看護学部や国際人文学部国際交流学科等それぞれの学部・学
科があり、所属する学生の専門知識の活用や留学生による消防団活動もできると期待し
ております。
　今後も消防団員の確保のため、ＰＲ活動を続けていきたいと考えております。
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都道府県名　　千葉県
消防団名　　　東金市消防団
実団員数　　　４６３名（うち女性団員６名）
ＨＰアドレス　http://www.city.togane.chiba.jp/0000006549.html
消防団事務局　〒２８３－８５１１
　　　　　　　千葉県東金市東岩崎１番地１
　　　　　　　東金市総務部消防防災課　消防安全係
　　　　　　　電話　０４７５－５０－１１１９
　　　　　　　メールアドレス　syobo@city.togane.lg.jp

　東金市消防団は、地域防災を担う消防団員として、平成３０年度より市内にキャンパ
スのある城西国際大学と連携し、学生消防団員制度を導入しました。
　学生団員の皆さんには機能別消防団員として、平時には救命講習や予防啓発活動、団
のＰＲ活動にあたってもらい、災害時には避難所運営の後方支援に従事してもらうこと
となっております。
　令和元年の秋季全国火災予防運動の際には、防火意識の普及を目的とした『防火パト
ロール』を学生消防団員により実施しました。
　誘導棒を片手に１列に連なった学生消防団員が、市内のキャンパスのある地域を中心
に拍子木を打ち鳴らしながら、約１時間かけて地域住民に火災予防について呼びかけを
行いました。
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東金市消防団　学生消防団員による
防火パトロールの実施について

69



第
Ⅲ
章

消
防
団
活
動
事
例
〈
地
域
住
民
等
へ
の
広
報
・
Ｐ
Ｒ
活
動
〉

　地元の中学生が描いた作品から２点を選定し、それをシャッター２枚に描くもので、約３０
名にご参加いただき、団員と一般参加者が協力して楽しく作業を進めることができました。
　完成後も「詰所のシャッターにイラストが入ったことで、周辺の雰囲気が一気に明るくなっ
た」と村民からも好評です。
　これからも「日本一小さな自治体の消防団」は「日本一地域に愛される消防団」となるよう、
活動を続けて参ります。
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都道府県名　　富山県
消防団名　　　舟橋村消防団
実団員数　　　３１名（うち女性団員０名）
ＨＰアドレス　http://www.vill.funahashi.toyama.jp/
消防団事務局　〒９３０－０２９５
　　　　　　　富山県中新川郡舟橋村佛生寺５５
　　　　　　　舟橋村役場　総務課
　　　　　　　電話　０７６－４６４－１１２１
　　　　　　　メールアドレス　somu01@vill.funahashi.toyama.jp

　舟橋村は、富山県のほぼ中央に位置する北陸で唯一の村、そして面積が３．４７㎢と日本一小
さな自治体で、明治２２年の市町村制の施行以来、一度も合併をしていない希少な自治体の一
つです。平成に入ってから富山市のベッドタウンとして村の人口は急増し、それまで１，４００
名前後で推移していた人口は、現在では３，２００名を超えました。
　近年は「子育て共助のまちづくり」に挑戦中。村が整備した都市公園「オレンジ・パークふ
なはし」で月１回開催されている「園むすびプロジェクト」には、村内外から多くの親子が参
加するなど、子育て政策において多くの方から注目される自治体です。
　そんな日本一小さな自治体の消防団。分団は無く「舟橋村消防団」として団長以下３１名の
団員が「安全・安心な舟橋村を守り抜く！」を合言葉に昼夜を問わず日々活動しています。
　なかでも特徴ある行事が毎月７月の最終日曜日に実施している「夏季訓練」。
　ここでは常備消防である上市消防署舟橋分遣所との合同消火訓練のほか、地域の「ひとり暮
らし高齢者」を団員が訪問し、火災予防や熱中症・感染症の予防を呼びかけています。
　「消防団が自宅まで来てくれて嬉しかった」「みんなが見守ってくれるという実感がわいて安
心した」など、お年寄りから好評で、日本一小さな自治体の消防団としてこれからも継続して
いきたい行事の一つと考えています。
　一方で全国の消防団と同様に、団員確保について課題となっているのも事実です。昔は農業
や自営業が多かった団員も、今ではほとんどがサラリーマンとなりました。
　また、核家族化が進んでいることに加え、若年層の地域社会への参加意識が低くなっている
ことから、消防団をアピールし、新規に入団してくださる方を広く募集するため、地域の子供
達とその保護者、そして団員が一緒に、詰所のシャッターにイラストを描く行事を実施しました。
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日本一小さな自治体の消防団

【高齢者訪問】 【シャッターイラスト】
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　当日は市内７つの分団で時間を区切り、待機時間の密を防止しました。
　また、屋外で受付や待機をして人の間隔を開けるなどして感染予防対策を徹底して実
施しました。一般の方のご賛同もあり総勢１３１名もの献血を実施することができまし
た。献血に協力した消防団員の中には、「普段の消防団活動とは違ったが、このような
時期だからこそ社会に貢献出来て光栄」との意見がありました。
　この他にも、緊急事態宣言の発令に伴う住民に対する広報活動や幟の作成など消防団
として地域に貢献したいという強い思いで日々活動しています。
　これからも、三田市消防団員は一丸となって、三田市を元気付けていく所存です。
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都道府県名　　兵庫県
消防団名　　　三田市消防団
実団員数　　　７０４名（うち女性団員１２名）
ＨＰアドレス　https://www.city.sanda.lg.jp/shoubou_soumu/shouboudan.html
消防団事務局　〒６６９－１５４３
　　　　　　　兵庫県三田市下深田３９６番地
　　　　　　　三田市消防本部　総務課管理係　消防団担当
　　　　　　　電話　０７９－５６４－７３０２
　　　　　　　メールアドレス　ssoumu_u@city.sanda.lg.jp

実　施　日：　令和２年５月６日（水）
場　　　所：　三田市消防本部駐車場（三田市下深田３９６番地）
目的・経緯： 　新型コロナウイルス感染拡大に伴い緊急事態宣言が発令されている中、

我々消防団でなにか市民・社会に貢献できることはないか考えていたとこ
ろ、全国的に献血数が激減し血液不足が懸念されているという話を聞き、
消防団をあげて献血を実施することとしました。

費　用　等：　神戸赤十字献血センター協力のもと費用はかかっておりません。
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緊急事態宣言発令中の
献血活動実施について
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消
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都道府県名　　　岡山県
消防団名　　　　瀬戸内市消防団
実団員数　　　　４２４名（うち女性団員４名）
ＨＰアドレス　　http://www.city.setouchi.lg.jp
消防団事務局　　〒７０１－４２１４
　　　　　　　　岡山県瀬戸内市邑久町本庄１７９５
　　　　　　　　瀬戸内市消防本部　総務課　消防団係
　　　　　　　　電話　０８６９－２２－１３３４
　　　　　　　　メールアドレス　syoubousoumu@city.setouchi.lg.jp

実　施　日：　年間を通じ撮影を実施
場　　　所：　瀬戸内市内
目的・経緯： 　当消防団においても地域の安全を確保するためには、地域住民の最も身

近な存在である消防団を中心とした防災力の充実強化が極めて重要である
と考えています。しかしながら、当地域においても、消防団員数は減少傾
向にあり地域防災力の低下が懸念されています。このような状況を打開す
るため、現役消防団員の活躍をＰＲ動画にしました。

対　　　象：　瀬戸内市消防団員
費　用　等：　音源代（３，３００円）
　　　　　　　※岡山県消防団活動支援自動販売機の売上金より支出
　　　　　　　ＤＶＤ及びケース代（３，５７０円）
内　　　容： 　撮影及び編集は瀬戸内市消防本部の消防

団事務局が行いました。
　　　　　　 　PR方法については、瀬戸内市消防団 PR

動画を YouTube 及び瀬戸内市ホームペー
ジに掲載した内容のお知らせ文及び録画
DVDの配布を県内における官公庁及び関
係各所約１５０ヶ所へ送りました。又、秋
の火災予防運動週間中において PR動画を
市内の大型スーパー及び大型家電量販店に
協力を頂いてテレビ放映を実施しました。

活

動

内

容

瀬戸内市消防団ＰＲ動画作成

　瀬戸内市消防団のＰＲ動画作成後は多くの方に視聴をしていただき、瀬戸内市消防団
員が活躍している姿をアピール出来たとともに、多くの方に励ましと信頼の声をいただ
き、団員全体の士気の向上にも繋がった。

特
記
事
項

72



第
Ⅲ
章

消
防
団
活
動
事
例
〈
地
域
住
民
等
へ
の
広
報
・
Ｐ
Ｒ
活
動
〉

   

消
防
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都道府県名　　　広島県
消防団名　　　　三原市消防団
実団員数　　　　１，２９４名（うち女性団員１８名）
ＨＰアドレス　　http://www.city.mihara.hiroshima.jp/site/syouboh 
消防団事務局　　〒７２３－００５１
　　　　　　　　広島県三原市宮浦一丁目２２番２号
　　　　　　　　三原市消防本部　警防課　警防係　
　　　　　　　　電話　０８４８－６４－５９２４
　　　　　　　　メールアドレス　shobokeibo@city.mihara.hiroshima.jp

実　施　日：　令和元年７月１３日（土）
場　　　所：　三原市消防本部（署）
目的・経緯： 　三原市では、毎年、三原消防まつり実行委員会の主催で三原消防まつり

が開催されています。このまつりの目的は、広く市民に防火・防災につい
て感心を深めてもらい、安全で安心して暮らせる地域社会の実現を目指す
ことであり、志を同じくする三原市消防団も共催しております。

　　　　　　 　令和元年に開催された第４３回三原消防まつりにおいては、女性消防団
員が消防団についてのアンケート調査（消防団への入団促進、今後の消防
団広報戦略につなげるため）を行いました。

対　　　象：　消防まつりに来られた地域住民
費　用　等：　女性消防団員の出務については、費用弁償を支給しました。

活

動

内

容

女性から見える消防団のイメージ

　例年、消防まつりでは消防署員が救急法講習を実施しており、女性消防団員も補助を
行うことで活動のＰＲを行っていました。
　令和元年に開催された令和元年に開催された第４３回三原消防まつりにおいては、新
たに来場された地域住民の方にアンケート調査（アンケート用紙・聞き取り）を実施し
ました。女性消防団員が実施することで女性からも多くの意見を伺うことが出来ました。
この結果を基に今後の入団促進や消防団の広報活動につながることを期待します。
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【活動風景】
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消
防
団
概
要

都道府県名　　大分県
消防団名　　　佐伯市消防団
実団員数　　　１，６５９名（うち女性団員２５名）
ＨＰアドレス　https://www.city.saiki.oita.jp/syoubo119/default.html
消防団事務局　〒８７６－００４７
　　　　　　　大分県佐伯市鶴岡西町１丁目２２３番地
　　　　　　　佐伯市消防本部　総務課　
　　　　　　　電話　０９７２－２２－３３０１
　　　　　　　メールアドレス　saikifire@city.saiki.lg.jp

実　施　日：　令和元年７月１５日（月）海の日
場　　　所：　海上自衛隊　佐伯基地分遣隊グラウンド
対　　　象：　幼児～小学生
目的・経緯： 　佐伯市消防団では、市内の各種イベントに参加して、消防団活動に対す

る理解と入団促進に努めています。
　　　　　　 　「海の日」には、毎年佐伯基地分遣隊主催のイベントが開催されており、

女性団員も参加しています。
　　　　　　 　消防団ブースに訪れた子供たちが、防火衣の着用やはしご車の乗車等を

体験し嬉しそうな笑顔を、家族も楽しそうに写真に収めていました。
費　用　等：　なし活

動

内

容

女性団員による消防団ＰＲ活動

　女性ならではの細やかな心遣いや、柔らかい雰囲気もあり、消防団ブースには多くの
子供連れの家族等が訪れ大盛況でした。
　また、子供たちからは、消防団に関する質問も多くあり、団員が丁寧に受け答えする
ことで、市民の皆さんへ消防団活動を理解してもらう良い機会となりました。
　今後もこれらの活動を継続することで、消防団活動の活性化、団員の確保、地域防災
力の向上を目指していきたいと思います。
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消
防
団
概
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都道府県名　　東京都
消防団名　　　成城消防団
実団員数　　　２５７名（うち女性団員４０名）
消防団事務局　〒１５７－００６６
　　　　　　　東京都世田谷区成城一丁目２１番１４号
　　　　　　　成城消防署（消防団本部）警防課　防災安全係
　　　　　　　電話　０３－３４１６－０１１９
　　　　　　　メールアドレス　https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp

　近年、全国的に消防団員数の減少に歯止めがかからない中、成城消防団においても例
外ではなく年々消防団員数が減少し、平成３０年３月には２１７名、充足率８６．８パー
セントまで低下しました。
　このような状況の中、成城消防団では充足率の減少に問題意識を持ち、町会・自治会
と強く連携して、地域の各種会議、防災会議、お祭り、イベント等の機会を捉えての募
集活動や、管内の日本女子体育大学のライフセービング部に所属する学生団員による先
輩から後輩への積極的な勧誘活動を行ったところ、人や地域に貢献したい志を持つ多く
の学生が入団し、令和元年１０月には充足率１００パーセントを達成し、令和３年２月
現在も維持しています。
　また、学生専用マンションに居住する学生への募集活動や各種のホームページとリン
クした募集広報を行うなど多角的な入団促進活動を実施しました。

活

動

内

容

　入団した学生団員は、卒業後もそれぞれの社会で消防団をはじめとした防災活動を志
していることから、今後も様々な地において成城消防団で培った知識・技術を活かして
の活躍が期待されます。
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太田市消防団
機能別消防団員の導入
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都道府県名　　群馬県
消防団名　　　太田市消防団
実団員数　　　５８７名（うち女性団員１１名）
ＨＰアドレス　http://www.city.ota.gunma.jp/005gyosei/
　　　　　　　0150-001shoubou/syo-soumu/index.html
消防団事務局　〒３７３－００６３
　　　　　　　群馬県太田市鳥山上町４０９－１
　　　　　　　太田市消防本部　消防総務課　消防団係
　　　　　　　電話　０２７６－３３－０２０１
　　　　　　　メールアドレス　061100@mx.city.ota.gunma.jp

目　　　的： 　太田市との包括協定に基づき、大規模災害発生時、地域に精通する職務
の特徴を生かした情報収集を行う機能別消防団員を選任し、太田市民の安
全・安心のため、地域支援に関わる事を目的とする。

対　　　象： 　太田市と包括協定を結んでいる企業（群馬銀行９名、桐生信用金庫１６名）　　　　　
に勤務している職員

・処遇等：各任務共通
　　【身分】非常勤の特別地方公務員
　　【組織】団本部付
　　【階級】団員
　　【手当】 活動があった場合、日額２，０００円

を半期ごとにまとめて支給
　　【福利厚生】 非常勤消防団員等公務災害補償、

消防団員等福祉共済
　　【被服等】 アポロキャップ、ベスト等、活動上

必要となる被服等を貸与

・発足式の開催
　　実施日　令和２年８月６日（木）
　　場所　　太田市消防本部　5階　会議室

活
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内

容

★

第
Ⅲ
章

消
防
団
活
動
事
例
〈
消
防
団
員
確
保
対
策
〉

【効果・意見】
・ 機能別消防団員の導入により、基本消防団員の補完的な役割を担うことで、より一層
災害対応が強化できる。
・ 基本消防団員は減少傾向であるが、消防団員の確保ができる。また、機能別消防団員
として活動していく中で、消防団活動に興味があれば将来的に基本消防団員としての
入団に繋がる。

【検討・活動予定】
・ 情報収集のほか、避難所の運営補助（通訳）、ラッパ吹奏や消防団の PRなどの予防広
報といった活動を行う機能別消防団員を募っていく。
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とちぎ学生防災サークル
支援事業について
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都道府県名　　　栃木県
消防協会名　　　公益財団法人　栃木県消防協会
実団員数　　　　１４，５４３名（うち女性団員３０３名）
ＨＰアドレス　　http://www.tochisyobokyo.sakura.ne.jp
消防協会事務局　〒３２１－０４１４
　　　　　　　　栃木県宇都宮市中里町２４８
　　　　　　　　公益財団法人　栃木県消防協会
　　　　　　　　電　話　０２８－６６６－５３８１
　　　　　　　　メールアドレス　tochisyobokyo@bz01.plala.or.jp

　栃木県消防協会では、令和元（2019）年度から、若者の地域防災への関心を高める
とともに、地域防災の要である消防団員の加入促進を図るため、県内大学等と連携して、
学生の消防・防災に関するサークル活動の活性化を支援する「とちぎ学生防災サークル
支援事業」を栃木県から受託し実施しています。
　令和元年度は、この事業に参加した「帝京大学防災ボランティアＥＲＳＵ」、「作新学
院大学学生消防団」、「白鷗大学め組白鷗」の３つの学生サークルに対し、市町や各消防
本部（局）、消防団等関係機関との連絡調整等の支援や、サークル活動に必要な、パトロー
ルベストや腕章、安全長靴などの装備品あるいはレスキュー用簡易寝袋、避難所でも使
用される段ボール製ベッドなど資機材の支給を行いました。
　これらのサークルは連絡協議会「DAME-iT」を結成し、お互いの活動内容について
の情報交換や合同の活動の実施など、サークル活動の一層の充実に向けて取り組んでい
ます。「DAME-iT」とはDisaster　Action　MEmber-in Tochigi の略で、決めたこ
とは実行する！という強い意志を表したものです。
　令和２年２月２６日に、令和元年度の活動報告会＆認定証交付式が栃木県庁危機管理
センターで開催されましたので、各サークルの主な活動を紹介します。

○帝京大学防災ボランティアＥＲＳＵ（写真１）
　地元宇都宮市の防災訓練に参加し、初期消火訓練や炊き出し、バケツリレー等に参加
するとともに、身の回りにあるものでご飯を炊く「空き缶ご飯の実演」などユニークな
活動も行っています。
　また、令和元年東日本台
風で被害を受けた宇都宮市
大谷町周辺で、がれき撤去
や被災者宅の片付けの手伝
いなども行いました。
　毎年３月１１日には宮城
県南三陸や気仙沼周辺で被
災地ボランティアや見学会
などに参加しています。（今
年は新型コロナの影響で中
止されました。）
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○作新学院大学学生消防団（写真２）
　団員には防災士の資格者もおり、
商業施設などで「身近なもので作る
防災グッズ教室」を開催するなどの
活動も行っています。大学のある宇
都宮市清原地区の総合防災訓練が作
新学院大学で実施され、学生消防団
は様々な訓練に参加しました。
　学内においても、避難器具を使用
した避難訓練や消火器を使った消火
実技訓練を行う「学内合同消防訓練」
を実施したり、学園祭での防災ガイ
ドチラシの作成・配付や、令和元年
東日本台風の義援金募金活動などを行いました。

○白鷗大学め組白鷗（写真３）
　令和元年７月に発足したばかりの
サークルで、地元小山市の総合防災
訓練の見学や、防災の日関連シンポ
ジウムに参加しました。また、防災
サークルとして基本となる「防災と
は何か」を学ぶための勉強会を小山
市消防本部の協力のもと実施しまし
た。
　令和元年東日本台風では同大学の
大行寺キャンパスの多くの建物が床
上浸水の被害を受けたため、他の学
生達とも力を合わせて母校の復旧作業を行うという実際の被災・復旧も経験することと
なりました。
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　学生防災サークルは、まだ数も少なく、活動内容も限られたものですが、今後とも、
県とともにこうした活動を支援することにより、また、新たなサークルの掘り起こしな
どを図りながら、より多くの学生や若者に地域防災への強い関心を持ってもらえること
を期待しています。
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消防団ふれあい祭り
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都道府県名　　　広島県
消防団名　　　　福山市消防団
実団員数　　　　２，８３９名（うち女性団員４９名）
ＨＰアドレス　　http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/
　　　　　　　　soshiki/shobokeibou/659.html
消防団事務局　　〒７２０－０８２５
　　　　　　　　広島県福山市沖野上町五丁目１３番８号
　　　　　　　　福山地区消防組合消防局　警防課　
　　　　　　　　電　話　０８４－９２８－１１９３
　　　　　　　　メールアドレス　shoubou-keibou@city.fukuyama.hiroshima.jp

実　施　日：　令和元年１１月３日（日）
場　　　所：　福山市立曙小学校
目的・経緯： 　福山市消防団では、大規模災害が近年多発する中、将来にわたり地域防

災力の中核を担っていく必要性を強く感じているところです。しかしなが
ら、少子高齢化及び人口減少に伴い、消防団員の確保に向けては、中長期
的にみると非常に危惧すべき事態だと考えています。そこで、将来の消防
団員確保に向け、子どもを対象にした、消防団ふれあい祭り（第３方面隊
主催）を地域との交流も兼ねて行いました。

対　　　象：　地域の子どもたち
そ　の　他： 　チラシ１万枚を作成し、保育所、幼稚園及び小学校に配布し、より多く

の子どもたちに来てもらえるよう取り組みました。
費　用　等：　屋台やチラシ等（３０万円程度）

内　　　容： 　子どもたちに喜んでもらうために、催し物では木遣りや寸劇、屋台では
景品付きのゲームや美味しい食べ物、体験スペースでは、放水体験や、消
防車乗車体験、煙体験ハウス等を団員自ら企画して行いました。来場者ア
ンケートではイベントの満足度が非常に高く、消防団員と直接ふれあうこ
とで、子どもたちにも消防団を身近な存在として感じてもらえることがで
きたと感じています。

　　　　　　 　今後もこのような活動を通して、将来の地域防災を担う消防団員の確保
に向け、取り組んでいきたいと思います。
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【広報チラシ】 【屋台（食べ物）】
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【催し物（木遣り）】

【屋台（ヨーヨー釣り）】

【防火衣着装体験】

【乗車体験】【放水体験】

【集合写真】

【催し物（寸劇）】
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消防団員募集の
ラッピングバスを運行！
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要

都道府県名　　福岡県
消防団名　　　大牟田市消防団
実団員数　　　６９３名（うち女性団員３２名）
ＨＰアドレス　http://artproducts.thick.jp/omuta-vfd/
消防団事務局　〒８３６－０８４４
　　　　　　　福岡県大牟田市浄真町４６
　　　　　　　大牟田市消防本部　総務課　消防団係
　　　　　　　電話　０９４４－５３－３５２２
　　　　　　　メールアドレス　e-syoubousoumu@city.omuta.fukuoka.jp

実　施　日：　令和２年９月１日～令和３年２月２８日（６ヶ月間）
場　　　所：　大牟田市内の一般路線
目的・経緯： 　消防団の認知度向上及び団員加入促進を目的に総務省消防庁の「企業・

大学等との連携による女性・若者等の消防団加入促進支援事業」を活用し
て、消防団員募集ラッピングバスを作成し、運行しました。

内　　　容：　ラッピングバス
　　　　　　　【デザイン】
　　　　　　　 　ベースカラーは消防活動では欠かせない「水の色」である「青」としています。
　　　　　　　【キャッチフレーズ】
　　　　　　　 　「あなたの力が、みんなの笑顔に。」これは消防団の地域への取組みや

活動が、市民の安心安全につながり、その先には市民の安心した笑顔に
つながるように願いを込めています。

　　　　　　　【応援メッセージ】
　　　　　　　 　コロナに負けない、７月豪雨からの復旧、復興へのエールも込めて「が

んばろう大牟田」の文字も掲げています。
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　鮮やかな「青」色で目立ち、広報誌やラジオ、ＳＮＳ等で宣伝した効果もあり、市民
の方々の認知度は高くなっています。今後は消防団のイベントでの展示も行い、さらな
る消防団への理解が期待されます。
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都道府県名　　北海道
消防団名　　　西胆振行政事務組合　伊達消防団
実団員数　　　２３０名（うち女性団員１８名）
ＨＰアドレス　http://nfd119.sakura.ne.jp/index.html
消防団事務局　〒０５２－００１２
　　　　　　　北海道伊達市松ヶ枝町１３番地１
　　　　　　　西胆振行政事務組合伊達消防署　庶務課　消防団係
　　　　　　　電話　０１４２－２３－２１１９
　　　　　　　メールアドレス　date-dfd-syomu@chic.ocn.ne.jp

実　施　日：　平成３１年２月２２日　１台目導入
　　　　　　　令和　元年８月２９日　２~４台目導入
　　　　　　　令和　２年９月３０日　５~６台目導入
場　　　所：　各分団車庫
目的・経緯： 　大規模災害発生時に地域防災力の中核となる消防団の救助対応力の向上

を図るため、平成３１年より各分団へ配備し、風水害、来るべき有珠山噴
火に備えるために整備したもの。

対　　　象：　女性分団を除く８分団中、６分団で導入
　　　　　　　※残り２分団については、地域の実情に応じ、別車両を整備する予定。
費　用　等：　１台　約１，７４４万円
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救助対応多機能型積載車の導入
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　救助資機材の導入により、増加する自然災害への対応が期待されるところであり、地
域住民からの期待の声も大きい。
【検討課題】
　従来の消防団車両と比較し、積載資機材が増加したことから訓練の回数を増やす必要
があり消防団員が減少傾向にある中、訓練方法等のより一層の工夫が必要である。
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都道府県名　　福島県
消防団名　　　南相馬市消防団
実団員数　　　１，１０１名（うち女性団員１５名）
ＨＰアドレス　https://www.city.minamisoma.lg.jp/
　　　　　　　portal/safety/bosai/1/index.html
消防団事務局　〒９７５－８６８６
　　　　　　　福島県南相馬市原町区本町二丁目２７番地
　　　　　　　南相馬市役所　危機管理課　消防係
　　　　　　　電話　０２４４－２４－５２３２
　　　　　　　メールアドレス　kikikanri@city.minamisoma.lg.jp

実　施　日：　令和２年３月２２日（日）（配車式）
場　　　所：　南相馬市防災備蓄倉庫　駐車場
目的・経緯： 　消防団車両の老朽化に伴う消防ポンプ自動車及び水槽付消防ポンプ自動

車の更新
対　　　象：　【ポンプ車】鹿島区団第一分団第２部
　　　　　　　【タンク車】原町区団第一分団機動部
費　用　等：　消防車両増強事業債（１００％）（緊急防災・減債事業債）
　　　　　　　４８，２３５，０００円（税込み）
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福島県南相馬市消防団
消防ポンプ自動車・
水槽付消防ポンプ自動車　更新配備
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【団員の反響】
　地域の安心安全を守るために、長年にわたってともに活動してきた仲間であるポンプ
車・タンク車がなくなることは、とても寂しく感じる。しかし、近年日本全国で発生す
る火災・風水害は深刻さを増しており、消防団としても、有事の際には地域を守るため
に力を尽くさなければならないとも思っている。その為に必要な別れと考え、今後は新
たに配備してもらった車両とともに、これからも地域を守るためにできる限りのことを
していこうと思っている。

【今後の課題と活動予定】
　配備前より世界的・全国的に新型コロナウィルスの感染が拡大している情勢であり、
配備直後の４月には南相馬市でも新型コロナウィルスの罹患者が発生したことから、消
防団においても必要最低限の活動のみ行う方針をとっており、今回車両を更新した部を
はじめ、満足のいく訓練ができていない状況が続いている。今後は、新型コロナウィル
ス感染状況を注視し、団員の安全を第一としたうえで、配備した車両を使用した訓練な
どを行い、有事の際には、消防人としての使命を達成できるよう努めることが重要であ
る。
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都道府県名　　　三重県
消防団名　　　　度会町消防団
実団員数　　　　１６５名（うち女性団員０名）
ＨＰアドレス　　https://www.town.watarai.lg.jp/
消防団事務局　　〒５１６－２１９５
　　　　　　　　三重県度会郡度会町棚橋１２１５－１
　　　　　　　　度会町役場　みらい安心課
　　　　　　　　電　話　０５９６－６２－２４２４
　　　　　　　　メールアドレス　bosai@town.watarai.lg.jp

　度会町消防団では、令和２年４月１日から条例定数を７名増員したうえで、役場職員
６名による機能別分団を新たに組織化しました。
　元々、度会町では消防団組織化当初から、職員の入団を認めていませんでした。地震
等大災害発生時に職員は、消防団として活動するのではなく、災害対策本部員としての
業務をこなし、また行政業務を継続させる必要があることから、災害が大きくなればな
るほど、消防団の実働人数を減らすことになり、団機能を低下させてしまう恐れがある
と考えられてきたためです。しかしながら、近年消防団員もサラリーマン化しており、
町外へ勤める団員が多くなり、当団においても、特に平日日中における火災等対応への
出動人員は、自営業等を営む限られた団員が主となっていました。
　機能別分団員として入団した６名の若手職員は、活動を平日日中のみと限定しており、
団員が手薄となる時間帯をカバーする役割に特化しています。職員は基本的に役場庁舎
内で勤務しており、過去から火災等の規模によっては、職員として団員の後方支援を担っ
てきました。
　今後、機能別団員は、基本団員と同等の訓練を受け、ポンプ等の操作方法や心肺蘇生
法など、技術・知識を取得することとなり、これまで以上の活動に期待が寄せられてい
ます。
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度会町消防団　機能別分団を配備
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　機能別分団配備から現在にいたるまで、機能別分団の出動を伴う災害は発生していません。
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都道府県名　　　滋賀県
消防団名　　　　草津市消防団
実団員数　　　　２３３名（うち女性団員２３名）
ＨＰアドレス　　https://www.city.kusatsu.shiga.jp/kurashi/bosai/shobodan/index.html
消防団事務局　　〒５２５－００２８
　　　　　　　　滋賀県草津市上笠町４７７番地１
　　　　　　　　湖南広域消防局　西消防署　庶務管理係
　　　　　　　　電　話　０７７－５６８－０１１９
　　　　　　　　メールアドレス　nishi@konan-kouiki.jp

　草津市消防団では、平成２５年１２月に消防団を中核とした地域防災力の充実強化に
関する法律の制定を受け、消防団の装備の基準が改正されたことから、平成２８年度か
ら計画的に装備品の充実強化を図りました。
　平成２８年度は、地域での災害は勿論のこと、大規模災害時には、隣接する守山市、
栗東市、野洲市の間で通信ができる「デジタルＭＣＡ無線機」を１５台配備するとともに、
無線機運用マニュアルを策定し団員には交信方法等について周知しました。
　平成２９年度は、災害現場において団員の安全を図ることを目的に、ゴム長靴からゴ
ム長靴兼用編み上げ靴を男性団員全員に貸与しました。
　平成３０年度は、災害時の救命処置はもちろんのこと、消防訓練指導等の出向時にも
活用できるよう、各分団ポンプ車に自動体外式除細動器（ＡＥＤ）８台を配備するとと
もに、令和元年度には、ポンプ車及び女性分団車両に救急バック（蓋と一体構造のリー
メン型ショルダーバック）９個を配備し、消防団活動における装備品の充実強化を着実
に図っています。
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装備品の充実強化　着実に！
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　今回導入したゴム長靴兼用編上げ靴については、従来の長靴より「活動しやすい」と
団員からは好評でした。
　デジタルＭＣＡ無線機については、確実な情報伝達が可能となったことから、確実な
消防団活動が行える体制が整いました。
　ＡＥＤ及び救急バックについては、消防団員が自治会等の消防訓練等に出向する機会
が多く持参できることから、地域住民の安心・安全につながると考えています。
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デジタルMCA無線機
平成２８年度配備

ゴム長靴兼用編上げ靴
平成２９年度配備

ＡＥＤ
平成３０年度配備

救急バック
令和元年度配備
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都道府県名　　　和歌山県
消防団名　　　　橋本市消防団
実団員数　　　　５７８名（うち女性団員２名）
ＨＰアドレス　　http://www.city.hashimoto.lg.jp/guide
　　　　　　　　/shobohonbu/shobo_shigoto/syouboudan/index.html
消防団事務局　　〒６４８－００７２
　　　　　　　　和歌山県橋本市東家六丁目２番１号
　　　　　　　　橋本市消防本部　総務課　消防団係
　　　　　　　　電　話　０７３６－３３－３７１１
　　　　　　　　メールアドレス　shobo@city.hashimoto.lg.jp

　橋本市消防団では、平成２７年からチェーンソーの配備を進めており、この度、消防
庁の消防団設備整備費補助金（消防団救助能力向上資機材緊急整備事業）を活用し、令
和元年８月、全消防団器具庫への配備が完了しました。
　更に、チェーンソー使用時の安全対策のため、防護パンツ及び耐切創手袋を配備する
予定です。
　近い将来起こりうる南海トラフ巨大地震が危惧されている中、橋本市では、古い家屋
が多く山林地帯も広いことから、大規模地震発生による家屋倒壊や倒木等の被害に迅速
に対応するため、チェーンソーをはじめ様々な装備の充実強化を進めています。
　また、配備に伴い、教育訓練として令和元年１１月１０日と１７日の２日間、安全か
つ的確な現場活動を図るため、約２００名の消防団員が参加し、チェーンソー取扱訓練
を実施しました。
　今後も災害時における消防団のより効果的な現場活動、安全管理のため、資機材の充
実強化を推進していきます。
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全消防団器具庫に
チェーンソーを配備！
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　消防団の装備の充実強化は、地域防災力の強化に繋がっています。
　その一方、配備するだけでは、チェーンソーのように危険を伴う装備もあり、取扱い
を誤ると二次災害の発生も考えられます。
　このことからも、装備の充実強化と共にそれに伴う取扱い訓練等の教育訓練は、必要
不可欠なものであると考えます。
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都道府県名　　徳島県
消防団名　　　美馬市消防団
実団員数　　　６００名（うち女性団員２２名）
ＨＰアドレス　http://www.city.mima.lg.jp/
消防団事務局　〒７７９－３６０１
　　　　　　　徳島県美馬市脇町字拝原１７４２番地１
　　　　　　　美馬市消防本部　総務課　消防団事務　
　　　　　　　電話　０８８３－５２－３０６１
　　　　　　　メールアドレス　syoubou@mima.i-tokushima.jp

　美馬市では昭和５１年の台風１７号や平成１６年の台風２３号により、河川氾濫や集
落が孤立するなどの甚大な被害に遭っています。
　近年日本各地で豪雨災害が頻発し、南海トラフ巨大地震の発生が危惧されるなど、大
規模災害が目前に迫っている中対策が急務になっており､ 発生時は地域の消防団員によ
る人命救助活動が必要不可欠になります。
　そこで､ 美馬市消防団は消防団設備整備費補助金（消防団救助能力向上資機材緊急整
備事業）を活用し、つぎの資機材を全分団（１８分団）に配備しました。

・配備資機材
　 令和元年６月　チェーンソー２種類を２台
ずつ・エンジンカッターを２台ずつ
　 同年７月　ＡＥＤを１台ずつ
　 令和２年１月　デジタル簡易無線を３台ず
つで既存を含め班長以上に１台配備
　 同年２月　油圧ジャッキを４台ずつ
　 今後も同補助金を活用し配備資機材を拡充
する予定です。

・訓練
　配備した資機材の訓練として消防職員を講
師で招き普通救命講習を令和元年度に２回開
催し、合計１４７名の団員が受講しました、今
後も消防職員を講師として招き、チェーンソー
やエンジンカッターなどの取扱訓練も計画し
ていきます。

消
防
団
概
要

救助能力向上に向けた
資機材整備と訓練

活

動

内

容
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都道府県名　　佐賀県
消防団名　　　多久市消防団
実団員数　　　３６７名（うち女性団員１８名）
ＨＰアドレス　https://www.city.taku.lg.jp/
消防団事務局　〒８４６－８５０１
　　　　　　　佐賀県多久市北多久町大字小侍７番地１
　　　　　　　多久市役所　防災安全課　消防防災係
　　　　　　　電話　０９５２－７５－２１８１
　　　　　　　メールアドレス　bosaianzenka@city.taku.lg.jp

日　　　時：　消火活動時、災害発生後の危険個所巡回時、行方不明者捜索時
場　　　所：　多久市内における災害発生現場及び火災現場、捜索現場
目的・経緯： 　令和元年度から多久市消防団ではドローンを災害時等や捜索に活用する

専門の組織を設立し、団員がドローン隊員として災害時、火災時に活動を
行っている。

　　　　　　 　具体的な活動内容として、二次災害の危険性が高く団員が直接立ち入れ
ない場所を、ドローンを用いて至近距離から調査、確認する作業や、大規
模な災害が生じた際に空中からの状況把握を中心に活動している。

　　　　　　 　実際の運用例としては、令和元年８月の前線に伴う大雨の被害状況把握
調査や、火災現場の状況確認が中心となっており、肉眼での把握が困難な
現場においてドローン隊は大きな役割を果たしている。

　　　　　　 　また、隊員の技術力向上を目的とした訓練を月１回行い、有事の際にド
ローンを有効活用できるよう腕を磨いている。

【ドローン隊の活動実績】（令和元年８月の前線に伴う大雨）

 
   

消
防
団
概
要

ドローン隊による新しい消防団活動

活

動

内

容
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【訓練時の様子】（上）消防団防火演習における上空からの状況把握
 （下）ドローン隊員の操作訓練】

活

動

内

容

 ドローンを導入する前は、危険箇所に団員が実際に立ち入って捜索する場面において、
二次災害の危険から十分な活動ができないこともあった。
　そのため、ドローンを用いて団員が立ち入るのが困難な災害、火災現場を近距離から
調査、撮影できるようになったことで、団員の安全を確保しながら活動を行うことがで
きるようになった。
　また、消防団の訓練でも、上空から各分団の部署位置などを撮影することで、詳細な
状況把握が可能となり、動画や画像を用いて団員間で課題を共有できるようになった。
　今後の課題としては、ドローンを操作できる団員が消防団全体でも少人数であること
が挙げられるため、今後は団内でドローン操作技術を共有し、ドローンを活用できる団
員を育成していく必要がある。

特
　
記
　
事
　
項
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都道府県名　　岩手県
消防団名　　　遠野市消防団
実団員数　　　８７５名（うち女性団員４１名）
ＨＰアドレス　http://www.city.tono.iwate.jp/
消防団事務局　〒０２８－０５０１
　　　　　　　岩手県遠野市青笹町糠前１０－４６
　　　　　　　遠野市消防本部（遠野消防署内）
　　　　　　　電話　０１９８－６２－２１１９
　　　　　　　メールアドレス　syobosyo@city.tono.iwate.jp

消
防
団
概
要

消防団機関運用・
通信機器取り扱い訓練

実　施　日：　令和２年７月５日（日）８：３０～１６：３０
　　　　　　　　　　　８月２日（日）８：３０～１１：３０
　　　　　　　　　　※３密を避けるため、各分団１時間とし１１回に分けて実施
場　　　所：　遠野市総合防災センター

目　　　的：　林野火災等が発生した際に、より安全で確実かつ迅速な活動を行うため。
　　　　　　 　また、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から消防演習、消防操法

競技会ともに中止となっている状況の中で、感染防止対策を講じながら機
関員としての技術を習得し、災害現場において中核的消防活動を遂行でき
る能力の向上を図ることを目的とする。

参　加　者：　遠野市消防団　消防ポンプ機関員及び機関員を指導する立場の者
　　　　　　　　　　　　１１分団　計２７３名活

動

内

容

　新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、遠野市内の全１１分団を時間帯が重な
ることがないように、１回の訓練で２０名～３０名で実施した。訓練中は小型ポンプ×
２、自動車ポンプ×１、筒先の４ヶ所グループに分けて行い、訓練棟Ａ・Ｂの１階から
３階までを使用し高低差、背圧等を考慮した訓練とした。また、各グループ間ではトラ
ンシーバーを使用しての情報伝達とした。
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都道府県名　　山形県
消防団名　　　朝日町消防団
実団員数　　　２９０名（うち女性団員１２名）
消防団事務局　〒９９０－１４４２
　　　　　　　山形県西村山郡朝日町大字宮宿１１１５
　　　　　　　朝日町役場　総務課　危機管理係
　　　　　　　電話　０２３７－６７－２１１１
　　　　　　　メールアドレス　bousai@town.asahi.yamagata.jp

消
防
団
概
要

朝日町消防団第６５期初任科訓練

実　施　日：　令和２年９月６日（日）
場　　　所：　開発センター、朝日町役場東側駐車場
目的・経緯： 　消防精神の養成と規律訓練の基本を習熟させるため、消防団の役割を学び、

火災防ぎょ訓練等を通して、基本動作をマスターすることを目的としています。
対　象　者：　新入消防団員等
内　　　容： 　今回で６５回目となる本訓練は、新型コロナウイルス感染症の影響によ

り、例年より約５か月遅れの実施となりました。
　　　　　　　参加者は新規消防団員を始めとした１７名です。
　　　　　　 　消防団幹部指導のもと、午前には現場活動と安全管理を学ぶ「消防団の

役割」を受講、また、集合要領や体形方向転換を訓練する「訓練礼式」、ホー
ス、筒先等各器具の使い方を習得する「操法基本訓練」を実施しました。

　　　　　　 　午後からは「機関揚水訓練・防ぎょ訓練」を行い、計器から状況を判断
できるよう機関トラブルへの対応力を養成しております。活

動

内

容

「操法基本訓練」

「機関揚水訓練・防ぎょ訓練」

　新型コロナウイルス感染症の影響により、春季消防演習を始めとした事業が中止・延
期となる中、幸いにも山形県内においては感染者が一定期間確認されていない状況でし
たので、参加者のマスクの着用や、座学を行う会場を変更するなどの対応により、訓練
を実施することができました。
　今後は機関講習・図上訓練を予定していますが、感染の状況を見極めながら、訓練を
通して消防力の維持・向上に努めていきます。

特
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都道府県名　　神奈川県
消防団名　　　海老名市消防団
実団員数　　　１７９名（うち女性団員７名）
ＨＰアドレス　http://www.city.ebina.kanagawa.jp
消防団事務局　〒２４３－０４１１
　　　　　　　神奈川県海老名市大谷８１６番地
　　　　　　　海老名市消防本部　消防総務課　地域消防係
　　　　　　　電話　０４６－２３１－０３９４
　　　　　　　メールアドレス　syobo-soumu@city.ebina.kanagawa.jp

消
防
団
概
要

消防署・消防団合同訓練
～大規模風水害に備えて～

実　施　日：　令和２年９月１３日（日）
場　　　所：　神奈川県消防学校「災害救助訓練場」（神奈川県厚木市下津古久２８０番地）
目的・経緯： 　近年の甚大化する風水害に対応するため、今年度消防団に水難救助用ボー

トを７艇配備しました。　　　
　　　　　　 　海老名市では、昨年の台風１９号において市境を流れる相模川が、上流

にあるダムの緊急放流に伴い、氾濫する危険が生じたため、地域住民に避
難勧告を発令しており、いつ発生するかわからない風水害への対策、強化
が早急な課題となっています。

　　　　　　 　このような状況を鑑み、こ大規模風水害に迅速確実な対応を図るため、
消防署・消防団合同訓練を実施いたしました。

　　
【救命胴衣着装要領】　　　　　　　　　　
　自身や要救助者の安全確保を徹底するため、着装要領を確認しました。

活

動

内

容

【救命ボート組立て要領】
　ボートの組立て方法、組立て時及び使用時の注意点を確認しました。
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活

動

内

容

【ボート操船及び要救助者救出訓練】
　安全確実な操船技術の習得を図りました。

【浸水時における体験訓練】
　 水流を受けながらの階段歩行、実際に水圧がかかった扉の開閉などを体験をすること
で、避難・誘導時の注意点を確認しました。

【想定訓練】
　 建物１階部分が浸水した想定で、２階部分からの救出訓練を行い、注意点等を確認しました。
　（※車両荷台部分を建物２階と想定）

　当市では平成２３年度から毎年消防署と消防団の合同訓練を実施していますが、風水
害を想定した訓練は初めての試みでした。参加団員の中には、水上訓練ということで不
安や緊張の表情を浮かべる団員もいましたが、近年頻発する全国各地の風水害による被
害を見聞することで、危機感を強く持ち地域を守る消防団の重責を再認識する有意義な
訓練となりました。
　これからも、多様化する災害から地域及び市民を守るため、知識、技術の向上に努め、
消防団員と消防職員の連携をより一層強固なものとし、地域防災力向上に邁進していき
たいと考えております。
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都道府県名　　愛知県
消防団名　　　新城市消防団
実団員数　　　８１８名（うち女性団員２名）
消防団事務局　〒４４１－１３６１
　　　　　　　愛知県新城市平井字新栄８３
　　　　　　　新城市消防本部　消防総務課　消防係
　　　　　　　電話　０５３６－２２－４８０３
　　　　　　　メールアドレス　soumu-shoubou@city.shinshiro.lg.jp

消
防
団
概
要

基本火災想定訓練の実施

実　施　日：　令和２年７月１９日（日）６時００分から１７時３０分　１班１５分間
場　　　所：　新城市消防防災センター
目的・経緯： 　コロナ禍により昨年度から実技訓練が出来ていない中、緊急的に実践的

な火災想定訓練を行い、団員間の信頼関係の構築、技術の向上及び連携の
強化を図ることを目的とする。

対　　　象：　新城市消防団　全３８班　１班あたり　３名以上６名未満
費　用　等：　なし
内　　　容：　火災指令メール受信から放水開始、鎮圧まで一連の活動を実施する。

活

動

内

容

①指令メール受信

③詰所に到着し防火衣を着装

⑤水利部署 ⑥ポンプの設置

④出動（水利まで約１００ⅿ）

②スポーツドリンクを飲む
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活

動

内

容

参加団員を対象に訓練実施後アンケートを実施（回答数　約２３０名）
　（１）結果
　　　①　訓練の内容について　よい２０４名
　　　②　この訓練の必要性について　必要と感じる　２０８名
　（２）団員の意見
　　　・実践的な訓練であったため継続すべきとの意見多数あり。
　　　・ 操法訓練と比較した数多くの意見がありました（操法訓練あるならば本訓練不要、

操法訓練をやめて本訓練など）。
　　　・ 毎年１１月に実施している火災想定訓練を、中継訓練と認識している意見も多

数あり、中継訓練よりも火災想定訓練が必要との意見もありました。

特
　
記
　
事
　
項

⑦ホース１線延長（水利から火点まで約１３０ⅿ）

⑧放水（第１火点鎮圧後、第２火点へ移動）

⑨鎮圧 ⑩振り返り
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都道府県名　　静岡県
消防団名　　　焼津市消防団
実団員数　　　５００名（うち女性団員１７名）
ＨＰアドレス　 https://www.city.yaizu.lg.jp/g01-007/shobodan/shobodan.html
消防団事務局　〒４２５－００４１
　　　　　　　静岡県焼津市石津７２８－２
　　　　　　　焼津市防災部地域防災課　防災対策担当
　　　　　　　電話　０５４－６２３－２５７２
　　　　　　　メールアドレス　shobodan@city.yaizu.lg.jp

消
防
団
概
要

火点攻撃　～ガンタイプノズル・
４０ｍｍホース　全分団配備～

実　施　日：　　５月３１日（日） 　・　７月２６日（日） 
　　　　　　　１１月１５日（日） 　・ １１月２２日（日）　
場　　　所：　焼津市消防防災センター
目的・経緯： 　建築物の構造や製品・技術の発展など、社会環境の進化とともに火災の

燃焼挙動も年々多様化しています。その変化に応じて配備した消火機器材
の安全かつ効率的な運用を目的とし、全団員を対象とした『火災戦術講習』
を実施しました。今年度新たに開催したこの講習は、正しい知識を共通認
識することで的確な行動へと繋がり、常備消防と連携した戦術の習得など、
団員の技術向上に繋がりました。

対　　　象：　全ての焼津市消防団員
内　　　容： 　従来の住宅火災をはじめ、近代的住宅火災の消火活動を的確に実施する

ため全分団に配備した【ガンタイプノズル】及び【４０㎜ホース】を有効
活用し、機動性の向上を図るとともに消火効果の高い活動を習得する実践
的な訓練。

【座学】
・火災の燃焼特性
　火災性状と燃焼挙動の変化
　旧木造家屋から近代的住宅
・ 消火活動の基本的な考え方
　旧木造家屋⇒包囲戦術
　※火点攻撃を必ず同時に行う
　　高気密高断熱住宅⇒区画内火災攻撃
・注水要領　
　直接消火・間接消火（レイマン＆レイン）・複合消火
　消防団資器材を有効活用した消火活動の在り方
・ガンタイプノズルと４０㎜ホースの運用（メリットとデメリット）
・消火活動・補水・中継・破壊活動・残火処理など、常備消防との連携

活

動

内

容

【実技】
・諸元及び取扱要領説明　
　　ガンタイプノズル：各部名称、レンジ切り替え、レバー操作、タービンティース
　　４０㎜ホース：ダブルジャケットとシングルの違い、Ｖ字摩耗厳禁
・注水要領及びホース延長要領
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活

動

内

容

○自由意見
　・ 今までは闇雲に水を放水していたが、火点への攻撃が最も消火効果を得ると認識し

た。
　・動画での説明がわかりやすかった。
　・一回だけでなく、繰り返し受講し経験を積みたい。
　・座学を受講して特性を理解してから実技を受講した方が体得しやすい。
　・ 現場到着までの対応や、無線機の使用訓練・座学等を受講して現場対応に備えてい

きたい。
　・実際に災害現場に出られている隊員の方から生の声が聞くことができて良かった。
　・防護衣の着脱等、新型コロナウィルス対策をふまえた訓練が必要である。
〇今後希望する訓練内容
　・火災系（操法訓練、放水訓練、消防車の仕組み、消防車到着までの初期対応）
　・救急系（ＡＥＤ、現場での止血方法、）
　・防災系（水害・土砂災害等対応訓練、ボートを使用した避難訓練）

〇訓練参加アンケート（第１～３回目）

特
　
記
　
事
　
項

　　放水体勢　立位、座位など　※ラバーコーン標的、２階開口部へレイン注水
　　２重巻きホース延長要領及びノズル、媒介金具設定済み折島田の活用紹介
　　補助者の役割と要領
・ポンプ運用
　　ノズル圧０．７MPaに設定（摩擦損失逆算）
　　異径ホースの危険性説明
　　分岐⇒６５㎜管そう＆４０㎜ガンタイプノズル　注意して放水体験

参加者年齢層
29歳以下
5％

30歳代30歳代
11％11％

良い良い
73％73％

火炎系火炎系
40％40％

救急系救急系
29％29％

防災系防災系
23％23％

普通普通
26％26％

良くない良くない
1％1％

その他その他
8％8％

40歳代40歳代
44％44％

50歳代50歳代
37％37％

60歳代60歳代
3％3％

訓練内容について 今後希望する訓練内容
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都道府県名　　　島根県
担当部署名　　　松江市消防団
実員数　　　　　２，０３１名（うち女性団員２５名）
ＨＰアドレス　　http://www1.city.matsue.shimane.jp/anzen/
　　　　　　　　shoubou/matsue-syouboudan/ 
消防団事務局　　〒６９０－８５２１
　　　　　　　　島根県松江市学園南１丁目１７番３号
　　　　　　　　松江市消防本部　消防総務課　消防団室
　　　　　　　　電　話　０８５２－３２－９１１３
　　　　　　　　メールアドレス　fd-shouboudan@city.matsue.lg.jp

消
防
団
概
要

ＹｏｕＴｕｂｅを活用した
新入団員へのｅ―ラーニング教育

実　施　日：　令和２年４月下旬から６月上旬
場　　　所：　松江市消防本部
目的・経緯： 　新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、年度当初に計画をしていた各

種訓練が中止や延期になったことを受けて、現場活動に支障を来さないよ
うに最低限の知識をいち早く伝達し、安全確実に活動をしていただけるよ
う、新たに松江市消防団へ入団された団員向けに YouTube を活用し自宅
で学べる訓練動画を作成し配信しました。

内　　　容： 　消防団員として団体行動や団結力を高める上で必要となる「規律訓練」や
消火活動を行う上で欠かせない「ホースの取り扱い」を詳しく紹介しています。

　　　　　　 　さらに有事の際に器材が壊れていては活動の支障となるため普段の点検
の仕方や小型ポンプの正しい使用方法についても「ポンプ放水要領と小型
ポンプの日常点検」と題し、配信しております。

YouTube URL： https://www.youtube.com/channel/
　　　　　　　　UCVBDKwv1sQk3RBv51jaMGrA

活

動

内

容 YouTube　QRコード

【規律訓練】編 【小型ポンプの日常点検】編

　新入団員はもとより、経験豊富な団員からも「こういう動画があるとわかりやすい」
「もっとバリエーションを増やしてほしい」との声が上がりました。さらに全国の消防
本部から「わが町の消防団員へ訓練動画を使用し初任団員訓練の補完をしたい」との要
望も届いております。
　また、松江市消防団では団員数が年々減少しているため、団員確保が課題です。
　今後もインターネットを活用した団員募集や地域に出向き積極的に募集活動をしてい
きたいと考えています。

特
　
記
　
事
　
項
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都道府県名　　茨城県
消防団名　　　土浦市消防団
実団員数　　　５１４名（うち女性団員１８名）※R2.4.1 現在
ＨＰアドレス　http://www.city.tsuchiura.lg.jp/page/dir000553.html
消防団事務局　〒３００－００４９
　　　　　　　茨城県土浦市田中町２０８３番地１
　　　　　　　土浦市消防本部　警防救急課　警防係
　　　　　　　電話　０２９－８２１－０１１９
　　　　　　　メールアドレス　119keibou@city.tsuchiura.lg.jp

実　施　日：　令和２年４月１日（水）「土浦市消防団応援の店」事業開始
目的・経緯： 　全国的に消防団員の減少が続く中、我が土浦市に於いても同様の傾向が

みられました。
　　　　　　 　そこで、地域防災の中核として活躍している消防団員を地域ぐるみで応

援し、消防団員の確保及び加入促進を図るため「消防団応援の店」事業を
導入しました。

　　　　　　 　本事業にご賛同いただいた店舗等の協力によって、消防団員やその家族
を対象にサービスを提供していただく事業であります。

　　　　　　 　登録事業所のメリットとして消防団を応援することを通じて地域貢献と
集客効果を図り、登録事業所と団員双方にメリットが見込まれ、地域や消
防団の活性化につながる事業と考えています。

対　　　象：　土浦市消防団員及び家族　
費　　　用：　１０，０００円（ポスター及びカード作成費用）
そ　の　他： 　「土浦市消防団応援の店」登録事業所数は４０事業所（令和２年９月現在）

に協力していただいており、登録いただいた事業所は土浦市消防本部ホー
ムページなどに掲載し広報しています。

　　　　　　 　今後も継続して登録事業所の募集活動と消防団応援の店事業の PRを実
施していき、消防団員の増加と地域の活性化及び防災力の向上につなげて
いきたいと思います。

活

動

内

容

土浦市消防団応援の店に関する要綱より抜粋
　第３条　　 消防団応援の店は、自らの責任において、消防団員等に対し、優遇措置の

提供を行うものとする。
　第１０条　優遇措置を受けようとするときは、団員カード等を提示すること。

特
　
記
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項
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土浦市消防団応援の店事業について

©土浦市

©土浦市
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都道府県名　　　静岡県
消防協会名　　　公益財団法人　静岡県消防協会
実団員数　　　　１８，５８８名（うち女性団員３９８名）
ＨＰアドレス　　http://www.shizuoka-shoboukyokai.or.jp/
消防協会事務局　〒４２０－０８５３
　　　　　　　　静岡県静岡市葵区追手町４４番地の１
　　　　　　　　公益財団法人　静岡県消防協会
　　　　　　　　電話　０５４－２２１－４１１９
　　　　　　　　メールアドレス　shizu-shoboukyokai@poppy.ocn.ne.jp

　平成３１年３月８日、静岡県議会２月定例会において、議員提出議案第１号「消防団
の活動に協力する事業所等を応援する県税の特例に関する条例の一部を改正する条例」
が原案どおり可決成立し、適用期間が同年４月１日から３年間延長されました。
　本条例は、円滑かつ安定的な消防団の活動の確保を図るため、一定の要件を満たした
事業所等の法人事業税や個人事業税を軽減するもので、平成２４年４月から実施されて
います。
　消防団に対する事業所等の理解が深まることにより、消防団員の活動環境の改善や、
消防団への加入促進が期待されています。

【対象となる事業所】
　・ 県内に事業所等を有し、かつ当該事業所等のすべてが県内市町の「消防団協力事業

所表示制度」の認定を受けていること。
　・ 県内の事業所等における使用人等のうち、消防団員が１人以上（出資金の額が１億

円を超える特別法人にあっては３人以上）いること。
　・ 消防団活動に配慮した就業規則等を整備していること。
【控除内容】
　・事業税額の 1/2 に相当する額を控除（100 万円を限度）
　　※ 平成 28年３月 31日以前に開始した事業年度に係る法人の事業税と平成 27年までの所得に対

して課税される個人の事業税の控除限度額は 10万円となります。

【控除実績（令和元年度）】
　・控除件数　個人４６件、法人１９４件
　・控除金額　個人８，２９８，３００円、法人１１４，８０２，４００円

活
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内

容
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消防団の活動に協力する事業所等を
応援する県税の特例について
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都道府県名　　岐阜県
ＨＰアドレス　https://www.pref.gifu.lg.jp/kurashi/shobo/ 
　　　　　　　shobodan/11193/dansiengenzeiseido.html
担当部署名　　〒５００－８５７０
　　　　　　　岐阜県岐阜市薮田南２丁目１番１号
　　　　　　　岐阜県　危機管理部消防課　企画係
　　　　　　　電話　　０５８－２７２－１１２２

　消防団活動に協力する法人等を支援するため、「岐阜県消防団協力事業所の支援のた
めの事業税の課税の特例に関する条例」を平成２７年３月に制定し、平成２８年４月１
日から施行しました。当時は２年間の実施期間でスタートしましたが、その後４年間の
延長となりました。

■制度の概要は、以下のとおりです。
対象
税目 法人事業税、個人事業税

対象 次の要件を全て満たす法人
（資本金又は出資金が１億円以下）又は個人

要件
１ 　県内に事業所等を有し、すべての事業所等が「消防団協力事業所表示制
度」による市町村長の認定を受けていること。
２　県内の事業所等の被雇用者等のうち、消防団員が１名以上いること。
３　消防団活動に配慮した規定（就業規則等）を整備していること。

控除
内容

事業税額の２分の１に相当する額を控除（１００万円を限度）
〔消防団員数が被雇用者等の１割以上の場合は２００万円を限度〕

適用
期間

法人事業税… 平成２８年４月１日から令和４年３月３１日までの間に終了す
る各事業年度

個人事業税… 平成２９年度～令和４年度（平成２８年～令和３年の所得に対
して課税）

活

動

内

容
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消防団協力事業所等支援のための
事業税減税

　本制度を利用する事業所等が増え、消防団活動等への理解が深まることにより、消防
団員の活動環境の改善や、消防団員の増加につながっていくことが期待されています。

特
記
事
項

第
Ⅲ
章

消
防
団
活
動
事
例
〈
消
防
団
協
力
事
業
所
・
サ
ポ
ー
タ
ー
事
業
〉

101



 
   

★

女性消防団員による
消防団員確保の取組

   

都道府県名　　　北海道
消防団名　　　　北見地区消防組合　訓子府消防団
実団員数　　　　１０１名（うち女性団員１４名）
消防団事務局　　〒０９９－１４３７
　　　　　　　　北海道常都呂郡訓子府町元町１０番地
　　　　　　　　北見地区消防組合消防署訓子府支署　警備救急係
　　　　　　　　電話　０１５７－４７－２４１９
　　　　　　　　メールアドレス　syoubou@town.kunneppu.hokkaido.jp

実　施　日：　令和２年１０月１８日
場　　　所：　訓子府町旭町シティーマート訓子府店
　　　　　　　訓子府町仲町セブン -イレブン訓子府店
目的・経緯： 　訓子府消防団は平成１５年以降消防団員実員数の減少が進み、定数に対

する消防団員の充足率が７割台まで落ち込んだことから団員の減少を食い
止めるためプロジェクトチームを結成、農業従事者との懇談会、団員募集
チラシの全戸配布・商店や事業所への掲示、２０代から４０代の男性をター
ゲットとした消防団員勧誘の声掛けなど、消防団員確保のため様々な入団
促進活動を実施した。

　　　　　　 　その結果、徐々にではあるが団員の減少に歯止めを掛けることができた
が、目標の実員数１００人には及ばなかった。

　　　　　　 　これまでの入団促進活動を改め、将来の消防団を担うこととなる少年少
女や女性に対してもターゲットの幅を広げた事業を展開し消防団の魅力を
発信することで安定的な消防団員の確保に繋がるものと考え、女性消防団
員が町内の商業施設の協力を得て街頭広報活動を実施した。
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容

　街頭広報活動を通して町民との交流の場を設け、消防団員に対する疑問や入団に際し
ての不安の解消など、消防団活動についての理解を図ることができた。
　また、地道な消防団勧誘活動を積み重ねた結果、平成３０年４月１日の実員数８５名
（うち女性消防団員６名）から平成３１年４月１日には９３名、令和２年１０月 1日に
は１０１名 (うち女性消防団員１４名 )となった。
　令和２年４月１日からは女子部を分団化するなど女性の活躍に力を注ぎ、今後も安定
的な消防団員の確保と実員数を定数の１０５名となるように、積極的な勧誘活動を継続
していきます。

特
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ファイル（表） ファイル（裏）
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防災紙芝居を活用した防災啓発活動

   

都道府県名　　　新潟県
消防協会名　　　村上市消防団
実団員数　　　　２，１０１名（うち女性団員１７名）
ＨＰアドレス　　http://www.city.murakami.lg.jp/site/shoubou-honbu/
消防団事務局　　〒９５８－０８７６
　　　　　　　　新潟県村上市塩町１２－６
　　　　　　　　村上市消防本部　総務課　消防広報係
　　　　　　　　電話　０２５４－５３－７２２１
　　　　　　　　メールアドレス　119.somu-kiko@city.murakami.lg.jp

　村上市消防団では平成２９年に広報指導
分団を立ち上げ、街頭啓発活動や消防フェ
スティバルなどでの啓発活動を実施してい
ます。発足当初に新聞で紹介されたことか
ら、保育園や地域の茶の間、栄養友の会な
どから防災指導を行ってほしいとの相談を
受け、啓発活動を随時実施することになり
ました。
　行事毎に与えられる時間が異なり、地震時の避難方法に重点を置いてほしい、火の取
り扱いについて指導してほしいなどの様々な要望に応える必要がありました。

　また、保育園児や高齢者にも分かりやすく説
明し、飽きさせないように話しをするには、団
員１人１人が防災指導の学習を行ったうえで、
多人数相手に話をする経験を積まなければなり
ません。発足したばかりの分団で新入団員がこ
れを行うためには、防災啓発のツールに頼らざ
るを得ませんでした。消防庁のホームページで
防災紙芝居を見つけ、ＰＤＦファイルだったも
のをスクリーンで大人数が見られるようにプレ
ゼンテーションソフトに置き換えたところ、火
災や地震、大雨、雷、避難、火遊び等の項目を
自由に入れ替えられ、時間調整も簡単にできる
ツールになりました。
　大勢の前で話をすることが苦手な団員でも、
紙芝居を利用することで緊張を緩和することが
でき、子供たちと楽しく会話するような雰囲気
で説明することが出来るので非常に有用なツー
ルとなっています。
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　保育園での啓発活動では、想像していた以上に一生懸命に話を聞いて、自分の考えを
発表してくれました。帰宅してから、「お父さん、お母さん火事を起こさないように気
を付けてね」と話しをしてくれる子どもが増えるよう、今後も保育園などでの啓発活動
を実施してまいります。
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越谷市消防団「さくら分団」による
避難所運営補助研修を実施

★

　本研修は、初の試みであり、「想像以上の条件が重なりとても混乱した。」など、難し
かったと感じる団員も多くいました。しかし、一方では、「今回の訓練で実際にどのよ
うに実施したら良いのかイメージできた。」、「訓練を通じて避難所がどのように配置し
ているのか理解できた。」などの意見もありました。
　今後も、避難所運営に必要な知識と技術を習得し、大規模な災害が発生した際に市民
の安全・安心を守れるよう努めていきます。

特
記
事
項

   

都道府県名　　　埼玉県
消防団名　　　　越谷市消防団
実団員数　　　　４０１名（うち女性団員４３名）
ＨＰアドレス　　https://www.city.koshigaya.saitama.jp/smph/index.html
消防団事務局　　〒３４３－００２５
　　　　　　　　埼玉県越谷市大沢二丁目１０番１５号
　　　　　　　　越谷市消防本部　警防課　
　　　　　　　　電話　０４８－９７４－０１０４
　　　　　　　　メールアドレス　keibo@city.koshigaya.lg.jp

実　施　日：　令和２年８月２３日（日）
場　　　所：　越谷市消防本庁舎
実　施　者：　さくら分団員（２１名）
目的・経緯： 　埼玉県越谷市では、消防団による地域防災力の充実強化を図るため、さ

まざまな取組みを実施しています。この取組みの一環として、これまで応
急手当の普及啓発や防火広報などを任務とする越谷市消防団さくら分団
（女性消防団）を対象に、大規模災害発生時の「避難所運営」の補助にあ
たることを任務とし、市危機管理課の職員を講師として研修を実施しまし
た。

【座学】 　越谷市で実際に起きた災害事例をもとに、避難所
開設に係る基礎知識及び新型コロナウイルス感染症
の感染防止を考慮した避難所開設の手順を学びまし
た。

【ＨＵＧ】 　体育館を避難所として想定し、避難者の年齢、
性別、国籍や個々の事情を記したカードを平面図
に適切に配置できるか、また、避難者から寄せられる要望への対応などの模擬
体験をしました。

―「避難所運営補助」に係る今後の主な活動予定―
・ 避難所運営に係る研修・訓練（ＤＩＧ訓練、ＨＵＧ
訓練など）
・各地区で実施する避難所運営訓練への参加
・ 越谷市消防団学生機能別団員に対する避難所運営に
関する指導
・市職員を対象とした研修や訓練への参加
・ 避難所運営を含む活動マニュアル（手引き）の作成
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女性消防団員の活動について
★

   

都道府県名　　　群馬県
消防団名　　　　藤岡市消防団
実団員数　　　　２１４名（うち女性団員１５名）
ＨＰアドレス　　https://www.city.fujioka.gunma.jp/
消防団事務局　　〒３７５－８６０１
　　　　　　　　群馬県藤岡市中粟須３２７
　　　　　　　　藤岡市役所　地域安全課
　　　　　　　　電話　０２７４－２２－７４４４
　　　　　　　　メールアドレス　syoubou@city.fujioka.gunma.jp

　藤岡市消防団第１０分団は１５名の女性団員で構成されています。彼女達の活動内容
から３点ご紹介させていただきます。
　１つ目は、火災予防広報の一環である高齢者宅への防火訪問です。
　核家族化が進み更には超高齢社会に突入した中、夫婦だけ、あるいは一人暮らしの高齢
者が増えています。いわゆる災害弱者であるこの方々に対して、有事はもとより平素から
意識して頂くよう、防火だけでなく防災についても丁寧なアドバイスをしております。
　中には話し相手もなかなかいないような方もいらっしゃるようで、話し相手をしても
らえて良かったなどの声もいただいております。

　２つ目は、男性団員、女性防火クラブ員を対象とした普通救命講習です。
　第１０分団員は、応急手当普及員の資格を有しており、その質の高さは受講者から好
評を得ています。また、教える立場、教わる立場が同じ消防団員ということもあり、団
員同士の連携強化にもある一定の効果が見込めます。

　３つ目は、訓練等への積極的な参加です。
　新入団員への礼式訓練や女性消防操法訓練等がありますが、なかでも水防工法訓練で
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は男性団員同様に土嚢作りに汗を流します。コロナ禍において今年度は参加を断念しま
したが、女性団員のキビキビとした動作は、毎年、訓練参加者全体への士気向上の一役
を担っております。

　まだまだ紹介しきれない藤岡市消防団第１０分団ですが、過去（平成１７・２１年度）
には全国女性消防操法大会への出場実績もあり、男性団員に負けない活動をしておりま
す。
　また、令和２年１１月には、群馬県消防学校消防団員特別教育第１期女性団員科にお
いて、県内女性団員に向け、活動事例の発表もしております。
　全国でも先駆けた女性消防団であるため、今後もさらに進化発展を目指していきます。
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女性消防隊によるＰＲ活動

   

都道府県名　　　山梨県
消防団名　　　　北杜市消防団
実団員数　　　　１，６５３名（うち女性団員１０名）
ＨＰアドレス　　http://www.city.hokuto.yamanashi.jp
消防団事務局　　〒４０８－０１８８
　　　　　　　　山梨県北杜市須玉町大豆生田９６１－１
　　　　　　　　北杜市役所　総務部　消防防災課　消防担当
　　　　　　　　電話　０５５１－４２－１３２３
　　　　　　　　メールアドレス　bousai@city.hokuto.lg.jp

　平成２９年４月１日から北杜市消防団本部女性消防隊が発足し、訓練を始め、ＰＲ活
動を行ってきました。
　市内の各イベントにて、水消火器を使った初期消火訓練や消防団・防災に関する情報
のパネル作成、クイズ等の広報活動を行いました。来場者にも非常に好評で幅広い年齢
層に興味を持っていただき、消防団活動をアピールすることができました。
　また、放課後児童クラブで小学生を対象とした防災訓練を行い、広報活動だけでなく、
訓練活動も積極的に行っています。
　今年度から消防防災課では、Facebook を立ち上げ、消防・防災に関する情報を発信
しています。新型コロナウイルスの影響で各行事も中止となり、女性消防隊も例年どお
りの活動がなかなかできない状況でしたが、この状況をプラスに捉え今までできなかっ
た SNSを使った情報発信を行うことが出来ました。
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【市内お祭り（ダイコン祭り）でパネル展示・クイズの啓発活動の様子】

【SNSでの様子】 【SNSで防災グッズの紹介をしている様子】
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【訓練の様子】

【放課後児童クラブで水消火器を使用した訓練の様子】

　各イベントでは、パネル・クイズでの啓発活動がとても好評で、多くの来場者に興味
を持ってもらうことができ、幅広い年齢層へ消防団活動をアピールできました。
　SNSを使うことで、消防団員対象となる若い世代への情報発信がより強化されました。
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仲間と救命技術を磨き、
競技会初優勝！

   

都道府県名　　　岐阜県
消防団名　　　　瑞穂市消防団
実団員数　　　　２４６名（うち女性団員１３名）
ＨＰアドレス　　http://www.city.mizuho.lg.jp/2505.htm
消防団事務局　　〒５０１－０４１４
　　　　　　　　岐阜県瑞穂市別府１２８８番地
　　　　　　　　瑞穂市役所　市民協働安全課
　　　　　　　　電話　０５８－３２７－４１３０
　　　　　　　　メールアドレス　siminkyo@city.mizuho.lg.jp

実　施　日：　令和２年２月１６日（日）
場　　　所：　ぎふメモリアルセンター
目的・経緯： 　心肺蘇生法、AED使用方法、三角巾による止血法などの救命技術を身

に付け、また広く市民に普及させるため消防本部が実施する普通救命講習、
日本赤十字社による応急手当講習を受講した。受講によって得た技術をさ
らに高めるため令和２年２月開催の第３回赤十字救急法競技会への出場、
優勝を目標として練習を重ねた。初めての試みのため、練習も試行錯誤の
連続であったが、団員相互に教えあい声を掛け合いながら練習を重ねるこ
とで、技術の向上のみならず女性班の結束力が高まっていった。

　　　　　　 　競技会には、県内各地の赤十字奉仕団など２３チーム９２名がエント
リーし、消防団の参加は当市の女性班２チームのみであった。会場の大き
さや観客の多さに気圧されつつも、練習通りに行うことを心掛けた結果、
初出場ながら優勝を勝ち取った。
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・ 競技会結果を市広報紙へ掲載するなどし、団員募集を行ったところ入団の申し込みが
あった。
・競技会までの練習で培った技術・知識を市民へ伝え啓発する活動を行っていく。
・ 結束して練習した結果、「優勝できた」ということが団員にとって自信となり、活動
に対するモチベーションが非常に高くなった。
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▲競技会の様子 ▲表彰式後（前列が優勝チーム）
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舞鶴市朝来消防団女性消防団員による
「広報紙」～地域のためにできること～

★

   

都道府県名　　　京都府
消防団名　　　　舞鶴市朝来消防団
実団員数　　　　５１名（うち女性団員４名）
ＨＰアドレス　　http://www.maizuru119.com
消防団事務局　　〒６２５－８５５５
　　　　　　　　京都府舞鶴市字北吸１０４４
　　　　　　　　舞鶴市消防本部　消防総務課　総務係
　　　　　　　　電話　０７７３－６６－０１１９
　　　　　　　　メールアドレス　syoubou@city.maizuru.lg.jp

　舞鶴市朝来消防団では、令和２年１２月で第８１号の発刊となる、広報紙『朝来　消
防団だより』を２ヶ月に１回発行し、管内地域全域や関係機関に配布しています。
　以前は白黒の文字ばかりの堅苦しい広報紙でしたが、女性消防団員の入団を機に、女
性消防団員がリーダーとなり取材、撮影、編集を行い、「消防団員の家族や地域の方々
に消防団員が活動している姿を伝えたい」との強い思いで、子どもでも読みやすいよう
に、女性ならではの視点を大切にしながら作成しています。
　新入団員や消防団役員の紹介記事を顔写真入りで掲載し、専門用語の解説や豆知識を
加えるなど、さまざまな工夫をしています。
　また、風水害時の避難の一助となるよう、管内河川の位置や特徴を写真付きで掲載し、
広報紙を通じて地域防災力の向上を目指すとともに、消防団員や消防団活動が身近なも
のとなるようＰＲし、消防団員の加入促進につなげていきたいと考えています。
　今後も、女性消防団員として後継者の育成など活動の幅を広げ、地域のために活動し
ていきたいと思います。
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　「夫は、全く家では消防団活動の様子を話してくれなかったけど、地域のためにこん
な活動をしているのだということが広報紙を見てよく分かった。」
　「地域の消防団員は男性ばかりで話しにくかったけど、女性団員の人が入って相談し
やすくなった。」と、うれしい声を聞き、女性消防団として入団してよかったと感じま
した。
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コロナ禍での大阪府女性消防団員
研修会の実施

   

都道府県名　　　大阪府
消防協会名　　　公益財団法人　大阪府消防協会
実団員数　　　　１０，３６３名（うち女性団員２６６名）
ＨＰアドレス　　http://www.ofsa.or.jp
消防協会事務局　〒５４０－００１２
　　　　　　　　大阪府大阪市中央区谷町２丁目２番２０号
　　　　　　　　公益財団法人　大阪府消防協会
　　　　　　　　電話　０６－６９３７－８１１９
　　　　　　　　メールアドレス　daisyo@ofsa.or.jp

実　施　日：　令和２年９月１３日（日）
場　　　所：　ＫＫＲホテル大阪（大阪府大阪市中央区馬場町２－２４）
目的・経緯： 　大阪府内の女性消防団員のより一層の活動能力の向上および活性化を図ると

ともに相互の情報交換を通じて府内消防団の充実発展に資することを目的とし
て、平成１７年度の第１回から概ね２年に１度開催しており８回目を迎えました。

対　　　象：　府内女性消防団員
内　　　容： 　毎回、女性消防団員の意見や要望を取り入れた内容で実施しています。
　　　　　　 　今回は、各消防団が考案した１００円均一ショップで購入できる商品

１０点以内で作成するアイデアグッズ（テーマは防災・広報・感染予防な
ど自由）の発表会を行ったほか、活動事例の発表も行いました。

　　　　　　【感染防止対策】
　　　　　　 　毎回、多くの団員が参加できるよう人数制限は設けておらず、参加者は１５０

人を超えていますが、今回は各団２名までに制限しました。動画による発表を希
望された消防団もあり、事前に提出いただいた動画データを会場で放映しました。

　　　　　　 　研修会の内容では毎回大変好評である団員相互の意見交換会を取りやめ
ました。

　　　　　　 　参加者のマスク着用、会場入口での検温、手指消毒の徹底に加え、配席
のスペースを確保しました。

　　　　　　 　参加できなかった消防団員も内容を共有できるよう、研修会の模様を映
像で記録したＤＶＤメディアを配布したほか、ＷＥＢでも観ることが出来
るようデータのＵＲＬを提供しました。
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★

　色んなアイデアを拝見できて参考になった、女性ならではの目線で考案したグッズは
細かい配慮がされていて素晴らしかった、勉強になったことを他の団員と共有して地元
で勧めて広げていきたい、と感想をいただきました。
　また、コロナ禍で実施したことについても、研修会で発表する目標があったため団で
も工夫して活動することができた、コロナで様々な活動が自粛されている中でも出来る
ことが凝縮された研修会だった、コロナの状況の中でも開催されたことでパワーをいた
だいた、と感想をいただきました。
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消防団女性部による普通救命講習
の実技指導

   

都道府県名　　　大分県
消防団名　　　　日出町消防団
実団員数　　　　２８２名（うち女性団員１１名）
消防団事務局　　〒８７９－１５９２
　　　　　　　　大分県速見郡日出町２９７４番地１
　　　　　　　　日出町役場総務課危機管理室
　　　　　　　　電話　０９７７－７３－３１５０
　　　　　　　　メールアドレス　soumu@town.hiji.lg.jp

実　施　日：　令和２年１０月４日
場　　　所：　日出町役場　大会議室
対　　　象：　令和２年度防災士養成講習受講者
目的・経緯： 　防災士資格取得のための普通救命講習講師

活
動
内
容

消
防
団
概
要

　コロナ禍で防災士養成講習の人数が制限される中、本年度日出町からは５名が防災士
を目指すこととなりました。
　その資格取得のために必要な普通救命講習において、女性部３名が心肺蘇生法（ＡＥ
Ｄ）の実技指導を行いました。
　応急手当指導員の資格を従前より１名取得していましたが、昨年度新たに２名が取得
し３名になったことにより、本年度から自前で開催することができることとしました。
　受講生からは、「きめ細かな指導でわかりやすかった。」と好評でした。
　また、受講生の中に「防災ママグループ」設立を目指している方もいて、終了後も熱
心に質問や意見交換を行っており、今後に繋がる関係も築くことができました。
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女性部による高齢者宅防火診断
及び住宅用火災警報器調査

   

都道府県名　　　宮崎県
消防団名　　　　日南市消防団
実団員数　　　　１，０６１名（うち女性団員２０名）
消防団事務局　　〒８８９－２５２４
　　　　　　　　宮崎県日南市大字殿所２０２６番地９
　　　　　　　　日南市消防本部　総務課　総務係
　　　　　　　　電話　０９８７－２３－７５８４
　　　　　　　　メールアドレス　s-somu@city.nichinan.lg.jp

実　施　日：　平成２５年から（春・秋火災予防週間）
場　　　所：　日南市各地区
目的・経緯： 　日南市消防団女性部は平成１５年に発足以来、毎年、春と秋の火災予防

週間に日南市内各地区の高齢者宅を周り､ 火気使用状況やコンセント管理
状況等の住宅防火診断を行っている。

　　　　　　 　平成２３年の住宅用火災警報器設置義務化に伴い、平成２５年からは住
宅用火災警報器の設置調査を実施し、警報器未設置世帯への早めの設置を
呼び掛けるなど、防火意識向上の啓発に努めている。

対　　　象：　日南市内各地区
費　用　等：　配布用ポケットティッシュ 1,000 個（15,000 円）

活

動

内

容

消
防
団
概
要

効　果　等： 　住宅訪問の際には、調査だけでなく災害時の避難場所の確認を行い、有
事の際の早期避難の重要性も呼びかけている。調査を行った住宅の高齢の
方からは、「警報器の取り扱い等がわからないから作動確認をしてもらっ
て安心した。」という感謝の声もいただいている。調査実施した住宅や不
在宅にはリーフレットと警報器の設置場所等が記載されたポケットティッ
シュを配布し、設置及び交換の必要性も呼びかけている。

　　　　　　 　また、女性団員の方は、住宅を一軒ずつ周るのは大変だが感謝の声を励
みにして市民の安全・安心のために積極的にこのような活動を行っていき
地域と住民に貢献したいと意欲に満ちている。

　　　　　　 　今後の課題としては、現在の日南市の住宅用火災警報器の設置率は
78%なので、未設置世帯には住宅用火災警報器の必要性を呼びかけ設置
率を上げていきたい。

　　　　　　 　また、女性部の実員も増やして、応急手当や救急法の研修などを定期的
に行っていき、災害時の後方支援隊としても十分に活躍できるように頑
張っていきたい。
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その他の活動事例

分類 都道府県 団体・消防団 活　動　内　容

訓
練
災
害
活
動

北海道 新篠津
消防団

【連携訓練】
　新篠津村主催の防災訓練に消防団が参加し、住民に対して訓練を披
露しました。見学に来た人達からは、「訓練を通して実際に消防団活動
を見ることができて、消防団への理解がより深まった。」との声が上が
り、防災力の強化につながりました。

宮城 山元町
消防団

【総合防災訓練】
　総合防災訓練において、津波避難時の周囲への広報と本部からの無
線伝達訓練を実施し、併せて自治会単位で行われる防災教育の場に講
師として参加し、消火器の取り扱いや土嚢作成等の指導を行いました。
団員の消防技術の向上だけでなく、活動を通じて住民の皆さんに消防
団を身近に感じてもらうことができ、地域での理解を深め、将来のな
り手へのアピールの場にもなりました。

宮城 亘理町
消防団

【水防訓練】
　水防技術の向上と水防体制の強化を目的として、近隣市町及び消防
本部と合同で水防訓練を実施しました。訓練にあっては、豪雨により
阿武隈川の水位が急激に上昇したという想定で、実践形式の水防工法
を行いました。今後も、町民の安全・安心を守るため、消防本部、近
隣市町と連携し水防工法技術の向上と継承のため、水防訓練を実施し
ていきます。

宮城 大崎市
消防団

【感染拡大防止対策を講じた連携訓練の実施】
　コロナ禍において、「団員の安全を第一」に考え、今年度の集合型の
演習訓練等は全て中止としましたが、団員の士気の維持向上と消防署
員との連携強化を図ることを目的に、規模を分散縮小すると共に、３
密を回避しながら様々な訓練を実施しました。今後も全団員が一丸と
なって、この危機を乗り越える決意で取り組んでいきます。

宮城 登米市
消防団

【中継訓練】
　遠方の水利から可搬ポンプを活用した中継訓練を実施しました。ま
た併せて、先輩団員から後輩団員に放水の手順を指導することで、実
際の災害現場でも応用可能な知識や経験を身に付けることができまし
た。

神奈川 横浜市磯子
消防団

【火災防御等基礎訓練】
　震災により消火栓が使用不能の中、木造密集地域からの出火を想定
し、消防団単隊での延焼防止活動や倒壊した木造住宅からの救助活動
スキル向上など災害対応力の強化を目的に基礎訓練を実施しました。
今後は消火の基礎から発展した中継訓練や救助資機材等も活用したブ
ラインド型複合訓練を実施することで災害対応能力の強化につなげて
いきたいです。

群馬 甘楽町
消防団

【地域防災訓練】
　大規模な直下型地震により、道路・ライフラインの寸断や大規模火
災が発生したことなどを想定し、地域防災訓練を実施しました。訓練
にあっては、消火訓練等の他、新たに配備されたチェーンソーを用い
た訓練を取り入れました。今後も多様化・激甚化する災害を想定し、
いつどこで起こるかわからない災害に備え、住民の安全・安心を守っ
ていけるよう、より一層努力していきたいです。

愛知 安城市
消防団

【大規模災害時対応訓練】
　機能別団員が大規模災害に対応するため、消防署の保有する施設及
び資機材の性能を把握するとともに、消防署員と災害時の行動につい
て共通した認識を確立することを目的として対応訓練を実施しました。
消防署員が普段から実施している活動を機能別団員とともに実施する
ことは、連携強化に繋がり、また意見交換できたことは貴重な体験と
なりましたので、今後も機会を増やしていきたいです。

岐阜 土岐市
消防団

【コロナ禍での新任団員研修】
　災害はいつ発生するかわからないことから、早急に新任団員研修を
実施する必要があるため、感染防止対策（３密回避等）の措置を講じ
ながら新任団員研修を実施しました。今後も訓練内容ごとにそれぞれ
の感染防止対策を行い、「新しい生活様式」のように「新しい訓練方式」
を考慮していくことが必要であると考えます。
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分類 都道府県 団体・消防団 活　動　内　容

訓
練
災
害
活
動

徳島 小松島市
消防団

【救助資機材取扱い訓練】
　大規模災害時等において、消防団員が、より効果的な救助活動がで
きる技術を習得することを目的に、当消防団で初めてとなる救助資機
材取扱い訓練を実施しました。消防団員の災害対応能力が向上し、地
域防災力の強化につながったと考えており、今後も引き続き実施して
いきたいです。

愛媛 松山市
消防団

【災害対応訓練】
　大規模災害時において、その時取るべき行動を把握し、実行できる
災害対応力の向上を目的に災害対応訓練を実施しました。消防団にあっ
ては、ヘリコプター離着陸場への散水及び場外警戒等を行いました。
今後もこういった訓練を継続的に行い、いざという時の対応方法を身
に付け、地域の団結力を高めていきたいです。

愛媛 松野町
消防団

【消防団夏期訓練】
　消防団活動に係る知識及び技能の習得を図り、安全かつ能率的に任
務を遂行し得る団員の資質向上を目的に夏期訓練を実施しました。規
律訓練等の各個訓練や建物火災を想定した消火訓練を行ったもので、
今後は、火災や自然災害等の発生に備えて、車両、資機材、水利等の
点検や定期的な訓練は、新型コロナウイルスの感染対策を講じ継続し
て実施していきたいです。

福岡 大牟田市
消防団

【情報伝達訓練】
　無線交信だけでは、伝達できない災害情報を補完するため､ 「ＬＩＮ
Ｅ」を活用した画像データ情報伝達訓練を実施しました。検証の結果、
「ＬＩＮＥ」による画像データ情報伝達は、わかりやすく、無線伝達の
補完ツールとしての活用が有効であることがわかりました。今後は、
個人情報等に留意しながら、災害時に活用していきたいです。

大分 杵築市
消防団

【高低差を想定した中継訓練】
　「文化財防火デー」での防火訓練に併せて、水利から火点まで高低差
がある火災現場を想定した中継訓練を実施しました。小型ポンプ及び
ポンプ車を複数台中継することにより高圧放水を可能とするもので、
平地とは異なり、高低差がある現場では、ホース延長や圧力調整が難
しく、今後も継続して実施していくことを確認しました。

広
報
・
Ｐ
Ｒ
活
動

宮城 登米市
消防団

【盆火特別警戒】
　分団管轄地域を消防団車両（分団で１台）で警鐘・回転灯火し（アナウンス無し）、お盆期
間中の迎え火・送り火を行う時間帯に巡回しながら、火の取扱い及び火災に注意を呼び掛け
ました。これは毎年実施しているもので、今後も火災予防意識の向上と定着につなげていき
たいです。

宮城 登米市
消防団

【初午行事】
　地域の防火・防災意識の普及・啓発を目的に、「火の用心」のお札と防火啓発品（イラスト
入りポケットティッシュ）を作成しました。啓発物品にあっては、全世帯を戸別訪問し、暖
房器具やガスコンロ等の取扱に注意するよう呼びかけを行いながら配布しました。地域での
防火・防災意識の向上のため、今後も継続して実施していきたいです。

福島 会津若松市
消防団

【住宅用火災警報器設置調査】
　未設置世帯を把握し住宅用火災警報器の設置を促進することを目的とし、消防署と消防団
が協力して戸別訪問をしました。消防団員が管轄内の世帯を訪問し、住宅用火災警報器の設
置状況や設置後の経過年数等の聞き取りを行い、必要に応じて地区での共同購入や設置啓発
を進めたもので、今後は戸別訪問等による調査結果を基に設置率を算出し、設置率が低い地
域を重点地区とするなど地域防災力の充実強化を図ります。

群馬
館林地区
消防組合
消防団

【五色の出初式】
　出初式における一斉放水において､ ２０２０東京オリンピックに関
連し、五輪の色の放水を行いました。平和の祭典であるオリンピック
にあやかり近年甚大化する災害に対して被害の減少を祈願したもので
す。カラフルな一斉放水は見学している子供たちにも好評で、式の最
後には、地元のゆるキャラが園児と一緒に分列行進を行い、地域の皆
さんへ火災予防運動及び注意喚起を行うことができました。

消
防
団
員
確
保
対
策

宮城 塩
消防団

【防災啓発イベント】
　消防団員の募集及び東日本大震災の経験を風化させないため、市民
を対象とした防災啓発イベントを実施しました。消防団がどのような
活動をしているのかを市民に知ってもらい、興味を持ってもらうため
の良い機会となったことから、今後も消防団が主体となって行うイベ
ントとして、実施内容について様々なアイディアを集め、継続して行っ
ていきたいです。

宮城 栗原市
消防団

【フェイスブックでの団員募集】
　新型コロナウイルス感染拡大のなか、市民が自宅でＳＮＳを利用さ
れることが増えると予想されたことから、フェイスブック投稿による
団員の募集を実施しました。消防団員関係者や市民だけでなく、フェ
イスブック閲覧者による団員募集の情報拡散や現職の消防団員に新規
団員を勧誘する意識付けができることを期待しております。
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分類 都道府県 団体・消防団 活　動　内　容

消
防
団
員
確
保
対
策

群馬 みなかみ町
消防団

【機能別消防団員制度の創設】
　山間部に位置する分団の団員減少に対応するため、また、町民の安全・
安心の向上と消防力強化を図るため、機能別団員制度を創設しました。
創設にあたり、必要な条例や規則の見直しを行い、制度を開始しまし
たが、現在、機能別団員数は３名にとどまっていますので、引き続き
団員確保に向けた取組を継続していきます。

島根 出雲市
消防団

【新規消防団員の加入促進】
　準中型自動車運転免許及びＡＴ免許限定解除の取得費用を補助し、各分団の消防活動の円
滑な運営や消防団員の確保に資するため、出雲市消防団員準中型自動車運転免許等取得費補
助金交付要綱を制定しました。今後も制度を周知し、新団員募集時における入団の加入促進
にも役立てていきたいです。

岡山 岡山県
消防協会

【消防団員募集ＰＲバス】
　今後益々、消防団の存在が必要となることから、もっと地域の皆様
へ消防団の存在を認識してもらい、消防団員確保につなげるため、「消
防団員募集」の広告をバスの側面に掲げ、岡山市内の運行を始めました。
イラストはおかやまの消防団マスコットキャラクター団吉です。走る
広告塔により、問い合わせの連絡が入ることを願っています。

大分 竹田市
消防団

【成人式で消防団員募集】
　若い世代が消防団活動に感じているネガティブな印象を払拭し、消防団活動への理解と興
味を持ってもらうため、女性消防団員による寸劇を式内で実施しました。現在、この団員勧
誘活動は、女性消防団員のみの活動でありますが、今後は男性消防団員の参加も予定してお
ります。

組
織
・
装
備
の
強
化

宮城 南三陸町
消防団

【全分団にチェーンソーを配備】
　近年頻発、激甚化する災害に備え、全ての消防団車両等に計４５台
のチェーンソーを配備し、併せて取扱い訓練を実施しました。その間
もなく、台風第１９号（令和元年東日本台風）により、町としては近
年稀な台風被害となりましたが、配備したチェーンソーを活用し、消
防団員が倒木等の撤去にあたるなど、大いに役立ちました。引き続き、
装備の充実・訓練の実施をとおして地域防災力の強化に努めていきま
す。

福島 富岡町
消防団

【物資等運搬対応型車両の導入】
　物資等運搬対応型車両は、キャビン後部に資機材保管庫を設けた車
両であり、大規模災害時においては、保管庫内のユニットを取り外す
ことで、天候に左右されず一度に多くの備蓄品等を搬送することがで
きます。また、子どもにも親しみをもってもらえるようなデザインを
採用し、イメージアップの広告塔としての役割も担っています。今後
も消防団に期待される活動の幅を広げていきたいです。
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第Ⅳ章

新時代に対応した消防団
運営のあり方に関する講座

（出前講座）



　日本消防協会では、消防団員の確保や消防団組織の充実強化、活性化を一層促進していくこ
とを目的に、全国各地へ講師を派遣し、団員確保対策、組織運営、住民への啓発指導、災害対
応などに関する具体的な方策について講座（出前講座）を開催し、今年度は、計６回実施いた
しました。
　また、最前線で活動する消防団員や防災関係者と講師が意見を交換する場を設けることによ
り、今後の消防団運営の一層の活性化に役立てたいと考えています。

兵庫県立大学大学院　減災復興政策研究科
教授　阪本　真由美　氏

埼玉県消防協会第２ブロック連絡協議会
顧問　内村　良一　氏

富山県　小矢部市消防団
分団長　嶋田　幸恵　氏

（一財）消防防災科学センター
図上訓練指導員　中村　敏一　氏

（出前講座の様子）

新潟県　糸魚川市消防団
団長　斉藤　直文　氏

（一社）リスクウォッチ
代表　長谷川　祐子　氏

各講座実施状況
回 実施日・場所 演題・講師

１ 令和２年 11月７日（土）
山口県

『災害対応事例と消防団活動について』
兵庫県立大学大学院　減災復興政策研究科　教授　阪本　真由美　氏

２ 令和２年 12月５日（土）
秋田県

『いまこそ、生かそう！「女性消防団のチカラ」』
富山県　小矢部消防団　女性分団　分団長　嶋田　幸恵　氏

３ 令和２年 12月 11日（金）
和歌山県

『糸魚川市駅北大火からの教訓 ～消防団はどう活動したか 大火から得た現状と課題～ 』
新潟県　糸魚川市消防団　団長　斉藤　直文　氏

４ 令和２年 12月 12日（土）
山梨県

『先進的な訓練事例と消防団活動』
埼玉県消防協会第 2ブロック連絡協議会　顧問　内村　良一　氏

５ 令和２年 12月 13日（日）
宮城県

『災害図上訓練ＤＩＧ（風水害版）』
（一財）消防防災科学センター　図上訓練指導員　中村　敏一　氏

６ 令和３年３月６日（土）
長崎県

『“私たち”は常に“私 ”よりも強力～女性消防団として、災害への準備と戦いと復興の実践手法～』
（一社）リスクウォッチ　代表　長谷川　祐子　氏
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（出前講座）
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